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第一章 はじめに 

 

第一節  概要 

 

本研究報告は、主に両岸(即ち、台湾－中国)間で締結された貿易と交流に関する

協定についての理解を通じて、台湾企業と提携する日本企業が如何により容易に中国

市場へ進出できるか、また、台中間で締結された「海峡両岸知的財産権保護協力協定」

により、台湾企業と提携する日本企業が中国市場へ進出する際に、知的財産権の十分

な保護を受けられるかについてまとめたものである。 

 

本研究報告は、全 6 章からなり、以下に各章の概要を述べる。 

 

第一章、はじめに 

本研究報告の調査の目的、方法及び範囲を説明する。 

 

第二章、台湾、中国の貿易及び交流の関係と現状 

先ず、両岸における貿易と交流のこれまでの変遷を説明し、国際環境、国内

経済及び政治情勢の三つの側面から、両岸の貿易と交流の発展経緯及び将来の動

向へと考察を進める。次に、台湾企業と日本企業の協力関係の出発点、産業協力

の形態、いかに産業協力を通じて中国市場に進出するか、及びその協力の成果に

ついて紹介し、最後に日台協力が知的財産分野に及ぼす影響について詳しく説明

する。 

 

第三章、海峡両岸知的財産権保護協力協定の紹介 

先ず、両岸間ですでに締結された関連協定の概要について紹介し、さらに両
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岸経済協力枠組み協定（ECFA）及びそれに続いて締結された海峡両岸知的財産

権保護協力協定に与えた影響について検討するとともに、海峡両岸知的財産権保

護協力協定の内容及び実際の運用と検討について説明する。 

 

第四章、日本企業の知的財産権の中国における発展状況と両岸協定における役割 

この部分では、主に海峡両岸知的財産権保護協力協定における知的財産権の保

護について論じる。日本企業が台湾企業との相互協力等の方法を通じて中国市場

に進出する場合、知的財産権の更なる保護を求めるに当たって、どのような優位

性があるかに重点を置いて説明する。 

 

第五章、台湾における知財保護の現状と活用 

日本企業の台湾での訴訟数、次いで、日台間における特許保護の相違点につ

いての理解を深め、日本企業が投資戦略を立てる際の指標とし、台湾特許制度の

今後の発展の方向性に対する日本企業の期待について簡単に紹介する。 

 

  第六章、海峡両岸知的財産権保護協力協定に関する応用 Q&A 

日本企業が海峡両岸知的財産権保護協力協定中の権利を運用する際に遭遇

するであろう問題について説明する。 

 

第二節  調査の目的、方法及び範囲 

第一項 調査の目的 

 

本研究の調査目的は、主に次のとおりである。 

第一の目的は、両岸の貿易と交流の契機と維持の可能性について理解し、将来、

両岸の貿易と交流が引き続き安定的かつ開放的な方向へ進むことができるかについ

て日本企業の理解を促すことで、日本企業が台湾企業と手を組んで中国市場へ進出す
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る際の評価に役立てることである。第二の目的は、両岸が締結した各種協定における

知的財産権保護に関する内容、締結後の実施状況、及び日本企業が台湾企業との協力

モデルを活かして有効な知的財産権保護の目的を達成することができるか、を理解す

ることである。第三の目的は、日本企業が関与した台湾特許訴訟の状況、及び台湾の

特許制度の今後の発展方向を理解することである。 

 

第二項 研究手法及び範囲 

 

研究手法及び範囲について本報告は、全体で 6 章に分かれており、主な研究内容

は第二章から第五章にて説明する。本報告は主に質的研究法により、以下に設定した

研究範囲内において、国内外の研究者の書籍、論文、刊行文書又は研究成果、及び公

的機関の報告書、政府出版物、裁判所判決などを主要参考文献とし、それら参考文献

の研究範囲に関わる図表やデータ等を整理して、関連章節の内容を説明した。 

 

第二章の研究範囲は、両岸貿易と交流の変遷と日台の協力関係による中国市場進

出の出発点、成果と知的財産権分野に及ぼす影響に分けた。研究手法としては、両岸

の貿易と交流の変遷については、各時期に両岸交流に影響したと考えられる国際情勢、

国内経済、及び政治情勢の要因を収集、整理することにより、将来の両岸の貿易と交

流の動向を理解する。日台協力による中国市場進出の出発点、及びその成果と知的財

産権分野に及ぼす影響については、各経済データと日台企業の長所・短所の比較を通

して、日台協力による中国市場進出が知的財産権の保護に最も有利な経済協力モデル

であるかについて検討する。 

 

第三章の研究範囲は、主に両岸経済協力枠組み協定（ECFA）の締結内容、及び後

続の海峡両岸知的財産権保護協力協定の締結後の両岸貿易及び知的財産権の保護へ

の影響と成果の理解である。研究手法としては、主に各協定内容についてさらに詳細
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な解説を行うことをメインとし、海峡両岸知的財産権保護協力協定の締結前後で知的

財産権保護にどのような差異があるか、及び実務事例の運用結果を分析し、総合的に

比較する。 

 

第四章の研究範囲は、日本企業が台湾企業との連携により、海峡両岸知的財産権

保護協力協定のもと、知的財産権の保護をいかにして最大化するかに重点をおく。研

究手法としては、先ず、日本企業が中国で遭遇するであろう知的財産権に関する問題

と投資面についての問題を説明し、海峡両岸知的財産権保護協力協定が日本企業の知

的財産権の保護にさらに有利になるか否か、並びに日本企業が中国投資において直面

するであろう問題を解決できるかについて検討する。 

 

第五章の研究範囲は、日本企業が関与する台湾特許訴訟の現状と台湾の特許制度

の今後の改正方向が日本企業の期待に合致するものであるか否かについての論考を

重点とする。研究手法としては、関連判決を収集し、現行の台湾特許制度における、

日本企業に不利な部分を考察することで、今後の改正の方向性を探る。 

 

第六章では、海峡両岸知的財産権保護協力協定についての実際的な問題を Q＆A

形式にまとめた。本報告の核心的問題をクリアにし、特定の問題に対する回答につい

ては、関連主務官庁に問い合わせるなどして、実務上の適切な取扱いを確認するよう

努めた。 
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第二章 台湾と中国の貿易及び交流関係と現状 

 

第一節  両岸の貿易と交流－閉鎖から開放へ 

 

両岸の貿易と交流の変遷は、国際情勢、台湾経済、政治状況の影響を免れること

ができない。政治の面から見ると、1949 年以降、両岸間は政治的要因の影響により、

貿易が足踏み状態に陥ったが、1977 年の鄧小平就任後は、それまでの毛沢東時代の左

傾化路線から徐々に「社会主義経済化」路線へ転換し、経済改革により台湾に対する

政策も変化するなど、緊張状態が緩和された1。台湾では、1987 年から始まった政治

的自由化、民主化の進展のもと、両岸間でさらに進んだ貿易往来と交流が促進された

2。 

 

両岸貿易の往来は日増しに頻繁になっているが、政治的には、依然として衝突が

繰り返され摩擦が存在する。例えば 1993 年に中国が発表した「台湾問題と中国統一

白書」、1995 年に江沢民が発表した 8 項目の対台湾政策（江八点）、1995 年の李登輝

前総統の米国訪問により引き起こされた翌年の台湾海峡ミサイル危機等は、いずれも

台湾の民衆及び政府に、中国との貿易と交流に対する強い懸念を抱かせるなど、重大

な影響を及ぼし、実際の貿易と交流にも影響を与えた3。そのため、台湾も 1997 年か

ら「南向政策(ASEAN への投資拡大)」と「戒急用忍（対中交流制限）」政策に転換す

ることで、経済上の過度な中国偏重により引き起こされる国家安全の懸念を緩和しよ

うとした。この時期は、経済を重視する有権者の期待を反映して、2000 年には、台湾

                                           

1蔡学儀、『兩岸經貿關係（両岸経済貿易関係）』、p37、2012 年 2 月 

2柳金財、『大膽西進？戒急用忍？民進黨大陸政策剖析（大胆西進？戒急用忍？民進党の中国政策分析）』、

p375、1998 年 2 月 

3趙春山、『兩岸關係與政府大陸政策（両岸関係と政府の中国政策）』、p50－53、2014 年 9 月 
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初の政権交代で就任した陳水扁総統が「四不一没有（四つの NO、一つのない：独立

宣言はしない、国名変更はしない、「二国論」を憲法に盛り込まない、統一・独立の

住民投票はしない、及び、「国家統一委員会」を廃止しない）」、「積極管理、有効開放」

等の政策を打ち出し、大三通(両岸間の通信、通商、通行)及び政党交流といった善意

の行為の達成が期待された4。しかし、両岸の政治的立場の違いによる影響は強く、

これら両岸の貿易と交流に有利な政策が顕著な成果を見せることはなかった。その後、

2008 年に就任した馬英九総統が「新三不政策（新「接触しない、交渉しない、妥協し

ない」政策）5」と「先経後政（経済優先、政治後回し）」を打ち出してから、ようや

く雪解けの兆しが見えてきた。 

 

国内経済における影響について、中国は、改革開放以前の時代、経済が危機的状

況に立たされ6、技術と資金の不足が深刻になる中、海外華人の資金と技術が中国政

府にとって積極的に誘致すべき対象となり、当然、台湾もそれに含まれた。当時、台

湾は面積が中国の僅か 264分の 1に過ぎないにもかかわらず、40年という短い期間で、

それまで 3億米ドルに満たなかった貿易総額を 1987年には 1,000億米ドルまで引き上

げていた7。これを受け、中国は一連の台湾資本誘致政策の実施を開始した。例えば、

                                           

4于宗先、「1986 年以來台灣的兩岸經貿政策（1986 年以降の台湾の両岸経済貿易政策）」、『兩岸經驗

20年－1986年以來兩岸的經貿合作與發展（両岸経験 20年－1986年以降の両岸経済貿易の協力と発展）』

に掲載、p39－52、2006 年。 

5蘋果新聞、「馬英九新三不政策不統不獨不武（馬英九の新三不政策 統一しない、独立しない、武力

行使しない）」、2008 年 1 月 16 日、

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20080116/30174692（最終アクセス日：2015 年 9

月 3 日）。 

6林毅夫・蔡昉・李周、『中國經濟改革與發展（中国経済の改革と発展）』、pvi、2000 年。 

7鄭竹園、『大陸經濟改革與兩岸關係（中国経済の改革と両岸関係）』、p43－47、2000 年。 
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葉剣英が発表した「葉 9 条（台湾の祖国復帰と平和統一実現に関する政策方針）8」

や 1988 年に中国共産党が公表した「台湾同胞投資奨励規定」などがある。 

 

また一方、台湾では、1980 年代中期の各国における貿易保護主義の台頭に伴い、

過度の対米輸出超過が指摘されるようになり、米国からの強烈な通貨上昇と市場開放

の圧力を受けた。台湾元のレートは、それまで 1 米ドル 40 台湾元だったものが、1

米ドル 26 台湾元にまで上昇した。その結果、輸出志向であった台湾の中小企業は打

撃を受け、続々と台湾の拠点から撤退し、撤退がブームとなった9。当時、東南アジ

ア地域では、長期的な政治不安定、経済動乱、加えて中国人排斥という社会状況10に

あり、一方、中国は台湾と同一の言語、文化、風俗、安価な労働力と地理的優位性を

有していたことから、台湾企業にとって最適な投資地域となった11。また、中国経済

の実力が徐々に強まり、世界の主要経済体となるにつれて、中国の莫大な人口と世界

の工場という地位により、台湾が経済的に周縁化するおそれが出て来た。これを避け

るために、台湾はより一層両岸の貿易と交流を拡大せざるを得なくなった12。 

 

国際環境の影響について見ると、最初の影響は、台湾が国連脱退後、国際的に孤

立したことである。初期においては、米国における反共政策の影響の下、台湾は国際

的地位の上でも米国の強いサポートを得て、中国に対する孤立化政策が採られた。加

                                           

8人民網、「1981 年 9 月 30 日全國人大關於台灣回歸祖國、實現和平統一的九條方針（1981 年 9 月 30

日全国人民代表大会における台湾の祖国回帰、平和統一実現に関する 9 つの方針）」、ウェブサイト：

http://www.people.com.cn/BIG5/historic/0930/3214.html（最終アクセス日：2015 年 9 月 3 日）。 

9蔡学儀、前記注 1、p5、2012 年 2 月 2 版。 

10国家統一委員会から中華経済研究院への委託実施、「台商在大陸及東南亞投資行為之研究（台湾企業

の中国及び東南アジアにおける投資行為の研究）」、p105－111、1994 年 8 月。 

11蔡学儀、前記注 1、p37、2012 年 2 月 2 版。 

12趙春山、前記注 3、p187－193、2014 年 9 月。 



 

- 14 - 

 

えて一連の有利な経済改革措置が実施されたことで、経済が急速に成長し、アジア四

小龍(台湾、香港、シンガポール、韓国)の一つとなることができたため、中国市場を

開拓する必要はなかった。しかし、1971 年の国連脱退後、台湾と国交のある国は徐々

に減少し、1978 年には僅か 23 ヵ国にまで減少した。国際的な孤立と経済成長の減速

傾向により、台湾政府は、国民の一体意識を高めるために、経済方面での改革をせざ

るを得なくなった。しかし、この経済改革は財閥や経済重視の有権者の台頭を促し、

それらが政府の政策の方向性を左右するようになった。第二の影響は、1980 年代末期

に東欧やソ連等の共産国家が崩壊し、米国の世界経済における影響力も衰退する中で、

中国が徐々に世界の主要経済体となってきたことである13。中国の役割は、すでにソ

連を抑止するだけの戦略的地位から経済的地位に転換しており、これより以後、台湾

の政府は、中国の経済力を直視することを迫られ、経済貿易協力を求めざるを得なく

なった。第三の影響は WTO 交渉の停滞による地域主義の台頭である。1993 年の＜マ

ーストリヒト条約＞の発効後、欧州連合が正式に設立し、地域経済の統合と経済・貿

易の自由化による関税の優遇措置と商品の自由な流通は、その後の国際金融貿易にお

いて重要なテーマとなった。台湾は WTO 加盟により商品自由化の目的を達成しよう

としたが、WTO 交渉が暗礁に乗り上げたところで、各国は代替手段として、次々と

「地域貿易協定」の締結に向けて動いた。しかし、中国経済の勃興と台湾の国際的地

位の不確がさが、地域貿易協定の締結を困難にした。台湾が中国とのさらなる経済貿

易協議を進めていないことで、多くの国が台湾との間で地域貿易協定を締結しないこ

とを明確に示した。このような情況において、台湾は中国との貿易協定をより一層進

めざるをえなくなった14。 

 

以下においては、まず、国際環境、国内経済、政治面から論考を始め、続いて両

                                           

13趙春山、前記注 3、p15－16、2014 年 9 月。 

14趙春山、前記注 3、p253－263、2014 年 9 月。 
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岸の貿易と交流を軍事的対峙期（1949～1978）、平和的対峙期（1979～1986）、発展加

速期（1987～1992）、慎重保守期（1993～1996）、戒急用忍（対中交流制限）期（1997

～2007、2000 年と 2001 年は除く）、開放成長期（2008～2013）、現在と将来（2014～）

の各段階に分けて、それぞれの時期の時代背景とその背景の下で発生した重要な歴史

的事件を簡単に説明する。 

] 

第一項 軍事的対峙期（1949～1978） 

 

1949 年に国民党が台湾に撤退した後、両岸は軍事的に対峙する状態となった。両

岸の政治理念の違い、関連法規の制限（「戒厳法」及び「動員戡乱法」の規定）、経済

政策の違いに加え、国際外交力において台湾が勝っていたため、この時期の両岸間に

おける貿易と交流は停滞状態にあり、切迫した必要性もなかった。しかし、両岸の私

的交流は依然として頻繁であり、多くの漁民が海上で物々交換の貿易交流を行うこと

が普通に見られた。これが両岸の貿易と交流の始まりとも言える15。 

 

第二項 平和的対峙期（1979～1986） 

 

大体この時期の両岸は、政治的相互信用に向けて、軍事衝突を避け、平和的解決

を目標として邁進していたと言えるが、従来の不信感をやはり払拭することはできな

かった。これが政治上の相互交流の欠如や、極めて消極的な貿易と交流、香港等の第

三地経由で物事を進めるという情況に表れている。 

 

台湾の経済面を見ると、1973 年と 1975 年のオイルショック後、台湾の矜持であ

った経済が打撃を受け、加えて台湾が国連から脱退し、外交がますます難しくなった。

そのような状況において、台湾の政府は、国民の一体意識を高めるために、一連の経

                                           

15于宗先、前記注 4、p39－40、2006 年。 
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済政策に着手せざるを得なくなった。しかし、経済改革による開放政策は財閥や経済

重視の有権者を台頭させ、その後の政府政策の方向性を左右することになった16。共

産党とのそれまで交渉が全て失敗に終わった経験から、政治においては、中国が示す

善意に対して過度に反応しないことで対応し、より保守的な「三不政策（接触しない、

交渉しない、妥協しない）17」が採られた。経済面では「香港・マカオ地域の中継貿

易に関する 3 つの基本原則」が発表され、中国との直接通商は禁止されたものの、両

岸の中継貿易は黙認された。 

 

中国に目を向けると、1978 年に始まった改革開放によって、安定と平和的な国際

環境が経済改革及び現代化を推進するうえで重要な基礎となり18、両岸の和平を安定

させることによって、西側諸国とうまく対話していくことが、中国の最重要課題とな

った。この時期、中国は多くの和平宣言を発表したが、例えば 1979 年 1 月 2 日に中

国共産党全国人民代表大会が発表した「全国同胞に告げる書」、1982 年に鄧小平が打

ち出した「一個国家、両種制度（一国二制度）」の主張は、中国が両岸紛争の平和的

を求め始めたことを示し、全力で経済に注力することを宣言するものであった。この

ほかにも、中国は台湾企業の投資と両岸の貿易交流の促進をはかるため多くの法案を

提出した19。例えば 1980 年に公布された「台湾製品購買に関する補足規定」、「対台湾

貿易に関する管理試行弁法」、1981 年に葉剣英が発表した「葉 9 条（台湾の祖国復帰

                                           

16柳金財、前記注 2、p375、1998 年 2 月。 

17原文では、中華民国はいかなる情況においても中国共産党政権と交渉せず、また中国光復、同胞救

出という神聖なる任務を放棄せず、この立場は絶対に変わることがない、とされている。また 1979年

4 月 4 日の中国国民党中常会において、蒋経国元総統は、対話をさらに進めて接触しない、交渉しな

い、妥協しないという三不政策とした。 

18行政院経建会経研処から中華経済研究院への委託実施、「台商大陸投資及貿易之研究（台湾企業の中

国投資と貿易の研究）」、p5、1992 年 6 月。 

19于宗先、前記注 4、p38、2006 年。 
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と平和統一実現に関する政策方針）」などがあり20、1988 年には「台湾事務弁公室」

が設立され、「以経促政（経済により政治を促す）」「以民逼官（民により官を圧迫す

る）」「以商圍政（商により政治を促す）」「以通促統（交流により統一を促す）」とい

った経済貿易統一政策の達成が期待された21。 

 

第三項 発展加速期（1987～1992） 

 

この時期の台湾の政治は、国内的には、長期的な経済成長が中流階級の台頭を促

進し、民衆の政治参加意識が徐々に高まり、政治的緩和を求める声がより高くなり、

党外抗争も次々と起こった22。対外的には、世界の民主化の潮流に後押しされ、米国

からの圧力や、中国と異なる「政治的隔たり」を創り出すために、「柔軟な実力」で

「専制的な中国」に対抗した23。様々な原因の下、台湾は一連の政治的解放を促進さ

せ、1987 年の戒厳令の解除（解厳）、同年 11 月 2 日の人道的配慮に基づいた台湾人民

の中国訪問解禁、1991 年の動員戡乱条項の廃止はその表れである。政治的解放は、政

商連合の関係をさらに親密にし、企業は大量の政治献金、選挙への参与、圧力団体の

組織化、関連政策の提出等の方法で、中国との貿易に向けて前進するよう政府の政策

に影響を与えた24。この時期には、台湾でも関連法規が制定され、例えば 1990 年に経

                                           

20 1981 年 10 月 1 日、中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の葉剣英委員長は、新華社の記者

に向け「祖国平和統一実現の 9 つの方針政策」を提出した。その中の両岸経済貿易の政策には「双方

の通郵、通商、通航、家族訪問、旅行及び学術、文化、体育における交流展開についての協議達成」、

「台湾の工商界業者による中国投資の歓迎、合法的権益と利益の保証」が含まれた。 

21柳金財、前記注 2、p355－356、1998 年 2 月。 

22柳金財、前記注 2、p93－94、1998 年 2 月。 

23高希均、前書き：「兩岸「經貿熱、政治冷」的 20 年（両岸「熱い経済貿易、冷淡な政治」の 20 年）」、

『兩岸經驗 20 年－1986 年以來兩岸的經貿合作與發展（両岸経験 20 年-1986 年以降の両岸経済貿易の協

力と発展）』に掲載、p25－30、2006 年。 

24柳金財、前記注 2、p375、1998 年 2 月。 
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済部が制定した「中国における投資と技術提携管理弁法」、1992 年に制定した「両岸

人民関係条例」がある。また、1991 年に設立した「大陸委員会」「財団法人海峡交流

基金会」は、それぞれ政府の中国関連業務を統括処理し、政府からの委託と授権を受

けて、公権力にかかわる両岸の事務的作業を処理することを担当し、1992 年 4 月 27

日には、初の両岸会談をシンガポールで開催した。 

 

経済面においては、長期的な対米輸出超過により、米国からの圧力と一般特恵関

税制度（GSP）の撤廃により、台湾元の対米ドルレートが爆発的に上昇し、特に 1986

年から 1988 年における台湾元の対米ドルレートは、それまでの 1 米ドル 38 台湾元か

ら 1 米ドル 26 台湾元にまで上昇した。このような大幅な通貨上昇の結果、輸出志向

の台湾の中小企業は打撃を受けて続々と台湾の拠点から撤退し、撤退がブームとなっ

た25。また、環境的要因と人件費の大幅上昇を受けて、広大な土地と労働力を有し、

台湾と同じ言語、文化を有する中国が台湾企業の投資の最適の選択となり、さらには

上から下への両岸の貿易交流を促進させることとなった26。 

 

一方、中国を見ると、外的要因としては、ソ連、東欧共産国家が解体し、これま

での米ソ「両極体制」から米国「一極体制」に転換したことや、それにより中国の戦

略的地位が下がったこと、「中国脅威論」が沸き上がったことが挙げられる27。内部要

因としては、党内を含めて改革開放に対する疑問と反対の声が上がったことである。

また、1989 年の天安門事件により、世界は次々と中国に対して経済制裁を実施し、こ

れにより中国では、技術と資金が不足し、経済発展が大きく頓挫したことは疑う余地

がない。これに対処するため、中国では台湾の資金を誘致することで外資流出の穴埋

                                           

25蔡学儀、前記注 1、p5、2012 年 2 月 2 版。 

26邱伯浩、「兩岸經濟互賴與發展（両岸経済の相互信頼と発展）」、『前瞻兩岸關係的發展與趨勢（両

岸関係の発展と趨勢）』に掲載、p120、2007 年 12 月。 

27柳金財、前記注 2、p81、1998 年 2 月。 
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めをし、さらに政治的にも「以経促政」「以民逼官」「以商圍政」「以通促統」といっ

た経済貿易統一政策を成功させることが期待された。この時期に中国が台湾に対して

とった優遇経済政策としては、1998 年に公布された「台湾同胞投資奨励規定」や、1911

年に公布された「対台湾事務の一層の強化に関する通知」がある。また、1992 年には

「海峡両岸交流基金会」が対話の窓口として設立された。 

 

第四項 慎重保守期（1993～1996） 

 

しかし、良いことは長続きしないもので、両岸交流は、またも政治的要因により

暗転する。1993 年に中国が発表した「台湾問題と中国統一白書」、1995 年 1 月に江沢

民が発表した 8 項目の対台湾政策（江八点）で、台湾は中国の一部であると再度重ね

て言明した。一方、台湾では、李登輝総統が訪米期間にコーネル大学での講演におい

て、台湾の主体的地位の重要性及び「両国論」を重ねて明言した28。 

 

また、貿易面において台湾政府は、1995 年に「現段階における両岸関係発展計画」

を可決させ、市場志向による両岸経済貿易の発展が図られた。中国は、「台湾海峡両

岸航運管理弁法」「台湾海峡両岸航運管理弁法に関する活動に関する通知」及び「台

湾海峡両岸間の貨物運輸代理業の実施に関する管理弁法」を次々と公布し、福州、ア

モイの二港を開放して直接渡航港とし、「和平統一」の政策目標を実現しようとした。

しかし、上述した数々の政治的対立に鑑み、台湾政府は経済の過度な中国指向が引き

起こすであろう影響を懸念し、中国での台湾企業の投資金額及び項目について限定・

縮小し、これが次の時期の「戒急用忍期」及び「南向政策」につながる。 

 

第五項 戒急用忍（対中交流制限）期（1997～2007、2000 年と 2001 年を除く） 

 

                                           

28蔡学儀、前記注 1、p15－16、2012 年 2 月 2 版。 
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この時期における両岸交流は、長期的な政治的要因により、冷却期間に置かれた

状態であった。また、中国の台頭による米国の「一極体制」への脅威、南海争議の危

惧、さらには 2001 年 3 月に発生した米国と中国の軍用機衝突事件等の国際情勢の影

響を受け、米国の対中政策は徐々に厳しさを増し、一連の防御政策がとられることと

なった。台湾も米国の西太平洋における中国の勢力拡大阻止の重要な歯車として組み

込まれた29。台湾の政府は、米中関係の緊張状態を巧みに利用し、中国への台湾民衆

の信頼度の変化に応じて、様々な政策を実行した。中国にとって友好的でない政策と

しては、李登輝総統時代にそれまで奨励していた中国投資を東南アジア投資に切り替

えるよう奨励した「南向政策」、台湾企業による中国投資の資金と項目を制限した「戒

急用忍」政策、陳水扁総統が主張した「一辺一国論」、「四不一沒有」、「積極管理、有

効開放」政策がある。しかし、アフガニスタン紛争の勃発や、北朝鮮核危機事件後、

米国は中国の力で地域間の衝突を安定させることを望み、米中関係は次第に改善され

ていった。台湾の政府も米中の黙認と米国の圧力の下、徐々に政策による操作を減ら

し、情勢を左右する力も弱まっていった30。 

 

この時期、台湾政府による政策はその大部分が中国を疎外するものであったが、

注目に値するのは、2000、2001 年に陳水扁が総統に当選して間もなく、有権者の経済

重視のニーズが強まったため、「四不一没有31」「積極開放、有効管理」政策を展開し、

中国に対して善意を示したことである。このことからわかるのは、権威主義ではない

国家においては、有権者の期待が往々にして一国の政治の方向を左右することである。

                                           

29趙春山、前記注 3、p273－278、2014 年 9 月。 

30趙春山、前記注 3、p13－14、2014 年 9 月。 

31熊玠、「由美國角度解讀陳水扁的「四不一沒有」兼談美國國務院並未「淡然處之」（米国の観点から

陳水扁の「四不一没有」を解読し、米国国務院が「静観」していないと語る）」、『海峽評論』196

期、2007 年 4 月、ウェブサイト：http://www haixiainfo.com.tw/196-1291.html（最終アクセス日：2015

年 9 月 3 日）。 
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これにより、中国はその後の対台湾政策において従来の戦略を変更し、特に台湾中南

部の農民に対して懐柔政策を採ることで、台湾の膨大な数の経済重視の有権者を手な

ずけた32。 

 

貿易取引を見ると、中国と台湾はそれぞれ 2001 年、2002 年に世界貿易機関（WTO）

に加盟したことから、WTO の市場開放への要求により、台湾と中国はさらに一連の

貿易協議を進めて WTO の原則に符合させざるを得なくなった。改革開放後の中国の

経済力は年々増強し、さらに膨大な人口がもたらす商機は、台湾企業にとって、先を

争ってでも中国に投資し成功を勝ち取る動機を与えるものであった。これに対し、南

向政策は、現地の治安が良くないことや、政治動乱が頻発していたことなどにより、

台湾企業にとっては、魅力的な投資誘因を十分に形成することができなかった33。こ

れらにより、この期間に政府がより保守的な対中政策をとったにもかかわらず、両岸

間の貿易と交流を阻止することはできなかった。 

 

第六項 開放成長期（2008～2013） 

 

この時期には、2008 年のサブプライム住宅ローン危機の発生により、投資家が抵

当証券の価値に信用を失うなど、流動性危機が生じ、多くの大型金融機関が倒産した。

一連の金融危機は34、輸出志向の台湾企業にも影響を及ぼした。また、ソ連の崩壊後、

地域経済の統合の重要性が日増しに高まり35、加えて WTO 交渉の足踏み状態、地域

貿易協定の締結により、WTO に加盟することで商品の自由化を達成したいという台

                                           

32高長、『大陸經改與兩岸經貿（中国経済改革と両岸経済貿易）』、p129－133、2009 年 10 月 2 版。 

33于宗先、前記注 4、p46－47、2006 年。 

34李非、「當前國際經濟波動與兩岸經濟合作走向（現在の国際経済動向と両岸経済提携の方向）」、『兩

岸經貿關係的機遇與挑戰（両岸経済貿易関係のチャンスと挑戦）』に掲載、p228－236、2013 年。 

35高長、前記注 32、p393、2009 年 10 月 2 版。 
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湾の目的が水泡に帰した。また、台湾は他国との地域経済貿易協定の締結交渉過程に

おいて中国からの影響を受け、各国は台湾に対して、先ずは中国と関連貿易協定を締

結しなければ、台湾と交渉しないと通告することが一般的に見られた。このため、台

湾は経済的に周縁化されることを避けるため、中国との関連貿易協定の交渉を加速化

させざるを得なくなった36。 

 

両岸の経済関係が日増しに緊密になるにつれて、安定した両岸政策を求める台湾

有権者から要求を背景として、経済優先と両岸安定を掲げた国民党が 2008 年の総統

選挙で勝利し、国会でも多数議席を獲得して、完全なる政権交代を実現した。そのよ

うな政治情勢の中、中国との一連の貿易と交流を開始した国民党政権であったが、そ

の政策には、「外交休兵」「新三不政策」の両岸関係を維持することが重ねて明言され、

また、中華民国憲法の枠組みにおいて、92 コンセンサス後の台湾海峡の現状維持、即

ち「一個中国、各自表述（一つの中国を別々に表現する）」や、中国共産党が提案し

た「一国両制（一国二制度）37」に反対するものが含まれた。一方で、この時期には

多くの協定が締結され、経済貿易に関するものとしては「両岸経済協力枠組み協定

（ECFA）」「海峡両岸知的財産権保護協力協定」「農産品検疫検査協力協定」「漁船船

員労務協力」等がある。 

 

第七項 現在と将来（2014～） 

 

金融危機の後、米国の長期量的緩和政策が資金の過度供給を引き起こしたため、

人民元レートの上昇圧力を高めた38。また、各国市場の成長が減速するにつれて、過

剰生産の状況になり、中国の経済成長は、すでに単純輸出により成長力を維持できな

                                           

36高長、前記注 32、p413－417、2009 年 10 月 2 版。 

37趙春山、前記注 3、p19、2014 年 9 月。 

38趙春山、前記注 3、p118－119、2014 年 9 月。 



 

- 23 - 

 

くなっていたため、中国政府は中国の役割を世界の工場から世界の市場へ転換するこ

とを図ったが39、これが人件費の継続的な上昇と労働条件の改善要求を招いた4041。こ

のほかにも、長期的な大気汚染や過度の開発による環境汚染は、中国政府に環境関連

法規を制定、執行するよう迫り42、これが台湾の対中国投資の誘因にも打撃を与えた。 

 

見ると、2012 年に習近平が最高指導者となってから、対台湾政策では、比較的寛

容な態度がとられたが、国内的には、高圧的な言論統制が敷かれた。人権派弁護士の

逮捕43や、インターネット規制等は44、台湾民衆の間に、将来中台統一後に「一国二

制度」が確実に実施されないのではないか、という疑念を生んだ。 

 

                                           

39高長、前記注 32、p375、2009 年 10 月 2 版。 

40高長、前記注 32、p81、2009 年 10 月 2 版。 

41例えば 2007 年の「労働合同法」の公布、と「十二五計画」における一人当たりの GDP の成長への期

待。 

42例えば 2007 年の新版「外資投資産業指導目録」では、希少資源の開発制限が始まり、533 項目の「高

エネルギー消費、高汚染、資源性」製品の輸出税金還付を取り消した「一部商品の輸出税金還付率引

き下げに関する通知」、「十一五」計画では環境保護の重要性が強調され始め、2007 年に公布された

「省エネと汚染物質排出削減に関する総合事務方案」等がある。 

43聯合報ネット新聞、「中國維權律師大逮捕 台灣民團聲援（中国の人権弁護士逮捕 台湾民間団体か

らの声援）」、2015 年 7 月 13 日、ウェブサイト：

http://udn.com/news/story/4/1052997-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%B6%AD%E6%AC%8A%E5%BE%

8B%E5%B8%AB%E5%A4%A7%E9%80%AE%E6%8D%95-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%B0%91%E5

%9C%98%E8%81%B2%E6%8F%B4（最終アクセス日：2015 年 9 月 3 日）。 

44中央通信社、「陸收緊網管再一發若涉及國安可收網（中国がさらにインターネット規制を強化 国安

に関するサイトは閉鎖）」、2015 年 7 月 8 日、ウェブサイト：

https://tw news.yahoo.com/%E9%99%B8%E6%94%B6%E7%B7%8A%E7%B6%B2%E7%AE%A1%E5%86%

8D-%E7%99%BC-%E8%8B%A5%E6%B6%89%E5%8F%8A%E5%9C%8B%E5%AE%89%E5%8F%AF%E5

%B0%81%E7%B6%B2-045043356.html（最終アクセス日：2015 年 9 月 3 日）。 
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台湾では、台湾民衆が中国の人権保障、中国が承諾した「一国二制度」が実施で

きるのかについての疑念が高まるにつれ、また、両岸の関連協定締結後に生じた貧富

の差の拡大、経済の過度な中国依存、台湾の香港化への懸念等の要因が蓄積する中で、

2014 年 3 月 18 日には、「両岸サービス貿易協定」（2013 年 6 月 21 日調印）に反対す

る「ひまわり学生運動」が起こり、台湾史上初めて立法院（国会）が占拠された45。

民意に突き上げられる中、中国との関連貿易協定の締結に傾いていた国民党は、2014

年末の九合一大戦（統一地方選挙）で惨敗したことも原因し、両岸交流に関する法案

とその締結は、選挙結果の圧力に抗えず、実現することができなかった。今後の両岸

の貿易と交流の動向については、2016 年の年初に行われた総統・国会議員選挙後の政

策に注目する必要がある。 

 

以上から分かるとおり、両岸の交流と貿易は、国際情勢、台湾経済、政治情況に

強く影響され、今後の展望としては、台湾の政治においては、2016 年の総統選挙後の

与党の両岸政策動向を見ていく必要があり、中国においては、「法治化」の進捗程度、

政治の安定、人権保障の実施にも注目する必要がある。また、経済においては、中国

の赤いサプライチェーン（Red Supply Chain）の台頭による台湾産業への衝撃や、両

岸がいかにして貿易交渉を通じて産業の分業化を達成し、ウィンウィンの局面を創り

出すことができるかを注視しなければならない。また、国際情勢においては、米国に

おける製造業の国内回帰に注目し、中国の内需市場が形成されるか否か等の要因を総

合的に考慮する必要がある。 

 

                                           

45中時ウェブ新聞、「太陽花牽動兩岸關係影響難估（ひまわり学生運動が動かした両岸関係 影響は計

り知れず）」、2014 年 12 月 8 日、ウェブサイト：

https://tw news.yahoo.com/4-%E5%A4%AA%E9%99%BD%E8%8A%B1%E7%89%BD%E5%8B%95%E5%8

5%A9%E5%B2%B8%E9%97%9C%E4%BF%82-%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E9%9B%A3%E4%BC%B0-

215031326--finance html（最終アクセス日：2015 年 9 月 3 日）。 
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第二節  日台提携企業の中国での貿易状況調査 

 

第一項 日台企業提携のはじまり 

 

近年、世界経済情勢の多くの変化により、日本企業が長期提携相手を求めるよう

になったことで、日台産業の協力関係もこれまでよりさらに緊密になり、これにより、

経済情勢が日本企業に与えている巨大な影響にも変化が見られるようになった。距離

が近く、文化的背景も似通っており、産業も相互補完関係にある台湾企業が日本企業

の提携対象として最適の選択となるのはいたって自然のことである。以下に、日台ア

ライアンスの５つの鍵について説明する46。 

 

一、 海外生産拠点を設立し、サプライチェーン断絶の危機を予防 

 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、人々の生活と自然の生態に多大な

影響を及ぼしただけでなく、日本の多くの産業サプライチェーンを寸断の危機にさら

したため、日本企業の間には、「生産拠点の海外移転」の考えが醸成された。こうし

たサプライチェーン寸断の危機を回避するため、多くの日本企業が積極的に日本国内

の生産拠点の海外移転先を探し始めた。 

 

二、 中国の日本への意識を緩和し、中国市場に共同進出 

 

日本の内需市場は長期的に疲弊しており、成長力も不足している一方で、中国は

                                           

46劉麗惠、「台日產業合作創造 1+1>2 綜效（日台産業提携の創造は 1+1>2 のシナジー効果）」、『貿

易雑誌』、第 257 期、p12-14、2012 年 11 月より抜粋。 
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経済発展により膨大なビジネスチャンスに溢れていた。日本企業は、中国の日本に対

する感情から現地での市場展開が難しかった。この様な状況において、台湾企業は両

者の緩衝的役割を演じるのにうってつけである。 

 

三、 税率の優位性が運営コスト削減に有利 

 

日本では、法人税率が高いことや、労働法規で製造業の派遣社員の採用を禁止し

ていることなどが企業の経営コストを押し上げる要因となっていたため、法人税率が

より低く、労働コストも相対的に低い場所を探すことが、日本企業の経営コスト削減

の重要戦略となっていた。台湾では、営利事業所得税（法人税）の税率は 2010 年 5

月 28 日の改正後、25％から 17％に引き下げられ、中国の 25%、韓国の 22%より低く

なったため、これが、より多くの日本企業の対台湾投資を引き寄せた。例えば、日本

の化学メーカーである東レの薄膜加工業者は 2011 年 4 月に台湾への投資を発表し、

その決め手の一つは日本より低い法人税であった。このほか、日本企業が台湾に投資

することで、台湾と中国が締結した ECFA により関税減免が受けられる可能性がある

ため、その優位性もコスト競争力を高めている。 

 

四、 産業の提携で韓国に共同して対抗 

 

韓国の急速な発展は、日本の多くの産業に打撃を与えた。例えば、日本の最も重

要な自動車産業は、中国市場の開拓において、韓国のヒュンダイ自動車におされてお

り、また韓国の大手電子メーカーであるサムスン（Samsung）、LG は、グローバル市

場において急速な拡張を続けており、日本の電機電子企業に重大な打撃を与えている。

こうした時であるからこそ、韓国の発展により同様に打撃を受けていた台湾電子業者

が日本企業の重要なビジネスパートナーとなりうる。 
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五、 アジア太平洋の中枢に位置し、運輸における地理的優位性を具

備する台湾 

 

台湾が有するアジア太平洋地区における運輸の中枢という台湾の地理的優位性に

より、多くの日本企業が台湾との提携に注目している。日本のある物流会社の責任者

は、シンガポール、香港、韓国、中国のいずれにも 3 時間の飛行時間で到着すること

ができる台湾の地理的位置は、貿易の経営にとって非常に大きな優位性を有すると述

べている。 

上述したとおり、日本の産業構造上の欠陥の補完、国際貿易市場拡大の布石、関

税引下げ戦略、他の貿易強国への対抗、地理的位置等のいずれの面から見ても、台湾

との連携が日本の必要とする貿易手段であると言える。日台企業間でどのようにアラ

イアンスを進めていくかについては、それぞれの企業経営モデル、産業構造のニーズ、

市場の違いに応じて、多様な提携モデルがある。日台産業提携の各種形態を簡単に示

したものが以下である（図 2-147）。 

 

                                           

47日台産業提携推進オフィスの図表を参考に作成。http://www.tjpo.org.tw/cooperation_pattems.php（最終

アクセス日：2015 年 9 月 12 日）。 
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図 2- 1 日台産業提携の形態 

 

学者である Killing 氏（1988）48は、戦略的アライアンスを次のように定義してい

る。 

「戦略的アライアンスの提携形態は、合資の構造により、合弁、権益戦略アライアン

ス、非権益戦略アライアンスに分けられる。合弁は双方の共同出資で持ち株比率は同

じである。権益戦略アライアンスは、両者間で持ち株比率が異なり、非権益戦略アラ

イアンスは、両者が提携契約をし、持ち株、出資等は関係しない。」 

上記のように、戦略的アライアンスには多くの形態が含まれ、日台の企業提携にも応

                                           

48 Killing, J. P. Understanding Alliances: The Role of Task and Organizational Complexity. in Contractor, F. J. 

and Lorange, P. (Eds). Cooperative Strategies in International Business. New York: Lexington Books, 

55-68.(1988) 
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用できる。 

 

第二項 中国市場への進出 

 

過去これまでの学術界及び産業界は、「雁行形態論49」をもって東アジア経済の分

業体系を分析することが多く行われてきた。「雁行形態論」とは、東アジア諸国の経

済発展の成熟度を雁行すなわち雁の群れの飛行形態に模して、先頭が日本、中間がア

ジア四小龍、最後尾が中国及び東南アジアとして表したものである。換言すれば、日

本がコア技術を提供し、次にアジア四小龍が OEM を行い、最後に中国と東南アジア

が製造するというものである。しかし 2000 年以降は、日本経済が成長を止め、韓国

経済が発展し、中国が世界最大の工場となるなど東アジア諸国の経済発展の度合いが

変化するとともに、日本企業の中国市場への進出が順調に進まず、東アジアの経済分

業体制に極めて大きな変化が生じ、その結果、従来の「雁行形態論」の様相に変化が

生じた。中国市場の急速な成長と個人消費の向上が日台間における製品製造工程及び

製品の分業体制につながり、従来の垂直分業から、徐々に垂直分業と水平分業の併用

に転換し、現在の日台経済貿易関係と産業提携形態も多元的かつ多様な様相を呈する

ようになった。 

 

2000 年以降における、東アジア経済全体の分業体系の最も大きな転換は、日本企

業が中国市場への進出に手間取っている間に、研究開発及びブランド力を有する韓国

大手企業が迫ってきていることである。これは、日本が雁行の先頭の地位を維持でき

るか否かに関わる。一方、台湾企業は文化面や言語面での優位性を活かし、数年来の

中国進出で中国市場に一定の占有率を占めていたため、2002 年あたりからは、日台の

                                           

49童振源・蔡增家、「從雁形理論到經濟分工：從台日經濟合作到東亞經濟分工模式（雁行形態論から経

済分業まで：日台経済協力から東アジア経済の分業モデルまで）」、『国際関係学報』、24 期、p88、

2007 年 7 月。 
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企業提携をアピールし始め、日本企業と台湾企業が相互補完関係にあるという優位性

を利用して、共同で利益を達成することが期待された（日本企業が技術力、台湾企業

がマーケティング・ネットワークとマネジメント力を活かす）50。 

 

日本の野村総合研究所の研究によると、日本企業が中国で単独投資する場合の成

功率は 68％であるが、台湾企業と提携した場合、成功率は 10％高くなり、78％51にな

ると試算している。したがって、日台企業が技術提携又は戦略的アライアンス、買収

等のモデルを通じて、双方の優位性を結合させることができれば、ウィンウィンの関

係が築けると考えられる。以下においては、日台の企業提携の主観的要因と客観的要

因について論じる。 

 

一、 主観的要因 

 

戦後、日本企業による対台湾投資は 1953年に始まり、2012年初頭までに合計 6,669

件となり、外資による対台湾投資では第 1 位（24.37%）、投資金額ランキングでは第

4 位（14.99%）となったが、租税回避又は共同基金等の要因を考慮すると、実質的に

は米国に次ぐ第 2 位であった52。経済部投資審議委員会の統計によると、2011 年の日

本から台湾への投資案件は過去最高の 441 件に達し、2012 年には、これを大幅に上回

る 619 件に達した。2012 年の日本から台湾への投資は、投資案件の平均金額から見る

                                           

50前記注、p89。 

51経済部投資業務処、「ECFA 後日商加強與台灣企業投資合作（ECFA 後に日本企業が台湾企業との投

資協力を強化）」、2010 年 8 月 23 日、ウェブサイト：

http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=87358&ctNode=5630&mp=1。(最終アクセス日：2015 年 9 月 12 日) 

52黎立仁、「台日經濟產業互動之回顧與展望（日台経済産業交流の回顧と展望）」、『全球政治評論』、

第 40 期、p33、2012 年 10 月。 
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と、中小企業が増加傾向にあった53。 

 

台湾は、2011 年に「台日産業連携架け橋プロジェクト」を推進し、その内容に基

づいて、2012 年 3 月には「経済部台日産業連携推進オフィス（TJPO）」を設立した。

同オフィスは、日台双方の産業提携の窓口として、台湾の関連部会のリソースを統合

し、台日産業提携を全力で促進し、台日産業全体のレベルアップを加速化させること

で、台日双方の企業の国際競争力と産業チェーンの地位を高めることを目的としてお

り、また、日本経済産業省に対しても、日本の地方自治体による対台湾提携交流への

経費補助を編成するよう促している。 

 

台湾投資審査委員会の統計によると、2013 年 1 月から 11 月の日本から台湾への

投資件数は 438 件に達し、投資金額は昨年同期比で 40.47%増の 4.62 億米ドルに達し

た。一方、台湾の対日投資を見ると、投資件数が 47 件（成長率 95.83%）、金額が 6.76

億米ドル（成長率 304.5%）に達し、日台双方向の投資がいずれも顕著な成長を見せ

た（表 2-154）。また、2011 年の TJPO 設立以降だけを統計しても、日台の産業連携が

成功したものが 154 件で、投資金額は約 225.91 億台湾元に達した55。 

  

                                           

53財団法人資訊工業策進会、経済部工業局 2013 年度プロジェクト計画期末実施成果報告書「日台産業

提携推進計画」、p2。 

54財団法人資訊工業策進会、経済部工業局 2013 年度プロジェクト計画期末実施成果報告書「日台産業

提携推進計画」、p3。 

55 MoneyDJ 財経知識庫、投審会：1～11月の日本の対台湾投資件数 438件、投資金額 4.62億米ドル、

年成長率 40%、2014 年 12 月 30 日、ウェブサイト：

http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=0fd74b3f-3ed3-440c-be8b-7dd65f1d110c（最終ア

クセス日：2015 年 9 月 25 日） 
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近年における双方の往来はさらに緊密度を増していることから、双方の長年にわたる

交流から生まれた相互信用と理解が両者の協力により中国で発展していくための主

観的要因であることが分かる。 

 

二、 客観的要因 

 

ここでは、さらに客観的データから台湾と日本の産業の優劣について分析してい

く。中国に進出するに当たっての日本企業と台湾企業の競争力の比較を図 2-2 に示す

57。 

 

 

                                           

57図表出所：王琳粢、「日本企業在中國經營策略之分析－與台灣企業的策略聯盟（日本企業の中国にお

けるビジネス戦略の分析ー台湾企業との戦略的アライアンス）」、『国立政治大学東アジア研究所修

士論文』、p58、2010 年 7 月。江逸之・高聖凱、「台日新同盟時代來臨（日台新同盟時代の到来）」、

『遠見雑誌』、213 期、p62、2004 年 3 月から引用。 
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図 2- 2 日本企業と台湾企業の中国進出における競争力の総合的比較 

 

 

上の図表から分かるとおり、台湾企業と日本企業は各企業競争力のいずれにおい

ても一方が一定の優位性を有しており、双方は本質的に完全な相互補完性を有してい

ると言うことができる。また、実務において、日本企業は基礎研究、品質、計画及び

世界的ブランドイメージで優位性を有しており、双方が提携すれば、それぞれの長所

と短所を補い合うことができるため、グローバル競争に参加しても、高い競争力で勝

利することができると考えられる。中国市場を手中に収めたい日本企業にとって、台

湾企業との戦略的アライアンスは、中国市場進出のための最も有効な戦略である（表

2-258）。 

  

                                           

58朱炎、「台商大陸投資的日本因素與經濟全球化意涵（台湾企業の中国投資における日本の要素と経済

グローバル化の意味）」、『經濟全球化與台商大陸投資－策略、布局與比較（経済のグローバル化と

台湾企業の中国投資－戦略、布石と比較）』、台北：晶典文化事業出版社、p341、2011 年 3 月。 
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と賞賛され、台湾と日本における民主主義の発展も、アジア諸国の代表とみな

された。東アジア地域の自由民主主義と市場経済の価値を維持するためにも、

台湾と日本は相互依存の関係にある運命共同体である。 

3. 歴史環境の下で発展してきた社会経済文化の同質性。この同質性は、台湾から

見れば、台湾産業の発展の歴史と企業経営モデルに影響し、日本企業から見れ

ば、台湾を常にアジアの第一投資先とする要因である。 

 

(二) 経済利益の衝突 

 

1. 双方とも輸出入貿易の上で、バランスを欠いている。日台間の貿易関係は密接

ではあるが、日本は台湾に対し長期的に 200 億米ドル以上の貿易黒字を有し、

これが双方の経済貿易関係の正常な発展に重大な影響を及ぼしている。 

2. 日台中国市場における日台の競合関係。従来、日台間の経済貿易関係は垂直分

業であったが、現在は、一部の産業において既に水平競争となっている。特に

中国市場において、台湾は中国と IT 産業分野での提携で「Chaiwan（「チャイ

ワン」：中国(チャイナ)と台湾(タイワン)の協力関係を指す。）」の提携モデルを

形成しており、これは日本企業に対する大きな挑戦である。注目すべきは、

ECFA の締結と施行が日台の企業提携の新しい契機となったことであり、双方

の企業は戦略的アライアンスを締結する動機を強め、実際に、多くの日台企業

が戦略的アライアンスを成立させた（表 2-3 を参照）。 

3. 最後は日台双方の特定産業における貿易保護政策。例えば、台湾と日本におけ

る農業に対する保護政策は、それぞれの経済貿易政策に直接に反映され、さら

なる相互協力の障害にもなっている。 

     

これらの共通利益と利益衝突は、日台双方が経済貿易提携について検討する上で

直接に影響する要因となる。共通利益と利益衝突の矛盾を緩和し、日台相互の経済貿
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易提携ネットワーク関係を強化するための方法としては、以下の二つが考えられる。 

 

1. 一方が「自制」（self-constraint）して、自己の利己的境界を弱める。例えば一方が

ある産業の貿易保護政策を廃止し、又はあるキー技術を開放すること。日台の液

晶パネル産業における提携がこれに当たる。 

2. お互いに絶えず経済貿易における継続的な相互交流、協議、規範の遵守を通じて、

「制度形成交渉」（institutional negotiation）モデルを形成する。例えば、「日台交流

提携備忘録」（MOU）を締結して、経済貿易、産業の交流提携議題を決定し、「日

台投資協定」を履行するとともに、規範の遵守を通じて、制度に盛り込むことで

ある。 

 

表 2- 3 日台戦略的アライアンスの代表的事例60 

                                           

60余吉政、「兩岸新局與台日本企業業合作契機（兩岸新局と台日企業協力の契機）」、台北駐日経済文

化代表処経済組、ウェブサイト：www.tnst.org.tw/ezcatfiles/cust/img/img/20110823/20110823ca_01.pdf`

（最終アクセス日：2015 年 9 月 25 日）； 

台北駐日経済文化代表処、台日産業合作推進弁公室、「台日產業合作搭橋方案概述（日台産業提携架

け橋プロジェクトの概要）」、2012 年 7 月 30 日（プレゼンテーション、p25；経済部投資業務処委託

事業の整理資料を参照）。ウェブサイト：

http://www.tnst.org.tw/ezcatfiles/cust/img/img/20120730/20120730_cp1.pdf（最終アクセス日：2015 年 9 月

25 日） 

；朱浩・黄馨儀、「商業服務業發展研究能量建置計畫商業審議會（商業サービス業発展研究エネルギ

ー構築計画商業審議会）」、経済部、2013 年 9 月 12 日（プレゼンテーション、p9）。ウェブサイト：

http://idac.tier.org.tw/DFiles/20130916092325.pdf（最終アクセス日：2015 年 9 月 25 日） 

；「經濟部工業局推動台日合作計畫獲重大成果凌群電腦與東海集團在台合資公司正式成立（経済部工

業局により推進された日台合作計画が大きな成果を獲得 凌群グループと日本東海グループが台湾に

合弁会社を正式に設立）」（2013 年 2 月 22 日）、凌群ウェブ新聞、第 185 期、2013 年 3 月 5 日。ウ

ェブサイト：http://www.syscom.com.tw/ePaper_New_Content.aspx?id=49&EPID=185&TableName=sgNews 

(最終アクセス日：2015 年 9 月 20 日)。 
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（一）、事例１：ビジネスモデルの共有と中華圏向けカスタマイズで協力 

（DLE と GREEN PADDY） 

 

1. 台湾企業：GREEN PADDY 、日本企業：DLE 

2. 戦略的アライアンス事業分野：フラッシュアニメーションの制作、販売、マーケ

ティング企画 

3. 提携モデル：台湾側は台湾、中国市場の嗜好、及び台湾、中国市場へのアクセス

を提供。日本側はコンテンツビジネスのノウハウ、及び日本市場へのアクセスを

提供。双方の協力モデルは事業提携であり、主に市場参入を相互支援し、ビジネ

スモデルの共有、コンテンツの共同制作を行う。この戦略的アライアンスにより、

日本企業が期待できる効果は、中華圏用にカスタマイズ化されたコンテンツによ

り、中華圏市場での競争力を向上させることである。 

 

（二）、事例２：独自のエタノール生成酵素を武器に台湾拠点から中国へ事業を拡大 

（マザーコスモ（Mother Cosmo）と業強科技）  

 

1. 台湾企業：業強科技、日本企業：マザーコスモ 

2. 戦略的アライアンス事業分野：バイオエタノール酵母、製造工場設備の販売 

3. 提携モデル：先ず、マザーコスモと泰豊碩実業が合弁により台湾コスモ株式会社

を設立し、その後、業強科技と提携して中国事業を開拓。業強科技の中国工場に

バイオエタノールの工場設備を設立し、中国での販売窓口業務を担当させた。こ

の戦略的アライアンスにより日本企業が期待できる効果は、中国市場での販売力

向上による、売上げ回収のリスクの低減である。 

 

（三）、事例３：高度な生産技術と資金を有する台湾企業との提携で、日台分業体制 

を構築（シロク（Xiroku）と晶相光電）  
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1. 台湾企業：晶相光電、日本企業：Xiroku 

2. 戦略的アライアンス事業分野：タッチコントロール式パネルのカメラモジュール

の開発、製造、販売 

3. 提携モデル：先ず、双方が合弁事業を設立し、晶相光電が（中国の工場で）製造

し、Xiroku が開発した小型 IT 機器向けのカメラモジュールを販売。この戦略的

アライアンスにより日本企業が期待できる効果は、顧客（PC ベンダー等）の近

くで、高品質のモジュールを低コストで量産できることである。 

 

（四）、事例４：海外最大の店舗網を築いた台湾フランチャイジーと共に中国に進出

（モスバーガー（Mos Food Service）と東元電機）  

 

1. 台湾企業：東元電機、日本企業：モスフードサービス 

2. 戦略的アライアンス事業分野：ハンバーガーチェーンの展開 

3. 提携モデル：双方は先ず合弁事業を設立し、東元電機の知名度を利用し、店舗開

拓や人材獲得の効率を高めた後、台湾主導、日本支援という形で中国市場に進出。

この戦略的アライアンスにより日本企業が期待できる効果は、地元有力企業との

提携により、現地に密着した企業経営が可能となり、海外最大の店舗網を構築で

きることにある。 

 

（五）、事例５：「対等提携」を原則に、日本企業の台湾、中国ビジネスを強力に 

サポート（統一超商と日本の小売・流通・飲食企業）  

 

1. 台湾企業：統一超商、日本企業：楽天、無印良品、DUSKIN 等 

2. 戦略的アライアンス事業分野：ドーナツチェーン、衣服チェーン、オンラインシ

ョップ等の展開 
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3. 提携モデル：双方は対等提携方式により合弁事業を設立し、統一超商グループは、

経営・販売等の人材と販売チャネル、物流ネットワーク等の資源を提供。この戦

略的アライアンスにより日本企業が期待できる効果は、統一超商グループの店舗

網と人材を活かして、スムーズに事業拡大できることと、台湾での成功体験を中

国市場に応用できることである。 

 

（六）、事例６：日本企業の買収により、台湾、日本、中国の特性を活かした分業 

体制を構築（希華晶体と希華科技） 

 

1. 台湾企業：希華晶体、日本企業：希華科技（明電通信工業） 

2. 戦略的アライアンス事業分野：水晶コンポーネントの開発、製造、販売 

3. 提携モデル：希華晶体が日本の明電通信工業株式会社を買収して希華科技株式会

社を設立し、中国に製造拠点を設けた。日本をグループの R&D センターとし、

台湾、中国はそれぞれハイエンド、ミドルエンド製品の生産基地とし、最適な分

業体制を構築。この戦略的アライアンスにより日本企業が期待できる効果は、台

湾資本の受け入れにより、開発技術の製品化ルート、デバイス原料の安定した供

給元を確保することができると同時に、アジア事業の展開も可能になることであ

る。 

 

第三項 、日本企業と台湾企業の中国における提携状況 

 

日本みずほ総合研究所の伊藤 信悟（Shingo Ito）が行った日台ビジネスアライア

ンス事例に対する分析によれば、日本企業は台湾企業の中国におけるマーケティング

能力や経験を非常に重視している。日本企業が台湾企業の管理とマーケティング経験

を活用して中国に進出する新たな形態の提携モデルが即ち伊藤の言う「JCT モデル62」

                                           

62 Shingo Ito, The Surge of Japanese Investment in China Utilizing Taiwanese Managerial Resources: a viable 
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（Japanese investment in China utilizing Taiwanese managerial resources）である。JCT モ

デルには、日台合弁型、日本企業による台湾子会社活用型、複合型（composite vehicle）

がある。複合型は日台合弁会社にさらに中国からのリソースの投入を含む対中投資を

指す。 

 

JCT モデルは、長期にわたる日台間の経済協力関係によって育まれてきた重層的

な信頼関係や、日本企業が台湾の子会社で培った豊富な人材を基礎としている。台湾

企業や日本企業の台湾子会社の優位性は「競争力を具えた管理リソース（competitive 

managerial resources）」を有することにある。 

   

現在も JCT モデルの勢いが衰えを見せないことについて、伊藤は次のようないく

つかの原因があると指摘した。 

1. 中国による投資環境の改善は一朝一夕に解決できるものではない。 

2. 投資環境が改善されたとしても、日本企業にとって、中国の経営環境には依然そ

の言語や文化の障壁が存在する。 

3. 日本企業が言語や文化の障壁を克服できなければ、中国現地のビジネス・ヒュー

マンリソースの情報収集を短時間で十分に行うことができず、特に中小企業の情

報を取得することはできない。 

4. 台湾企業の中国市場におけるマーケティングや製造のネットワーク・リソースは、

依然として高い潜在力を有する。 

下表に示すとおり63、台湾からの対中投資の件数と金額の推移を見ると、毎年の投

資件数と金額には若干の変動があるものの、投資金額は相当に高いことが明らか

                                                                                                                                    

business model, Tokyo: Mizuho Research Institute Ltd, 1-4(2005). 

63経済部投資審議委員会の公式サイトの統計データ、2015 年 6 月統計月報、データは補正後の許可案

件の件数と金額を含む、ウェブサイト：http://www.moeaic.gov.tw/ (最終アクセス日：2015 年 9 月 14

日) 。 
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である 

表 2- 4 台湾の対中投資の推移（単位：件、千米ドル） 

Item Mainland Investment-unit: US$1,000 

============ ================================= 

Year Case Amount 

1991~2004 33,155  41,249,232  

2005 1,297  6,006,953  

2006 1090  7,642,335  

2007 996  9,970,545  

2008 643  10,691,390  

2009 590  7,142,593  

2010 914  14,617,871  

2011 887  14,376,625  

2012 636  12,792,077  

2013 554  9,190,091  

2014 497  10,276,569  

1991~2014.12 41,259 143,956,282.63 

 

日本の対外投資統計によると、2003 年末までに中国に進出した日系企業数は延べ

3,476 社となっている。日本交流協会の統計によると、2000 年から 2002 年までの 3

年間における日台企業アライアンスによる対中投資の件数は合計 63 件に上った。こ

の状況は引き続き好調に推移しており、2003 年の上半期だけで、すでに 17 件の日台

企業による合弁事業への投資があり、これは、同時期における日本企業の対中投資案

件の約 1 割を占めるものである64。 

                                           

64前記注 57、江逸之、高聖凱、p61、2004 年 3 月。 
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知的財産の創造・取得・管理、創造性を育む教育環境の整備、創造を担う人材の

充実、強化。  

2. 保護戦略：的確かつ迅速な特許審査・審判制度の構築、著作権・営業秘密・知的

財産新興分野への適切な保護の強化、模倣品対策の強化、海外における知的財産

権の保護と国際的協力の強化。 

3. 活用戦略：大学・公的研究機構における技術移転の推進、及び企業における知的

財産の評価と活用の強化。  

4. 人的基盤の充実：知的財産の創造・保護・活用の実現のため、前述日台間の貿易

交流の状況を観察し、知的財産分野における人的基盤の充実を実現する。日本の

視点から見ると、上述第 2 点の保護戦略の実現を図ることが主となると考えられ

るため、ここでは、それを中心に考察を展開していくことにする。 

 

二、 中国の台頭 

 

近年における東アジア経済の情勢変化については、中国の経済がテイクオフし

たことで世界各国との貿易が盛んになり、その巨大な市場規模により、ビジネスチャ

ンスも無限に広がっていることから、各国は先を争ってこの巨大な市場に進出し、利

益を得ることを目指している。これに伴って、中国における知的財産権へのニーズも

高まってきているが、ここでは、特許出願件数、商標登録出願件数等の各データから、

このような動向（以下の図表及びデータの出所は、いずれも台湾の知的財産局72（TIPO、

以下「知的財産局」という。）より）の把握を試みる。 

 

                                           

72経済部知的財産局、「五大局受理專利商標申請概況（含圖表）（五大特許庁が受理した特許・商標件

数の概況（図表を含む））」、2015 年 2 月 9 日、ウェブサイト: 

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=541754&ctNode=7123&mp=1 （最終アクセス日: 2015 年 9 月 12 日） 
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年以降穏やかに回復しており、五大特許庁で受理された商標登録出願件数もほぼ増加

傾向にあることから、各国の企業がブランド（商標）戦略を積極的に活用して、消費

財市場における競争に参加していることが明らかとなった。 

 

このほか、台湾企業も徐々に中国における知的財産ポートフォリオの構築を重

要視するようになってきている。以下においては、特許登録及び出願件数を例にして、

台湾企業が本国及び米国のみならず、中国においても特許の布陣を広く展開している

ことを説明する。 

 

（一） 台湾集積回路製造会社（TSMC） 

 

台湾集積回路製造（TSMC）は、2004 年から 2013 年までの 10 年間で、中国にお

ける特許の累積登録件数が 1,853 件となった。下表のデータから分かるように、累積

特許登録件数は、多い順に米国、台湾、中国となっているが、TSMC の台湾における

特許登録件数は 2,500 件余りで、米国における特許登録件数の約 1/2 である。一方、

中国における特許登録件数は台湾の 7 割近くに達している。 

TSMC は、中国において 8 インチウェハーの生産能率支援工場を一つ保有してい

る。実際の製造工程のニーズに対応するために、TSMC は少なくとも 10 年前から中

国において特許ポートフォリオの構築を開始した。さらに、中国市場の収益は TSMC

の 2013 年度通年の総売上高の 6％を占めたため、同社は中国における特許ポートフォ

リオ構築を広く展開することにした。2004 年から 2013 年までの中国における特許累

積登録件数は、すでに 2 千件に迫っている。 
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前掲の図表から、台湾企業による各国での特許出願件数、商標出願件数だけを

見れば、日本への出願件数が緩やかな減少傾向にあることが分かる。しかし、外国人

による台湾での知的財産権出願の件数を見ると、日本は一貫して注目すべき存在であ

ることがわかる。台湾知的財産局の統計データによると、毎年、外国人による台湾で

の特許出願件数において、最も大きな割合を占めているのは日本である。2006 年から

2014 年までの各年の件数は、7,818 件、12,563 件、12,677 件、10,280 件、11,456 件、

13,366 件、13,978 件、14,073 件、13,288 件の順となっている。（表 2-14） 

 

表 2- 14 日本による台湾への特許出願の動向 

 

出所：台湾知的財産局のウェブサイト資料を参考に作成 

 

商標登録出願については、特許出願のように毎年の件数が首位を占めることはな

く、直近 2 年間の出願件数は、いずれも米国をやや下回った。しかし、台湾知的財産

局が統計を始めた 2010 年から 2014 年までの累積出願総件数は、今でも外国人による

台湾への商標登録出願に占める割合の中で最も大きい。（図 2-13 を参照） 
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このような状況を特許について分析してみると、日本企業が台湾企業と提携する

ことにより台湾において特許を出願するという可能性も見えてくる。その理由として

先ず考えられるのは、日本企業が台湾において特許権を侵害されることを避けるため

である。しかし、実際のところ、台湾知的財産裁判所（日本の知財高裁に相当。以下

「知的財産裁判所」という。）が 2008 年 7 月から特許案件の審理を開始し、判決の結

果を統計したところ、2010 年 10 月から 2014 年 4 月までに審理された 126 件の特許事

件の判決中、原告（特許権者）勝訴はわずか 15 件であるのに対して、特許権者の敗

訴判決は 111 件（88.1％）にものぼる。「'729 特許」の極端な事例を除いたとしても77、

原告側の敗訴率は 85.29％にも達する。実用新案権の状況にもあまり大きな差異はな

く、185 件の判決中、実用新案権者勝訴判決の数はわずか 42 件であり、敗訴率は 77.3％

にも達した。意匠の状況はやや異なり、36 件の訴訟事件中、意匠権者勝訴判決の数は

14 件（38.9％）であり、敗訴率は 61.11％である。なお、意匠の権利侵害事件の数が

比較的少ないことについて、研究者は、現在の統計データは未だ実務の運用を予測・

説明するに十分でないため、その将来の動向については、引き続き関心を払うべきで

あるとの見解を示している。（表 2-15） 

 

  

                                           

77 729 特許：2010 年から 2012 年までの間に、特許番号第 I309729 号の特許権者が多くの訴訟を提起し

たが、統計期間において台湾知的財産裁判所は本件特許に関する権利侵害訴訟に対して 25件の判決を

下し、いずれも特許権の無効、及び原告敗訴を宣告した。 
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の保障がさらに確保される78。例えば、知的財産権の保護体系の効率化と透明化、

投資家に悪影響を及ぼす要因の除去に対する協議の要請等である。 

 

2. 日台双方は 2012年 5月より「日台特許審査ハイウェイ」（Patent Prosecution Highway; 

PPH）を試行した。この制度は、以下のような内容となっている。 

 

a. JPO を第 1 庁として特許を出願した後、当該日本出願を基礎として優先権を

主張し、台湾に特許出願をしたとき、JPO の審査によって１以上の請求項が

特許可能と判断されていれば、出願人はこれに基づいて台湾知的財産局に加

速審査（日本の早期審査に相当）を請求することができる。また、台湾知的

財産局を第 1 庁とする場合も同様に取り扱われる。 

 

b. 現行の「発明特許加速審査作業方案」（AEP）においても、出願人が JPO の特

許査定若しくはその審査意見通知及び検索報告をもって台湾で加速審査を請

求することはできたが、PPH 制度では、出願人が JPO の特許査定を受けてか

ら台湾で加速審査を請求する際に、台湾における特許請求の範囲を JPO が査

定した特許請求の範囲と必ず完全に同一とするか、若しくはさらに縮減する

補正をしなければならないと規定されており、さらに、その後の補正はいず

れもこの条件を満たさなければならないと規定されている。PPH は AEP より

も適用条件が厳しいため、台湾知的財産局の審査コストも削減でき、PPH 申

請をした出願では、出願から審査結果通知までの期間が僅か 1.1 ケ月となり、

AEP の 2.5 ヶ月に比べてより早くなった79。 

                                           

78投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための亜東関係協会と財団法人交流協会との間の

取決め第 21 条。 

79経済部知的財産局、台日將於 5 月 1 日起試行專利審查高速公路（PPH）計畫（日台間で 5 月 1 日より
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PPH の試行開始から 2014 年 4 月までに、台湾知的財産局が受理した申請件数は

817 件に達し、顕著な成果があったことを受け、日台双方は、当該 PPH 試行プログラ

ムを 3 年間延長するとともに、その内容をさらに強化して「PPH MOTTAINAI」と称

する強化型 PPH を実施することに合意した80。「PPH MOTTAINAI」は、一般の PPH

に比べて適用できる特許出願の範囲がより広くなり、PPH における制限すなわち第 1

庁の審査結果が出てからはじめてその結果を後の出願国の特許庁の審査の参考にす

ることができるという規定が緩和された。出願人は、日台いずれかの特許庁の審査結

果に基づいて、他方の特許庁に PPH を申請することができるようになった。 

 

3. 日台双方は 2014 年 11 月に「台日専利程序上生物材料寄存相互合作（日台におけ

る特許手続き上の生物材料寄託における相互協力に関する覚書）81」を公布した。

この寄託相互協力計画の実施により、台湾の出願人が日本に微生物関連特許を出

願する場合、日本の出願人が台湾に出願する場合のいずれであっても、一方の寄

託機関に生物材料を寄託するだけでよくなった。また、日本特許庁は台湾が指定

                                                                                                                                    

特許審査ハイウエイ（PPH)プログラムを試行）、2015 年 4 月 15 日、ウェブサイト: 

https://www.tipo.gov.tw/fp.asp?fpage=cp&xItem=318636&ctNode=7123&mp=1&Captcha.ImageValid 

ation=Azo3s（最終アクセス日: 2015 年 9 月 12 日）。 

80経済部知的財産局、台日專利審查高速公路（PPH）試行計畫延長 3 年，並修正為增強型（PPH 

MOTTAINAI）（日台特許審査ハイウエイ（PPH)試行プログラムは三年間延長、増強型（PPH 

MOTTAINAI）に補正）、2015 年 5 月 1 日、ウェブサイ

ト:http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=516993&ctNode=7127&mp=1（最終アクセス日: 2015 年 9 月 12

日）。 

81経済部知的財産局、台日專利審查合作大躍進！「臺日專利程序上生物材料寄存相互合作」計畫 104 年

6 月 18 日開跑（日台特許審査協力大躍進！「日台特許手続き上の微生物の寄託における相互協力」計

画が 2015 月 6 月 18 日より実施）、2015 年 6 月 18 日、ウェブサイト: 

https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=552111&ctNode=7123&mp=1（最終アクセス日: 2015 年 9 月 12 日）。 
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した寄託機関の寄託効力を承認し、台湾知的財産局は日本が指定した寄託機関の

寄託効力を承認した。この制度の導入により、今後、日台間の特許手続きの利便

性がさらに向上することが期待される。 

 

近年、日台双方は、両者間で締結された上述の協議を通じて、知的財産権に関し

密接な交流を行っており、日本企業が台湾で知的財産活動を行う際に、様々な優遇措

置を受けられるようになるなど、知的財産権に対する保護と発展がより完備されたも

のとなり、全体の関連手続きとルートにおいても利便性が図られている。かかる観点

から、前述したデータの結果、すなわち、なぜ外国人による出願件数の中で日本から

台湾への特許出願件数が依然として最も大きな割合を占めているのか、という命題に

ついて、ある程度明確に説明することができると考えられる。 

 

以上述べてきたように、様々な交流や協力により、日本企業が台湾で特許出願を

する際の利便性を一層向上させることができるものの、影響する要因があまりにも多

いことから、それによって必ずしも日本企業の知的財産権に対する保護戦略の目標が

確実に実現できるとは限らない。日本企業が中国市場に進出するうえで、実際に、台

湾で特許、商標等の知的財産を登録出願し、海峡両岸知的財産権保護協力協定を間接

的に利用することにより、中国における日本企業の有する知的財産権の保障を一層強

化させていくことが期待できるという点で、台湾企業との産業提携を利用する誘因は

確かに存在する。この部分の論考については、海峡両岸知的財産権保護協力協定の内

容に深く関わるため、次章以降でさらに詳しく論じる。 
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第二節  海峡経済協力枠組み協定（ECFA）の紹介 
第一項  ECFA 締結の始まり 

 

両岸経済協力枠組み協定（Economic Cooperation Framework Agreement、以下、

「ECFA」と略称）は、台湾政府により 2009 年に掲げられ、馬英九総統がこれを台湾

経済発展の強化に向けた重要政策としたもので、その後両岸双方は 2010 年 6 月 29 日

に調印、同年 9 月 12 日に発効し84、後続する物品貿易、サービス貿易、投資保障及び

紛争解決の協議も ECFA の締結にともない展開された。ECFA の内容を理解する前に、

先ずは当時の台湾政府が ECFA を提出した時の国際情勢、台湾の経済・貿易的地位は

どのようなものだったかを理解しておいたほうがよい。しかしながら、ECFA が締結

された当時の背景において、台湾域内には少なからずマイナス方面の声があり、ECFA

締結の必要性と合理性について疑問が呈されたが、現在までにすでに年数が経過して

おり、また、どうあれ ECFA はすでに締結され且つ発効中であるため、本報告では台

湾政府から提出された公式説明を主軸とし85、他の論述や比較はしないものとする。 

 

 

一、 地域統合の潮流で、台湾に周縁化の恐れ 

 

台湾は輸出志向の島国型経済体であることから、対外貿易は長期にわたりずっと

台湾経済の発展の局面を左右する地位を占めてきた。当時の国際貿易情勢には 2 つの

重要な発展があった。一つは世界貿易機関（WTO）の多角的自由貿易体制の進展であ

り、もう一つは例えば欧州連合（EU）、北米自由貿易協定（NAFTA）及び ASEAN 自

由貿易地域（AFTA）等の今まさに発展の最中にあるグローバルな地域経済統合であ

る。WTO ドーハラウンド交渉の頓挫を受け、各国は続々と地域経済統合を進めるよ

うになり、経済貿易政策の重点は WTO から二国間貿易協定（FTA）に転換した。WTO

の統計によると、2008 年末までに結ばれた地域貿易協定は延べ 230 件に達した。地域

経済統合の動きが急速に深化する中、地域内の関税は引き下げ又は撤廃されたため、

当該地域経済統合に参加していない経済体は、当該経済エリアへ輸出する製品に対し

て同等の関税と特恵を享受することができず、それゆえ、同一の又は競合する製品又

はサービスのコストは域内の加盟国よりも高くなり、不必要な貿易障壁となり、競争

                                           

84経済部、「兩岸智慧財産權保護合作交流現況（両岸知的財産権保護協力交流の現状）」、2011 年 01

月 21 日、ウェブサイト：http://www.ecfa.org.tw/ShowNews.aspx?id=217&year=all&pid=&cid=（最終アク

セス日：2015 年 10 月 15 日） 

85経済部、「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）構想及推動重點（両岸経済協力枠組み協定（ECFA）の構

想及び推進重点）」より作成、立法院第 7 期第 3 会期経済委員会第 8 回全体委員会議、2008 年 4 月 13

日。ECFA 公式サイト：http://www.ecfa.org.tw/（最終アクセス日：2015 年 10 月 15 日）。 
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上の劣勢にさらされ、その貿易量と経済の発展に影響を及ぼすこととなった86。 

 

台湾は 2002 年に WTO に加盟し、その狙いは多角的自由貿易体制の交渉に参加す

ることにより、関税譲許（約束、即ち関税率の譲歩と認許をすること）及び市場開放

等の交渉成果について、その他の域内の加盟国と同様な取扱いを図るものであった。

しかし、多角的貿易の自由化交渉が頓挫したため、各国は次々と FTA の締結に転じ、

台湾は国際政治的要素の制限により、輸出総額の 0.187%を占めるパナマ、グアテマ

ラ、ニカラグア、エルサルバドル、ホンジュラスの 5 ヵ国とのみ自由貿易協定を結び
87、貿易全体への効果は大きくはなかった。従って、WTO に提唱される無差別原則は、

まさに各種の地域貿易経済統合体系によって徐々に崩壊し始め、この潮流に追従でき

なければ、台湾貿易の発展に障害となる。 

 

二、 両岸経済貿易の発展 

 

1980 年代中期、台湾元の切り上げ、国内の土地と労働コストの上昇等、経営環境

が変化したことから、台湾企業はその国際市場における競争力を維持するため、積極

的に海外に低コストの生産拠点を求めるようになった。中国は広大な土地と安価な労

働力を有していたことに加え、台湾とは地理的、文化的、言語的にも近く、多くの台

湾の中小企業の人材、資金、国際化能力不足といった問題を解決することができるた

め、台湾の最も主要な海外投資先となり、投資がもたらした貿易効果により、両岸の

経済貿易関係は日増しに密接になっていった。 

  

中国経済は急速に成長し、すでに発展途上国として外資を引き寄せる最大の国家

となっており、世界の産業チェーンの重要な地位を占めていた。中国経済の台頭、及

び市場における膨大なビジネスチャンスの創出に伴い、中国はすでに台湾企業にとっ

てグローバル化に不可欠な布石の一環となっており、自ずから互いに地域経済統合関

係をさらに発展させることとなった。ゆえに両岸経済貿易の開放が、資金、技術、人

材、市場等の面において世界と調和することに役立つことになる。これにより、今後

企業がさらに経営規模の拡大を図ることが可能となり、ひいては、両岸とグローバル

企業の三方の提携を促進し、企業にグローバル競争戦略に基づいた生産と販売等の活

                                           

86林秋妙、「兩岸簽訂經濟合作架構協議（ECFA）之國際法上地位與國會監督之研究（両岸の経済協力

枠組み協定（ECFA）締結の国際法上の地位と国会監督の研究）」、『法学新論』、16 期、p5、2009

年 8 月。 

87林祖嘉、「兩岸簽署 ECFA 必要性及急迫性（両岸 ECFA の締結の必要性及び急迫性）」、財団法人国

家政策研究基金会、2009 年 3 月 16 日、ウェブサイト：http://www.npf.org.tw/3/5589（最終アクセス日: 

2015 年 10 月 15 日）。 
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動のグローバル展開を進めさせることができる。これは、台湾経済の発展に甚大な利

益となるものである。 

     

三、 中国はすでに台湾の主要輸出市場である 

 

東アジア地区の経済統合が加速化し、2010 年に ASEAN と中国、ASEAN と韓国

が、それぞれの「自由貿易協定」に基づき大部分の製品について相互に関税を撤廃し

た。また、韓国、日本が前後して二国間又は地域間（多国間）で多くの FTA を締結

したことで、台湾は周縁化の苦境に直面することとなった。台湾と東アジアの経済貿

易の往来は極めて緊密で、中国、日本、韓国及び ASEAN 等への輸出額の合計が輸出

総額に占める割合は 65％にも達し、輸出の主力市場であり、米国の 12％を遥かに超

えている。台湾の輸出競争力を維持するために、他国との互恵的な市場開放である地

域貿易協定の締結を推進することは一刻の猶予も許されない。当面の経済貿易の苦境

を打破するために、中国が台湾最大の貿易黒字の源であり、台湾の主要輸出市場の一

つでもあることから、中国と ECFA を締結することの必要性は論じるまでもない88。 

 

第二項  ECFA の枠組みの概要 

 

本報告はデータを客観的に観察して分析結果を提出するものであるため、本報告

では「主権」等の国際法における定義を用いて ECFA を分析することは避け、代わり

に、WTO の法的地位を分析し、中立的観点で論じることとする。 

 

WTO の枠組みにおいて、台湾は「台湾・澎湖・金門・馬祖からなる独立関税地域」

という名義で、中国は「中国」という名義で WTO に加盟しており、双方はいかなる

WTO 加盟国とも自由貿易協定について交渉及び締結することができるとの議論もあ

る89。ある学者は90、現在の国際経済法の視点に立った ECFA 締結の法的主体の位置

付けについて、両岸間の貿易協定が伝統的な国際法上の条約ではないため、2 つの

                                           

88林建甫・周信佑、「兩岸簽訂 ECFA 對台灣的影響（両岸 ECFA 締結による台湾への影響）」、財団法

人国家政策研究基金会、2010 年 7 月 7 日、ウェブサイト：http://www.npf.org.tw/2/7761（最終アクセス

日: 2015 年 10 月 15 日）。 

89羅昌発、「自由貿易區協定對台灣與大陸、香港關係之意涵（自由貿易協定の台湾と中国・香港との間

の関係に対する意義）」、『世界貿易組織の規律と兩岸四地経貿法律関係』、商務、初版、p54、2003

年 11 月。 

90王震宇、「從國際經濟法及 ECFA 架構論新時代兩岸經貿關係發展（国際経済法及び ECFA 枠組みの観

点からみた新時代の両岸経済貿易関係の発展）」、『法学時報』23 期、p21、2010 年 12 月。 
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WTO 加盟国が GATT（ガット：関税及び貿易に関する一般協定）第 24 条又は GATS

（サービスの貿易に関する一般協定）第 5 条に基づき締結した物品貿易とサービス貿

易の特恵貿易条件協定又は広義の FTA であると解釈すべきであると考えている。

WTO のこのような「関税地域」を国際組織加盟の資格とした設計は、一般の伝統的

な「国家主体」を加盟資格とするモデルとは異なり、経済貿易の議題を故意に法規範

に盛り込むことで、政治的議題の介入を減少させるものとなっており、さらに WTO

の規律を基礎とした機能性、法律性、安定性を明らかに示している91。 

 

次に、WTO により規定される「自由貿易区」には、以下のような構築方法がある。

その 1 は「一発型」モデルで、即ち FTA の締結を通して二国間又は多国間の自由貿

易区を構築するものである。その 2 は「段階型」モデルで、即ち先に過渡的な協定又

は枠組み協定（Framework Agreement）を締結してから、タイムテーブルに従って貿易

の開放項目、関税譲許、サービス貿易市場開放等の提携項目について一歩ずつ進み、

最終的に全面自由化という目標を達成するものである92。ある学者は93ECFA は性質の

上では一種の「枠組み協定」であると考えている。その理由は、両岸間で交渉及び調

印が必要な協定には双方間の物品貿易及びサービスに関する多くの部門が含まれ、通

常、非常に長い期間を要し、ゆえに、すでにコンセンサスを達成した経済協力の方向

性について正式に書面にて示すため、双方は先ずこの「枠組み協定」に調印し、将来

的に交渉が必要となる物品貿易、サービス貿易、投資保障、紛争解決の 4 項目の後続

協定についての交渉開始時期、内容の大綱、また主要な経済協力事項等がその協定に

明文化されることにより、お互いがこの枠組みの交渉議題に焦点を絞ることに利する

ものとなることにある。このほかに、アーリーハーベスト（Early Harvest；早期実施）

条項も設け、すでに合意した部分については早期に実施している。アーリーハーベス

トについては、後に詳しく述べる。 

 

最後に、ECFA の内容に入る前に、理解しておかなければならないのは、ECFA は

両岸間で締結された法的効力を有する書面書類であり、両岸間での政治的地位と国家

主権問題に関する紛争が、この協定の性質に影響することはなく、両岸間の現在と未

来のいかなる位置付けも、互いに調印した協定の効力には影響しないと考えられるこ

                                           

91 Deborah Z Cass. The constitutional of the World Trade Organization: Legitimacy, Democracy, Community in 

the International Trading System. UK: Oxford University press,145-150.(2005) 

92王泰銓・劉家華、「兩岸經濟合作協議（ECFA）之型式架構與實質內容（両岸経済協力枠組み協定（ECFA）

の形式的枠組みと実質的内容）」、『月旦法学雑誌』、169 期、p188、2009 年 6 月。 

93王震宇、「兩岸經濟合作架構協議之現狀與未來（両岸経済協力枠組み協定の現状と未来）」、『月旦

法学雑誌』、189 期、p118、2011 年 2 月。 
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とである94。つまり、両岸間の政治的問題が今後どのように発展しようとも ECFA は

変わらず効力を有すると考えられる。 

 

第三項 ECFA の内容 

 

ECFA の条文は序言、5 章、16 条、5 つの付属書からなる。条文内容は主に原則、

目標の方針を示すものであり、専門的で詳細な規範ではない。以下に各章節のポイン

トについてそれぞれ説明する。 

 

一、 序言 

 

ECFA の序言で「両岸は平等互恵、漸進の原則に従い、海峡両岸の経済貿易関係

強化の念願を達成した。双方は、世界貿易機関（WTO）の基本原則に則り、双方の経

済条件を考慮し、相互間の貿易と投資の障壁を段階的に削減又は撤廃し、公平な貿易、

投資環境をつくり、ECFA の調印を通して、双方の貿易と投資関係をより一層強化し、

両岸における経済繁栄と発展にプラスとなる協力メカニズムを構築することに同意

した」と述べている。序言における「世界貿易機関（WTO）の基本原則に基づき」と

は、双方とも WTO の加盟国であるため、ECFA 及びその後に結ぶ各種協定は、互い

に WTO で認められた権利と義務に基づき各項目の交渉を行うべきで、ECFA の調印

はお互いのWTOで元々有している権益を損なうものではない、ということである95。 

 

二、 総則（第一章、第 1、2 条を含む） 

 

先ず、ECFA の第 1 条では、ECFA の目標は貿易自由化の促進、両岸経済貿易メカ

ニズムの構築及び交流提携の強化であり、また次の具体的 3 大目標を達成することが

明らかにされている。 

(一) 双方間の経済・貿易・投資での協力の強化・増進。 

(二) 双方の物品貿易・サービス貿易の更なる自由化の促進、公平・透明・便利な投資

及びその保障メカニズムの段階的な確立。 

(三) 経済協力の分野の拡大と協力メカニズムの確立。 

 

次に、ECFA の第 2 条では、両岸が双方の経済条件を考慮して、海峡両岸の経済

交流と協力を強化する措置を採ることをさらに確認している。具体的な措置は以下の

とおりである。 

(一) 双方間の実質的な数多くの物品貿易の関税と非関税障壁の段階的な削減・撤廃。 

                                           

94丘宏達、『現代国際法』、三民、改訂第 3 版、p155、2012 年 9 月。 

95王震宇、前記注 93、p121、2011 年 2 月。 
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(二) 双方間の多部門に関するサービス貿易の制限措置の段階的な削減・撤廃。 

(三) 投資保護の提供、双方向投資の促進。 

(四) 貿易投資の利便化・産業交流と協力の促進。 

 

三、 貿易と投資（第二章、第 3～5 条を含む） 

 

貿易と投資の自由化には 3 つの部分が含まれており、主に今後継続推進していく

必要がある個別協定、例えば物品貿易協定、サービス貿易協定及び投資協定等につい

て、その交渉の範囲、主要な事項及び交渉の基本タイムテーブルを定めるものである。

以下、物品貿易・サービス貿易・投資の協定についてそれぞれ論じる。 

 

(一) 物品貿易 

 

ECFA 第 3 条第 1 項は「本協定第 7 条規定による『物品貿易におけるアーリーハ

ーベスト』を基礎として、本協定発効後、遅くとも 6 ヵ月以内に物品貿易協定につい

ての話し合いを行うと共に、速やかに完成させる。」と定めている。アーリーハーベ

ストについては、後に詳しく述べる。第 2 項は「物品貿易協議の話し合いの内容は、

以下を含むがこれらに限らない。①関税の譲許又は撤廃の形式、②原産地規則、③税

関手続き、④非関税措置（「貿易の技術的障害に関する協定（TBT）」、「衛生と植物防

疫のための措置（SPS）」を含むが、これらに限らない）、⑤貿易救済措置96（世界貿

易機関（WTO）の「1994 年の関税及び貿易に関する一般協定第 6 条の実施に関する

協定（略称：アンチダンピング協定）97」、「補助金及び相殺措置に関する協定（略称：

補助金協定）」、「セーフガードに関する協定（略称：セーフガード協定）」の各措置及

                                           

96現在、国際貿易体系は貿易の自由化を大いに鼓吹しているが、国内産業が輸入製品の不正競争行為

により損害を被った場合には、例外的に輸入国が暫定的な保護措置を講じることを許可することがで

きる。このような措置はいわゆる「輸入制限による救済措置」（import relief）というものである。こ

のような救済制度には、以下の 2 種類がある。1 つは、ダンピング輸入と補助金付輸入による不公正

な貿易措置（unfair trade practices）に対抗するために講じられる「アンチダンピング」と「補助金及び

相殺」の措置で、もう 1 つは不公正な事情がなく一般的な貿易措置（fair trade practices）に対して講じ

られる「セーフガード」措置である。中華経済研究院「反傾銷議題簡介（アンチダンピング議題の紹

介）」を参考。ウェブサイト：http://web.wtocenter.org.tw/Node.aspx?id=195.（最終アクセス日: 2015 年

11 月 24 日）。 

97 WTO のアンチダンピングに関する主な貿易救済措置であり、「アンチダンピング協定」と略称す

る。 
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び、双方間の物品貿易において適用される双方のセーフガード措置を含む。）」とされ

ている。第 3 項は、「本条に基づき、物品貿易協定に盛り込む物品は、ゼロ関税即時

実行の物品、段階的な関税引下げの物品、例外又はその他の物品の 3種類に分ける。」、

第 4 項は、「いかなる一方も、物品貿易協定規定による関税譲許承諾を基礎とし、関

税引き下げの実施を自主的に加速できる。」とされている。 

 

ECFA の条文で注目に値すべきなのは、その第 3 条第 2 項第 5 細目の部分で、「ア

ンチダンピング協定」、「補助金協定」、「セーフガード協定」の 3 つの違いについて、

以下のように概略して説明していることである98。3 つは適用範囲、構成要件、調査

手続と採られる措置の面においてそれぞれ異なる。概括して言えば、アンチダンピン

グ措置と補助金の禁止措置の目的は不公正な競争行為に対するものであるため、輸出

国は報復措置をとる権利がない。セーフガード措置は公平な貿易条件の下の物品の輸

入に対し実施される制限措置である。このため、利益が損なわれた輸出国は補償貿易

を要求する権利があり、双方が補償の協議を妥結することができなければ、利益が損

なわれた輸出国は実質上の水平的で対等な報復措置をとる権利を有する。すでにアー

リーハーベストリストの中にある物品の貿易救済については、後で述べる。 

 

現在、両岸物品貿易協定は 2011 年 2 月 22 日に交渉開始し、2015 年 11 月 21～23

日までに、すでに第 12 回にわたる協議が進められたが、まだ正式には調印されてい

ない。 

 

(二) サービス貿易 

 

ECFA の第 4 条第 1 項には、「双方は、第 8 条規定による「サービス貿易における

アーリーハーベスト」を基礎とし、本協定発効後、遅くとも 6 ヵ月以内にサービス貿

易協定についての話し合いを行い、速やかに完成させることに同意した。」と述べら

れ、第 2 項には「サービス貿易協定の話し合いは以下の面において尽力する。①双方

間の多部門に関するサービス貿易の制限的措置の段階的な削減・撤廃、②サービス貿

易の幅広さと内容の深さの継続的な拡大、③双方のサービス貿易分野の協力増進」、

第 3 項には「双方のうちのいずれも、サービス貿易協定に規定される市場開放承諾を

基礎に、市場開放又は制限的措置の撤廃を自主的に加速することができる。」と定め

られている。サービス貿易のアーリーハーベストについては後述することとする。 

 

2011 年 3 月、両岸の経済貿易主務官庁の部署はサービス貿易交渉を展開し始め、

さらに共通認識を達成した。2012 年 8 月、双方は当該協定に関する文面と市場開放項

目の共通認識達成後に正式調印することに同意した。2013 年 6 月 21 日、両岸両会（中

                                           

98王泰銓・劉家華、前記注 92、p192、2009 年 6 月。 



 

- 89 - 

 

国の海協会と台湾の海基会）は中国上海市にて第 9 回トップ会談を開催し、当該協定

に調印し、対外的に解禁リストを発表した。条文総数は計 24 条、2 つの付属書からな

る（図 3-1 を参照99）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 1 ECFA サービス貿易協定の体系図 

 

台湾では、一部の人々が、この協定が台湾にとって経済と政治の上で相対的に自

由度に欠ける中国の影響をさらに受けやすくなると懸念し、加えて協定の締結前に政

府の民間との意思疎通が不足していたことから、両岸サービス貿易協定の批准に係る

国会審議紛争とひまわり学生運動の発生を引き起こし、当該協定が台湾社会に広く紛

争と討論をもたらすことにもなった。現在、本協定は関連手続の完成を待って発効さ

                                           

99図表出所：経済部、「海峡両岸サービス貿易協定条文ガイドライン」、p6、2013 年 5 月。ウェブサ

イト：http://www.mac.gov.tw/public/Data/310115244471.pdf（最終アクセス日: 2015 年 11 月 24 日）。 
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れるところである。 

 

本報告の目的はサービス貿易協定を専門的に検討することではないため、ここで

は協定の中で比較的特殊な部分について簡単に論じる。 

 

1. 支払・移転と国際収支の擁護のための制限100： 

 

ある学者は101、経済発展又は経済転換の過程において、国際収支が特殊な圧力に

直面した際に、制限措置を講じる必要があるかもしれないと指摘し、その中には適切

な外貨準備水準の維持を確保することで、その経済発展又は経済転換計画を実行でき

ることが含まれる。この種の支払・移転又は収支の擁護のための制限規定は GATS 第

11 条及び第 12 条に起源があり、この類の制限措置は種類が煩雑で多いことから、

GATS は WTO 加盟国が制限措置を講じる時には以下の原則を満たさなければならな

いと特別に規定している。 

(1) 最恵国待遇に違反しない。 

(2) 国際通貨基金（IMF）の規範に違反しない。 

(3) ほかの加盟国の商業、経済及び利益に不必要な損害をもたらすことを避ける。 

(4) 必要性の原則に符合する。 

(5) 暫定措置に属し、状況が改善した時には段階的に制限を撤廃しなければならな

い。 

 

2. 特定の約束102 

 

サービス貿易協定の第 13 条の規定では、互いに相手方に付与するサービス貿易の

待遇は、当該一方の本協定におけるサービス特定の約束表（サービス貿易協定の付属

書 1 を別途参照）及び ECFA におけるサービスのアーリーハーベストリスト（ECFA

付属書 4 を別途参照）に列記してある内容と条件を下回ってはならず、また市場開放

への約束項目における関連資本の移動を許可しなければならない、とされている。学

者は103、GATS 第 16 条は会員に対し「市場開放に関して、約束したサービス分野」に

ついて 6 項目の採ってはならない又は維持すべき措置を定めており、それには、サー

ビス提供者の数の制限、サービスの取引総額又は資産総額への制限等が含まれる。し

                                           

100兩岸サービス貿易協定第 9、10 条。 

101王震宇、「從 WTO 法律觀點評析海峽兩岸服務貿易協議（WTO の法的観点から海峡両岸サービス貿

易協定への評論・分析）」、『月旦法学雑誌誌』、231 期、p111、2014 年 8 月。 

102兩岸サービス貿易協定第三章 

103王震宇、前記注 101、p112、2014 年 8 月。 
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かしながら、サービス貿易協定ではこの列挙式の制限規定が盛り込まれていないため、

たとえいずれか一方が上述の GATS 第 16 条に列挙されている制限を行っても、特定

の約束表の中に記載されていない場合、市場開放の約束には違反しない。双方の交渉

を経て特定の約束表に盛り込まれた措置（資格、基準、許可事項又はその他の措置を

含む）だけであれば、約束表の法的拘束を受けることとなる。両岸サービス貿易協定

は GATS 第 16 条で列挙された項目を特定の約束表に記載すべきであると双方に要求

していないため、解釈の上では、かえって両岸の主務官庁がサービス貿易の制限措置

を維持又は採用する際に、GATS 第 16 条に類似した規定を適用する必要はなく、お互

いがさらに大きな裁量を有することとなった。 

 

3. 緊急交渉メカニズム 

 

サービス貿易協定第 8 条の規定は、本協定の実施により一方のサービス部門に実

質的なマイナス影響を引き起こした場合、影響を受けた一方は他方と交渉を要求し、

積極的に解決策を探ることができる、とされている。この条文の法的概念はサービス

貿易の「緊急防衛措置（emergency safeguard measure）104」に類似する。現在 GATS 第

10 条の緊急セーフガード措置の規定は、WTO の実務上適用し難く105、相対的に、サ

ービス貿易協定は緊急交渉について比較的フレキシブルなやり方を採用しており、

「影響を受けた一方が講じるいかなる措置についても、双方は相互の同意を得なけれ

ばならない」とは要求していない。ある学者は、緊急交渉メカニズムは、台湾政府に

サービス業が実質的にマイナス影響を受けた際に、中国と交渉する機会を与えてくれ

るものではあるが、反対に、中国もまたそのサービス部門が開放されたことでマイナ

スの影響を受けた場合に、台湾との緊急交渉を要求してくる可能性もあるため、緊急

交渉メカニズムの開放については慎重な態度を保持すべきである、と考えている106。 

 

(三) 投資 

 

ECFA 第 5 条第 1 項には「双方は、本協定の発効後 6 ヵ月以内に、本条第 2 項で

述べている事項について話し合いを行うと共に、速やかなる協定の達成に同意した。」

と記載されており、第 2 項には「同協定は以下の事項を含むがこれらに限らない。①

                                           

104 Michael Trebilcock, Robert Howse & Antonia Eliason, The regulation International Trade 4th ed 376-377

（2012） 

105楊光華、「服務貿易緊急防衛措施規範之發展及我國應有立場之芻議（サービス貿易の緊急防衛措置

規定の発展及び我が国のあるべき立場についての私見）」、『貿易調査專刊』、7 期、p13-83、2003

年 1 月。 

106王震宇、前記注 101、p116、2014 年 8 月。 
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投資保障メカニズムの確立、②投資関係規定の透明性向上、③相互投資制限の段階的

削減、④投資の利便化の促進」と定められている。 

 

ECFA は 2010 年 9 月の発効後、台湾経済部の統計によると、1991 年から 2012 年

7 月までの台湾企業による中国への投資申請案件数は合計 39,927 件、合計投資金額は

約 1,191 億米ドルで、台湾全体の対外投資の約 63%を占め、台湾企業の対外投資金額

が最高額の地区となった。台湾の海基会の統計によると、中国における台湾企業の経

済貿易紛争の協力処理案件は、1991 年から 2012 年 7 月末までに合計 5,087 件あった

ため、中国台商協会及び台湾の各産業組合・協会は、政府に対し、台湾企業の中国で

の投資権益及びその人身、財産の安全の確保できるよう、中国と早急に投資保障協定

を締結することを幾度にもわたって呼びかけた。経済部は各種ルートを利用して数回

にわたり台湾企業、台湾の主要工商団体、立法委員（国会議員）、専門家、学者、メ

ディア等の各界からの意見を聴取した。そして 2010 年 12 月末、両岸投資保障協定に

ついて中国と交渉を展開した。それから 2 年近くの間に 8 回の正式な事務協議と多数

の小規模な会合を経て、2012 年 8 月 9 日、第 8 回「江・陳会談」で「海峡両岸投資保

障と促進協定」が調印された。 

 

いわゆる投資保障協定とは、「資本輸出国と資本輸入国の間において、投資又は個

人投資家の権益を保障することを目的とし、双方の権利と義務の関係を約定して締結

した書面契約107」を指す。二つの主権国家又は政府が、二国間投資保障協定（Bilateral 

Investment Treaties、BITs）を締結するという方法を通して、相互に公権力を通して互

いの投資家が相手方の領域内での投資を保障することを約定することで、それぞれの

投資家が相手方の領域内での投資リスク（例えば、政権交代又は内閣改造、レートリ

スク、経営リスク、資金源、外貨規制、徴収、国有化、没収、戦争、反乱、暴動など）

を軽減することが、国際貿易の主な趨勢となっている108。 

 

    投資協定の内容は合計 18 条、1 つの付属書からなる。下図を参照109されたい。 

                                           

107徐遵慈編集、『WTO 常用名詞釋義（WTO 常用名詞の釈義）』、華泰文化、p158-159、2009 年 1 月。 

108経済部投資業務処、「投資保障協定内容簡介（投資保障協定内容の紹介）」、ウェブサイト：

http://www.dois.moea.gov.tw/asp/relation1_1_1.asp（最終アクセス日: 2015 年 11 月 24 日）。 

109作成の図、資料出所：経済部、「兩岸投保協議簡介（両岸投資保障協定の紹介）」、2013 年 5 月、

ウェブサイト：

http://www.dois.moea.gov.tw/asp/%E5%85%A9%E5%B2%B8%E6%8A%95%E4%BF%9D%E5%8D%94%E8

%AD%B0%E7%B0%A1%E4%BB%8B.pdf（最終アクセス日: 2015 年 11 月 24 日）(プレゼンテーション、

p8) 





 

- 94 - 

 

戦略と重点分野の研究、重要項目の協力推進、産業協力の中で発生する問題の調整・

解決、⑦中小企業協力の推進、中小企業の競争力向上、⑧経済・貿易組織による出先

機関の相互開設の推進」とされており、第 2 項には「双方は、本条の協力事項の具体

的計画と内容について、速やかに交渉を行うようにする。」とされている。 

本条の規定は両岸経済協力の方向性を示し、方針を定めるもので、今後両岸双方

の主務官庁がこの規定に従い相互に検討して、お互いの経済発展状況と産業ニーズに

照らし、共同でさらに具体的な詳細規定を制定するものである。 

 

五、 アーリーハーベスト（第四章、第 7～8 条を含む） 

 

前述したとおり、ECFA 第 3 条の物品貿易に関するもの、第 4 条のサービス貿易

に関するものはいずれもアーリーハーベストを基礎として構築されており、それぞれ

ECFA 第 7 条、第 8 条の規定に対応している。アーリーハーベストを ECFA の重要項

目とした主な目的は、FTA の貿易利益の実現の前倒しのためで、あらかじめ少数のタ

ーゲットとなる物品（又はサービス業）において、ECFA 発効後、速やかに一部物品

の関税削減・撤廃とサービス業投資の開放による利益を享有できる品目を選択してお

くものである。アーリーハーベストの範囲に盛り込まれなかった物品の関税軽減とサ

ービス業投資の開放の品目については、今後引き続き交渉し、さらに交渉を通して解

禁する程度と方法を決定していく。今後、後続する協定が調印された後、アーリーハ

ーベストの内容はこれらの後続協定に盛り込まれることとなる。 

 

（一）、ECFA における物品貿易のアーリーハーベスト計画に関する実施については以

下の規定（ECFA 第 7 条）に従う。 

 

1. 関税削減：双方は付属書 1 に列記されているアーリーハーベストの物品及び関

税削減に基づき、その実施の手配を行う。しかし、双方が各自、その他の WTO 全加

盟国に対して普遍的に適用している非臨時的な輸入関税の税率が比較的低い場合に

は、同税率を適用する。 

2. 臨時原産地規則：本協定の付属書 1 に列記されている物品は、付属書 2 に列記

されている臨時原産地規則に適用する。同規則に基づき、一方の原産品と判定された

上述の物品について、他方は輸入時にそれに対し関税の優遇措置を付与すべきである。 

3. 臨時貿易救済措置：本協定の付属書 1 に列記されている物品が適用される臨時

貿易救済措置は、本協定第 3 条第 2 項第 5 細目で規定した措置のことを指し、その中

で双方のセーフガード措置は本協定の付属書 3 に盛り込まれている。 

 

臨時貿易の救済措置において、「不公正な取引の救済部分」（unfair trade practice）

に関し、双方はそれぞれ WTO 加盟国の権利を保留する。ECFA のアーリーハーベス

トの物品に対しては以下の 3 つの貿易救済措置の権利を保留する。先ず、ECFA のア
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ーリーハーベストリストで解禁された中国の物品が台湾に輸入され、ダンピング輸入、

補助金付き輸入等の状況により、台湾産業の利益を侵害した時、業者は主務官庁に調

査を展開するよう申請することができ、主務官庁は調査した上で、アンチダンピング

又は相殺関税等の措置を採るか否かを決定する。これ以外に、産業界は政府に関税引

き上げ又は輸入数量制限等の防衛措置を講じることを要求することもできる110。また、

第 7 条第 3 項において、「双方は、本協定第 3 条に基づき達成した物品貿易協定の発

効日からは、本協定の付属書 2 に列記した臨時原産地規則と本条第 2 項第 3 細目の規

定による臨時貿易の救済措置規則の適用を中止すべきである。」という自動中止条件

も規定している。 

 

（二）、ECFA におけるサービス貿易のアーリーハーベスト計画に関する実施について

は下記の規定（ECFA 第 8 条）に従う。 

1. サービス市場の逐次開放：一方は、付属書 4 に明記されているサービス貿易の

アーリーハーベスト部門及び開放措置に基づき、他方のサービス及びサービス提供者

に対して実行する制限措置を削減又は撤廃すべきである。 

2. サービス提供者の定義：本協定の付属書 4 に明記されているサービス貿易部門

及び解禁措置は、付属書 5 で規定したサービス提供者の定義を適用する。 

3. 適用中止の原則：双方は、本協定の第 4 条に基づき達成したサービス貿易協定

の発効日より、本協定の付属文書 5 で規定するサービス提供者定義の適用を中止すべ

きである。 

4. 臨時貿易救済措置：サービス貿易のアーリーハーベスト計画実施により、一方

のサービス部門に実質的なマイナスの影響をもたらした場合には、影響を受けた一方

は、他方に交渉を要求し、解決策を探ることができる。 

 

ECFA の文面を見ると、ECFA のサービス貿易部分は、主に政策的宣言で、今後双

方がサービス貿易協定交渉の大体の方向性を定めることが主となっている。文面より

も、サービス貿易と関連する以下の 2 つの ECFA の付属書に対して、より注意を払わ

なければならないだろう。一つは付属書 4「サービス貿易におけるアーリーハーベス

ト部門および解禁措置」であり、もう一つは付属書 5「サービス貿易におけるアーリ

ーハーベスト部門および解禁措置が適用されるサービス提供者の定義」である。 

 

「サービス提供者」の定義は、付属書 5 によれば、台湾又は中国の自然人又は法

人を含む。法人とは、両岸どちらか一方の関連規定に基づき設立された事業体を指し、

会社、信託、パートナーシップ、合弁、独資又は協会を含む。また、一方の法人のサ

                                           

110呂炳寛、「貿易救濟之司法審査－評最高行政法院 96 年度判字第 760 號判決（貿易救済の司法審査－

最高行政法院 96 年度（西暦 2007 年）判字第 760 号判決」、『貿易調査叢刊』19 巻、1 期、p44、2008

年 6 月。 



 

- 96 - 

 

ービス提供者は同時に下記の条件を具備していなければならない。①当該側における

提供するサービスの性質と範囲には、他方に提供しようとするサービスの性質と範囲

が含まれていなければならない。②当該側において、他方に提供しようとするサービ

スの性質及び範囲と同じ商業経営に 3 年以上継続して従事している。③当該側で所得

税を納付している。④当該側で経営拠点を所持し又は借受けている。 

 

注目すべきは、ECFA が法人サービス提供者の最終的な株主の国籍について要求

していないことで、言い換えれば、台湾（又は中国）籍でない者も台湾（又は中国）

に設立した法人を通してアーリーハーベストリストの特恵を享有できるのである。例

を挙げると、例えば中国が WTO では開放していないが ECFA のアーリーハーベスト

リストではすでに開放されている、あるサービス分野において、日本企業が中国の当

該市場への進出を考える場合、先ず台湾に子会社を設立し、当該子会社が台湾で①継

続して 3 年以上同様の範囲でサービスを提供し、②所得税を納税し、③営業拠点を所

持し又は借受けている、という条件を満たせば、当該会社は当該台湾の子会社を通じ

てアーリーハーベストリストの特恵を享受することができるのである111。 

 

付属書 4 の内容を見てみると、台湾側が解禁した項目は「越境取引」、「国外消費」、

「商業拠点の設立」の 3 項目で、「自然人の移動」の承諾には関わっていないため、

台湾側では現段階において中国の専門人材による台湾での就業解禁は承諾していな

い。台湾側は中国資本企業が台湾で専門的な業務活動に従事することに対し、いずれ

も一定の資格条件及び人数制限を設けている112。また、台湾は WTO 加盟時にその他

の加盟国の労働者による台湾での就業解禁を承諾していなかったため、ECFA の文面

には労働市場開放の議題が盛り込まれておらず、今後続いて調印するサービス貿易協

定の交渉内容も人の移動には関わらないものとなっている113。 

 

六、 その他の重要条項（第五章、第 9～16 条を含む） 

 

ECFA 協定の実施に関する協力措置の内容には以下のものが含まれる。 

 

1. 例外条項： 

                                           

111范鮫・劉怡莎、「重點論述－中國在 WTO 及 ECFA 下的服務貿易承諾（重点論述－中国による WTO

と ECFA におけるサービス貿易に関する承諾）」、『理律法律雑誌双月刊』、11 期、p1、2010 年 11

月。 

112 「大陸地區專業人士來台從事專業活動許可辦法各項規定（「中国地区の専門家による台湾での専門

業務活動従事の許可に関する規則」）」を参照。 

113王震宇、前記注 93、p124-125、2011 年 2 月。 
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ECFA 第 9 条では「本協定のいかなる規定も、一方が WTO 規則と同様の例外措置

を採るか維持することを妨害するものであると解釈してはならない。」と述べており、

言い換えれば、双方は WTO 規則と同様の例外措置を採ることで、ECFA 規定の適用

を排除することができ、それぞれの WTO 加盟国に関する権益は ECFA 調印とその後

の協定による影響を受けるものではないということである。 

 

ECFA の文面でいう WTO 規則と同様の例外措置とは、主に WTO 枠組みの下の

GATT 第 12 条の国際収支の擁護、第 20 条の一般的例外及び第 21 条の安全保障のた

めの例外等に基づいて採られる措置、そして GATS 第 12 条の国際収支の擁護のため

の制限、第 14 条の一般的例外、第 14 条の 1 の安全保障のための例外等である。言い

換えれば、ECFA は今後 ECFA 文面及び後続する調印の協定を適用する際に、いずれ

も両岸各自が WTO 枠組みの下の例外条項の権利を保留すべきであると明確に表示し

ているのである114。 

 

2. 紛争解決メカニズム  

 

ECFA 第 10 条第 1 項には「双方は、本協定発効後遅くとも 6 ヵ月以内に、紛争解

決の適切なプロセス確立について、交渉を展開すると共に、速やかに協定を達成させ、

それにより本協定のいかなる解釈、実施、適用についての紛争をも解決していくもの

とする。」、第 2 項に「本条の第 1 項で示した紛争解決協定の発効前においては、本協

定のいかなる解釈、実施、適用についての紛争も、双方が交渉を通して解決するか、

又は本協定第 11 条に基づいて設立する「両岸経済協力委員会」により、適切な方法

で解決を図っていくものとする。」とされている。紛争解決協定の交渉は 2010 年 9 月

の発効から 6 ヵ月以内に始められたが、双方は現在のところまだ調印していない。双

方は経済貿易紛争の解決メカニズムの設計理念、紛争解決の基本原則・手続の枠組み

及び紛争解決手続フロー等について、十分な意思疎通を行い、すでに初歩的原則につ

いては合意に達している。全体的な内容から言えば、一般の FTA の紛争解決フロー

と合致しており、例えば協議、調停、審議、裁決結果の監督執行である。詳細につい

ては、後日引き続き双方で交渉していくことになっている。 

 

先ず、ECFA の紛争解決協定は両岸当局間（G－G）の経済貿易紛争を処理するも

ので、両岸の民間の私的紛争（P－P）及び台湾系企業と中国当局の投資紛争（P－G）

は含まない。P－P のビジネス紛争、例えば家主が任意に家賃を値上げした等のよう

な紛争は、私法上の手続又は仲裁という方法で解決すべきである。P－G の投資紛争、

例えば土地徴収補償金額のような紛争は「両岸投資保障協定」により調停等の方法を

                                           

114王震宇、前記注 93、p130、2011 年 2 月。 
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通して処理する115。いわゆる G－G の紛争とは、2 つの政府において一方が承諾した

義務の不履行により生じた争議である。例えば、サービス貿易協定において、台湾が

条件付きで解禁した中国資本による台湾での観光旅行会社の設立、中国が解禁した台

湾保険業者による中国地区の自動車・バイク強制保険の経営等の市場開放を承諾した

項目がある。どちらか一方が承諾した市場開放に従わない時は、当局対当局の紛争解

決メカニズムを通して紛争解決をすることができる。  

 

この他、今後協定が調印され、双方が各自の WTO における権利を放棄すること

がない場合、ECFA の紛争解決メカニズムと WTO における紛争解決メカニズムとの

両者間における適用問題は、今後のもう一つの議題である。ある学者は116、ECFA の

紛争解決メカニズムは、台湾と中国の間の内部関係を解決するもので、WTO の紛争

解決機関を通じ、いずれか一方にその「措置」を変更するよう強制するものではなく、

WTO 体制における紛争解決メカニズムに訴えると、このような政策に多角化をもた

らし、且つ政治的に敏感な問題でもあることから、中国もできるだけ WTO 紛争解決

メカニズムにより紛争を解決することを避けている、と考えている。 

 

3. 機関の設置 

 

ECFA 第 11 条第 1 項では「双方は、『両岸経済協力委員会（以下、委員会と略称

する）』を設立する。委員会は双方が指定した代表により組織され、本協定と関連す

る事項についての処理を担当する。関連する事項は、以下を含むがこれに限らない。

①本協定の目標実行のために必要な交渉実施、②本協定の実行状況の監督・評価、③

本協定の条文解釈、④重要な経済・貿易情報の通知、⑤本協定第 10 条の規定に基づ

く本協定に関する解釈、実施、適用の紛争解決」とされており、第 2 項には「委員会

はニーズに応じて、特定分野の中で本協定に関連する事項を処理する作業チームを立

ち上げることができる。作業チームは委員会の監督を受ける。」としている。 

経済貿易協定にあたっては、一般的に協定の実施又は協調を担当する機関が設立

される。ECFA は枠組み協定に属することから、ECFA 自体の実施と後続交渉の協調・

推進の担当機関を構築することがさらに重要になると考えられる。 

 

4. 文書の書式 

 

ECFA 第 12 条では「本協定に基づいて行なわれる業務連絡には、双方が取り決め

た文書の書式を使用する。」としている。本協定に基づいて行なわれる業務連絡には、

                                           

115経済部經貿代表弁公室、『ECFA の紛争解決協定に関する問答集』、p2、2014 年 3 月。 

116韓秀麗、「論兩岸經濟合作架構協定中的爭端解決機制問題（両岸経済協力枠組み協定における紛争

解決メカニズムの問題を論じる）」、『月旦財經法雑誌』、21 期、p46、2010 年 6 月。 
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双方が取り決めた文書の書式を使用しなければならない。 

 

5. 付属文書及び後続協定 

 

ECFA の以下の 5 つの付属書（付属書 1「物品貿易におけるアーリーハーベスト物

品リスト及び関税引き下げ計画」、付属書 2「物品貿易におけるアーリーハーベスト物

品に適用される臨時原産地規則」、付属書 3「物品貿易におけるアーリーハーベスト物

品に適用される双方のセーフガード措置」、付属書 4「サービス貿易におけるアーリー

ハーベスト部門及び解禁措置」、付属書 5「サービス貿易におけるアーリーハーベスト

部門及び解禁措置が適用されるサービス提供者の定義」）及び本協定に基づき締結さ

れた後続協定は、本協定の一部を構成する。 

 

6. 修正と発効 

 

ECFA 第 14 条には「本協定の修正は、双方の交渉を経て同意を得る必要があると

共に、書面による確認が必要である。」とされており、第 15 条には「本協定の調印後、

双方は各自の関連手続きを完成させると共に、書面で他方へ通知する。本協定は双方

とも他方の通知を受領した翌日より発効する。」とされている。主に ECFA の内容は

双方の同意を経た後に修正できると規定されており、また、ECFA を発効させるため、

双方は各自関連手続きの完成と他方への通知をしなければならないこと等が規定さ

れている。 

 

7. 終了条項 

 

ECFA第 16条第 1項では「一方が本協定を中止するには、書面で他方に通知する。

双方は中止通知発送後、30 日以内に交渉を開始する。もし、交渉において合意が達成

されなかった場合、本協定は通知した一方が中止通知発送後、180 日目に終了する。」、

第 2 項では「本協定終了後 30 日以内に、双方は本協定終了により生ずる問題につい

て交渉を展開する。」としている。 

 

終了条項とは即ち一般的に言う「撤退メカニズム」である。主に、一方が ECFA

の内容を善意で履行しなかった場合、他方は書面で他方に通知し、一定の時間を経た

後、ECFA の効力を中止させることができることを規定している。 
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第三節  海峡両岸知的財産権保護協力協定の内容 
第一項  海峡両岸知的財産権保護協力協定締結の起源 

 

両岸では、1993 年の両岸貿易と交流の発展が加速し始めた頃の、「辜・汪会談」

に後続する第 3 回実務協議において既に「知的財産権」及び「台湾企業の保障」につ

いての交渉に及んでいたが、第 5 回「江・陳会談」になりようやく両岸は関連する協

定につき合意に達成した。当該協定は、両岸間でさらに緊密になった貿易往来と関連

制度の差異に起因して知的財産権の侵害をもたらしたことにだけでなく117、両岸がそ

れぞれ 2001 年、2002 年に WTO にか加盟した後、WTO の関連規定を満たすため、各

自が知的財産権の制度に対し一連の改正を進めていたことにも起因する。よって、両

岸の知的財産権の基本法制の上で、従来よりもさらに類似する傾向が生まれ118、また、

ECFA 締結後、ECFA 第 6 条第 1 項の知的財産権の保護と協力に関する表明を達成す

るためといったことから総合的に生じた契機である。「海峡両岸知的財産権保護協力

協定」は ECFA 枠組みの下、最初に調印され発効した協定でもある119。 

 

第二項  両岸の知的財産権保護制度の説明 

 

両岸の知的財産権保護の制度には依然として違いがあることから、両岸知的財産

                                           

117華視新聞、「雙龍變四龍假金門高粱削暴（商標を改ざん、金門高粱酒の偽物で暴利）」、ウェブサ

イト：

https://tw news.yahoo.com/%E9%9B%99%E9%BE%8D%E8%AE%8A%E5%9B%9B%E9%BE%8D-%E5%81

%87%E9%87%91%E9%96%80%E9%AB%98%E7%B2%B1%E5%89%8A%E6%9A%B4-040000209 html（最

終アクセス日：2015 年 9 月 25 日）。 

118馮震宇、「兩岸智慧權保護合作協議之落實（両岸知的財産権保護協力協定の実施）」、p2、ウェブ

サイト：

http://old npf.org.tw/pdf/%E6%B5%B7%E5%B3%BD%E5%85%A9%E5%B2%B8%E6%99%BA%E6%85%A

7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E6%AC%8A%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%90%88%E4%BD%9C%E5

%8D%94%E8%AD%B0%E4%B9%8B%E8%90%BD%E5%AF%A6.pdf（最終アクセス日：2015 年 9 月 25

日）。 

119馮震宇、「ECFA 簽署兩岸步入 ECFA 時代、兩岸智財的新未來～ECFA 時代引領兩岸智慧財產權保護

新契機（ECFA 調印後両岸が ECFA 時代に突入、兩岸知財の新未来～ECFA 時代が両岸知的財産権保護

に新たな契機をもたらす」、2010 年 12 月 13 日、ウェブサイト：

http://wto.cnfi.org.tw/all-module33.php?id=190&t_type=s（最終アクセス日：2015 年 9 月 25 日）。 
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権の相互保障にはやはりさらに多くの交流と交渉を要し、そうすることではじめて完

備させることができるため、海峡両岸知的財産権保護協力協定の締結がなされた。そ

の中で、両岸制度の相違点には、業務管轄権及び司法審査権の違い、行政保護制度の

有無、それに司法解釈の多寡が含まれる。以下にそれぞれ紹介していく。 

 

業務管轄権については、台湾では植物品種の保護は行政院農業委員会120（日本の

農林水産省に相当）が担当していることを除き、すべての知的財産権業務が単一の専

門機関、つまり台湾知的財産局（TIPO）が統合して担当している。中国では、分散管

轄方式を採っており、知的財産権により主務官庁の管轄が異なる。例えば商標権につ

いては、中国商標法第 2 条の規定によると、国務院工商行政管理部門の管轄下にある

商標局が管理と登録出願の業務を担当し、特許については、中国特許法第 3 条の規定

により、国務院国家知識産権局（SIPO）が管理を担当し、著作権については、中国著

作権法第 7 条の規定により、国務院国家版権局が管理を担当し、植物品種権について

は、農業部と林業局がそれぞれ担当している。台中いずれにも、それぞれその利点・

欠点があり、台湾の利点は統合されていて便利であるが、欠点は法の段階構造におい

て下位にあることで、中国ではこれと反対である121。 

司法審査については、台湾では 2007 年に可決された「台湾知的財産法院組織法（智

慧財産法院組織法）」第 3 条と「知的財産案件審理法（智慧財産案件審理法）」の規定

に基づき、専門法院での審理モデルを採用しており、台湾知的財産裁判所は民事訴訟

事件の第一、第二審、刑事訴訟事件及び刑事裁判における付帯私訴の第二審、行政訴

訟の第一審と強制執行事件を一括して審理している122。中国では、当初は専門法廷で

の審理モデルを採取しており、つまり、各級人民法院において、ある法廷を知的財産

権の審理に専門に用いるものであった。しかし123、中国最高人民法院が 2014 年 10 月

31 に公布し、2014 年 11 月 3 日に施行した「最高人民法院による北京、上海、広州知

識産権法院における案件管轄に関する規定」により、特許、植物新品種、集積回路の

回路配置、技術ノウハウ、コンピューターソフトウエアに係る民事及び行政訴訟事件

は、知識産権法院が第一審裁判所となり、高級人民法院は控訴（終審）裁判所となっ

た124。また著作権、商標、技術契約、不正競争等の知的財産権に係る民事及び行政訴

                                           

120林春良・黄淑汝、「植物品種權面面觀－我國植物品種權制度及實施現況（植物品種権の様々な面か

ら見た我が国の植物品種権制度及び実施現況）」、『農政と農情』、238 期、2012 年 4 月、ウェブサ

イト: http://www.coa.gov.tw/view.php?catid=2445488（最終アクセス日：2015 年 9 月 25 日）。 

121馮震宇、前記注 118、p2-3。 

122謝銘洋、『智慧財產權法（知的財産権法）』、元照、第 2 版第 1 刷発行、p372～374、2011 年 9 月。 

123例えば、上海市高級人民法院の民事審判第三法廷及び上海市中級法院の民事審判第五法廷。 

124 「最高人民法院關於北京、上海、廣州智慧財産權法院案件管轄的規定（最高人民法院による北京、
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訟事件は、基層人民法院が第一審裁判所となり、知識産権法院は控訴（終審）裁判所

となった125。 

 

台湾は知的財産権侵害の救済ルートについて、無効審判による取消等の他に、司

法による保護制度を採取しており、それは例えば台湾特許法第 96条、商標法第 69条、

著作権法第 88 条及び植物品種及び種苗法第 40 条である。しかし、中国では知的財産

権侵害の救済ルートについて、司法による保護制度の他に、行政救済制度もあり、例

えば中国特許法第 60 条に規定されているように、特許権が侵害された場合、協議及

び司法保護制度を通して処理することだけでなく、国務院特許行政部門に処理を請求

することもできる。国務院特許行政部門は権利侵害であるか否かの認定をするだけで

なく、当該認定結果を強制執行の根拠とすることもできる126。また、中国商標法第 60

条第 2 項127にも類似規定がある。また、特許侵害に対する刑事罰の有無については、

                                                                                                                                    

上海、広州知識産権法院における案件管轄に関する規定）」第 1 条及び第 7 条の規定に基づく。 

125 「最高人民法院關於北京、上海、廣州智慧財産權法院案件管轄的規定（最高人民法院による北京、

上海、広州知識産権法院における案件管轄に関する規定）」第 6 条の規定に基づく。 

126中国特許法第 60 条の規定において、「特許権者の許諾を得ずにその特許を実 施し、すなわち特許

権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まない又は協議が

成立しないときは、特許権者又は利害関係者は人民法院に訴えを提起することができ、また特許事務

管理部門に処理を求めることもできる。特許事務管理部門が処理して、権利侵害行為が成立すると認

めた場合、侵害者にその権利侵害行為の即時停止を命じることができ、当事者は不服がある場合、処

理通知書を受領した日から 15 日以内に、 「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に訴え

を提起することができる。侵害者が期間が満了しても訴えを提起せず、権利侵害行為も停止しない場

合は、特許事務管理部門は人民法院に強制執行を申し立てることができる。処理を行う特許事務管理

部門は、当事者の請求に基づき、特許権侵害の賠償金額について調解を行うことができ、調解が成立

しなかった場合、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて人民法院に訴えを提起するこ

とができる。」と定めている。 

127中国商標法第 60 条の規定において、「本法第 57 条に掲げる商標権侵害行為のいずれかに該当し、

紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まない又は協議が成立しないと

きは、商標権者又は利害関係者は人民法院に訴えを提起することができ、また特許事務管理部門に処

理を求めることもできる。 

工商行政管理部門が処理して、権利侵害行為が成立すると認めた場合、その権利侵害行為の即時停止、

権利侵害商品及び権利侵害商品の製造・登録商標標識の偽造のために使用する主な器具の没収・廃棄
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特許の保護は純粋に私益に属することから、商標権及び著作権のような公益の保護に

関わるものとは違うため、当事者が対等な立場で訴訟を進めることができるよう、刑

事裁判を起こすことにより、相手に圧力をかけて自己の民事裁判上の請求・主張への

譲歩を図る状況を避けるべきとの意見がある。また、TRIPS 第 61 条128でも商標と著

作権侵害事件に対してのみ刑事罰を定めるよう要求しているため、例えば米国とフラ

ンス、そして台湾特許法でも 2003 年に全面的に刑事罰が廃止された129。しかし、中

国特許法では依然として刑事罰が存在するため、中国特許法第 63 条規定の特許製品

の模倣により犯罪となった場合、法により刑事責任を問われ、中国刑法第 216 条でも

他人の特許製品を模倣した場合、3 年以下の有期懲役に処せられる。よって、関連企

業は中国での経営にあたり、特許権侵害事件に遭遇した場合、特に気をつけなければ

ならない。また、商標権及び著作権の侵害に対する刑事責任については、台湾ではこ

れを専門の法律に盛り込む方法を採っており、例えば台湾著作権法第七章及び商標法

第四章が刑事責任についての規範である。一方、中国では、刑法第七節に統一して制

定されている。 

                                                                                                                                    

を命じ、違法な売上が 5 万元以上の場合には、違法な売上の 5 倍以下、違法な売上がない又は 5 

万元未満の場合には、25 万元以下の罰金を科すことができる。5 年以内に商標権侵害に当たる行為が

2 回以上あるか、又はその他の深刻な事情がある場合には、厳罰に処す。商標権の侵害製品であるこ

とを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことが証明でき、かつ提供者の情報を説明できる

場合には、工商行政管理部門は、その侵害行為の停止を命じる。 

商標権侵害の賠償金額について紛争がある場合には、当事者は、工商行政管理部門の調解を求めるか、

または「中華人民共和国民事訴訟法」により人民法院に訴えを提起することもできる。工商行政管理

部門の調解により合意に至らなかった、又は調解書発効後、履行されなかった場合、当事者は「中華

人民共和国民事訴訟法」により人民法院に訴えを提起することができる。」と定めている。 

128 TRIPS 第 61 条：Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases 

of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include 

imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties 

applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the 

seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant 

use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and 

penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are 

committed wilfully and on a commercial scale。 

129謝銘洋、前記注 122、p349-350、2011 年 9 月。 
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司法解釈については、台湾では、司法解釈という方法を通して知的財産案件に対

し統一した解釈を提出することは比較的少ない。一方、中国では、大量の司法解釈を

通して130、例えば「最高人民法院による著作権民事紛争事件審理上の法律適用の若干

問題に関する解釈」及び「最高人民法院による特許紛争事件審理上の法律適用問題に

関する若干規定」等で、法規の不足を補っている。 

 

言及に値するのは、2015 年 6 月に中国が公布した「最高人民法院による台湾地区

における法院の民事判決に関する承認及び執行規定」131と「最高人民法院による台湾

地区における仲裁決定に関する承認及び執行規定」132で、台湾の判決、仲裁決定の承

認、執行の範囲が拡大され、また、特許訴訟も台湾民事判決の一つに属することから、

台湾の特許判決又は決定も、この司法解釈に基づき、適用される余地がある。 

 

第三項 、海峡両岸知的財産権保護協力協定の内容 

 

海峡両岸知的財産権保護協力協定の本文によると、この協定の目標は特許、商標、

著作権及び植物品種権等の両岸知的財産権の保護の面における交流と協力を強化す

ることにあり、関連する問題を交渉により解決し、両岸知的財産権のイノベーション、

応用、管理及び保護を高めていくものである。 

 

また、両岸交流は長期にわたって「一つの中国」という原則に制限を受け、民間

組織を通じた伝達も行えないという欠陥があることに鑑み、交流・交渉をより容易に

実現させるため、両岸は、政府におけるレベルはやや低いものの、政府の官員から構

成される団体の作業チームを立ち上げ、これを両岸における知的財産権交流のパイプ

とすることを決定した。協定内容の第 9 条に基づき、両岸はそれぞれ特許、商標、著

作権及び品種権等の作業チームを立ち上げ、具体的な作業計画及び事案についての交

                                           

130馮震宇、前記注 118、p3。 

131 「最高人民法院關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定（最高人民法院による台湾地区におけ

る法院の民事判決に関する承認及び執行規定）」、法釈〔2015 〕13 号、2015 年 6 月 29 日公布、2015

年 7 月 1 日発効、ウェブサイト：http://www.chinacourt.org/law/detail/2015/06/id/148295.shtml（最終アク

セス日：2015 年 9 月 25 日）。 

132 「最高人民法院關於認可和執行台灣地區仲裁裁決的規定（最高人民法院による台湾地区における仲

裁決定に関する承認及び執行規定）」、法釈〔2015 〕14 号、2015 年 6 月 29 日公布、2015 年 7 月 1

日発効、ウェブサイト：http://www.chinacourt.org/law/detail/2015/06/id/148297.shtml（最終アクセス日：

2015 年 9 月 25 日）。 
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渉を担当することが定められている。この規定に基づき、両岸は互いに関連作業チー

ムを立ち上げて交渉事項を進めることとなる。台湾では経済部知的財産局及び農業委

員会の下に関連作業チームが設置された。中国では、特許、商標、著作及び植物品種

権がそれぞれ異なる行政機関の管轄に属することから、それぞれ中国国家知識財産局、

国家工商行政管理総局商標局、新聞出版総署版権局及び農業部と国家林業局が交流部

署として、両岸の交流、交渉及び作業計画に関し進めている133。 

 

各国の知的財産権に対する議論はほとんどが特許、著作、商標、営業秘密及び品

種権の保護に重きを置いていることから、本報告では閲覧者の利便性考慮のため、協

定条文の順序に従い紹介するのではなく、海峡両岸知的財産権保護協力協定の内容を

知的財産権の種類別に区分した上で紹介をしていくこととする。また、本協定の内容

は営業秘密の保護とは関わりがなく、且つ専利権（特許権、意匠権、実用新案権）の

保障について、大部分は優先権に重点が置かれているが、優先権の内容は専利権に限

られるものではなく、商標権と植物品種権も包括されるため、本報告書では、優先権

の保障を単独で紹介した後、植物品種、商標、及び著作に区分して論述を進め、業務

交流、業界提携及び審査協力については、比較的瑣末であることから、最後に併せて

説明することとする。 

 

一、 優先権（協定第 2 条） 

 

協定の中で指している優先権とは国際優先権のことを言う。いわゆる国際優先権

とは、パリ条約の内容に基づき、何人も、いずれかの同盟国において、法に基づき特

許出願、又は実用新案、意匠、若しくは商標の登録出願をした場合、その本人又はそ

の承継人は、法定期間内に他の同盟国において出願をするにあたり、優先権を享有す

ることができる。それにより出願人は最初の出願の出願日を同一の対象について提出

した後の出願の出願日とすることができ、これにより、後の出願がなされた時、新規

性及び進歩性の問題が生じることを避ける。 

 

パリ条約第 4 条第 A 項第（1）号134、及び「知的所有権の貿易関連の側面に関す

                                           

133頼文平、「兩岸智慧財産權協議與其他類似協議之比較（両岸知的財産権協定とその他の類似する協

定との比較）」、『兩岸經貿月刊』、2011 年 11 月號。ウェブサイト：

http://mag.cnyes.com/Content/20110113/873e37e1a70c4a16a3e6694649ba6cec.shtml（最終アクセス日：2015

年 9 月 25 日）。 

134 パリ条約第 4 条 A（1）、（1） Any person who has duly filed an application for a patent, or for the 

registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, 
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る協定」（以下「TRIPS 協定」と略称）第 29 条の規定135により、優先権は加盟国間で

相互承認する必要がある重要な権利である。しかし、台湾の特殊な国際的地位の制限

により、台湾はパリ条約への加盟を通して、他国と相互に優先権を享有するという待

遇を得ることができない。故に台湾は二国間協定の締結又は世界貿易機関（WTO）へ

の加盟により、優先権の相互承認を勝ち取ることを積極的に希望してきた。台湾は

2002 年に晴れて WTO に加盟したが、中国は互恵原則による優先権の相互承認はパリ

条約の加盟国、又は、優先権相互承認協定に調印したという基礎の上に構築されなけ

ればならないと考えているため136、台湾と中国で特許を取得しようと考える台湾企業

は、往々にして同じ日に台湾と中国で特許出願しなければならず、若しくは先に台湾

と中国それぞれと互恵原則による優先権の相互承認に関する協定に調印している国

（例えば日本）に特許出願した後、それぞれ台湾と中国で特許出願する必要があった。

しかし、どちらも手続きが煩雑である上に出願費用もかさむという問題があり、且つ

台湾企業にとって主要な市場は日本ではないという状況から見ても、後者は出願人に

余計な出願費用と後続する特許権の維持費用の負担をもたらしていた。 

 

また、中国特許法は 2010 年 2 月から、特許法第 20 条の秘密保持審査制度の実施

を開始し、中国で完成した発明又は実用新案を海外で出願する場合、事前に国務院特

許行政部門に秘密保持審査の請求を行わなければならず、この規定に違反して海外で

特許出願又は実用新案登録出願をした場合、その後中国で特許出願又は実用新案登録

出願をしても特許権又は実用新案権は付与されない。また、「中華人民共和国特許法

実施細則」第 8 条は、特許法第 20 条でいう「中国で完成された発明又は実用新案」

とは、技術の実質的な内容が中国域内で完成された発明又は実用新案を指す、と規定

している。両岸間ではまだ優先権に関する協定はないことから、中国で完成した発明

                                                                                                                                    

or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the 

periods hereinafter fixed。 

135 TRIPS 第 29 条： 

1.Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear 

and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to 

indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is 

claimed, at the priority date of the application. 

2.Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the applicant’s 

corresponding foreign applications and grants. 

136陳郁庭、「海峽兩岸智慧財産產權保護合作協議之介紹與初評（海峡両岸知的財産権保護協力協定の

紹介と初期評価）」、『科技法律透析』、22 卷 11 期、p32、2010 年 11 月 1 日。 
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又は実用新案は秘密保持審査期間において、台湾で第三者に先取り出願され、その権

利を侵害されやすいという状況をもたらしていた。また、両岸貿易の往来がより緊密

化する状況の下、台湾知的財産局の関連統計によると、近年台湾から中国への特許出

願件数が年々増加するに従い、中国における台湾産業の権益を保障するため、両岸優

先権相互承認協定の締結について切実なニーズが生じていた。 

 

長年存在してきた問題を解決するため、両岸はこれまで幾度にも及ぶ交渉をして

きたが、国際優先権は台湾の国際的地位に関する紛争にかかわるため、長い間共通認

識に達成することができなかった。海峡両岸知的財産権保護協力協定の調印後になっ

て、ようやくこの長らく問題となっていた紛争が解決した。また、「台湾地区におけ

る商標登録出願人による優先権主張に関する事項の規定」、「中国の台湾地区における

出願人が中国で植物新品種の登録出願に関する暫定規定」及び「台湾同胞の特許出願

に関する若干規定」（第 58 号）の規定に基づき、両岸優先権案件は 2010 年 11 月 22

日から受理が開始され、不遡及の原則を採っていることから、優先権主張の基礎とな

る出願は 2010 年 9 月 12 日の協定発効後に出願された最初の特許出願案件に限るとさ

れている。 

 

文字、用語において、やはり台湾の国際的地位についての争議への配慮が見受け

られる。例えば、優先権の相互「承認」の語を使用せず、代わりに「確認」の語が使

用されている。また、優先権証明書類にはいずれも国名等の文字が印刷してあるが、

主権紛争問題の解決のため、民間組織が仲介機関として、海基会、海協会の両会の既

存の文書認証モデルに類似したものが国名等に取って代わるという提案もあったが
137、経済的要素等を考慮した結果、主権に関する争議は暫時置いて現行モデルを維持

し、ただし原受理機関には「台湾地区」と書く必要がある、ということとなった。 

 

出願主体については、台湾及び中国の企業又は個人は、先に台湾で特許出願又は

商標若しくは植物品種の登録出願をした後、中国で優先権を主張する状況と、中国で

特許出願又は商標登録出願をした後、台湾で優先権を主張する状況が含まれる。しか

し注意すべきは、「台湾同胞による特許出願に関する若干規定」、「台湾地区における

商標登録出願人による優先権主張に関する事項の規定」、また、電話で主務官庁へ問

い合わせた結果によると、優先権を主張できる主体については、特許、商標又は植物

品種権を問わず、いずれも「台湾地区の自然人又は法人」に限って主張できるとされ

                                           

137邱英武、「IPR 簽訂後不可不知的隱藏問題（IPR 調印後の知らねばならない隠された問題）」、『北

米智権報』、2010 年 9 月 6 日、ウェブサイト：

http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/TW-10 htm（最終アクセス日：2015 年 9

月 25 日）。 
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ており、外国人が先に台湾で特許出願又は商標登録出願をした後、中国において優先

権を主張する場合は含まれない。 

 

二、 植物品種の保護（協定第 3 条） 

 

植物品種権の保護は属地主義であるが、台湾の国際的地位が明確ではないため、

台湾では「植物新品種保護国際連盟138（International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants、UPOV）」への加入で植物品種の保護を達成することができない。

故に台湾の植物品種が外国での保護を取得するには、二国間協定を締結する方法、又

は WTO における内国民待遇原則と最恵国待遇原則、及び TRIPS 協定における植物品

種の保護に関する規定を通し、互いに双方の国民の植物品種登録出願を受理するしか

ない。例えば、台湾は 2006 年に、WTO の内国民待遇原則の下、日本と品種登録出願

の相互受理について会談を行った。両岸経済貿易の交流の増加に伴い、両岸の農産物

の往来も頻繁になる中、農産物に関する知的財産権の保護も日増しに重要になってい

た。そうした中で、両岸の植物品種に関する保護対象の差異や、農産物の産地標章が

中国で先取り登録された事件は、いずれも農産物に関する知的財産権の保護の重要性

を浮き彫りにすることとなった。 

 

度重なる交渉を経て、ついに「海峡両岸知的財産権保護協力協定」において農産

物に関する知的財産権の保護が交渉範囲内に盛り込まれることとなった。海峡両岸知

的財産権保護協力協定の内容に基づき、双方は各自が公告した植物の種類（植物品種

保護リスト）の範囲内において、相手方の品種登録出願を受理し、さらに、まだ品種

登録の登録対象となっていない植物の種類について交渉を進めることに同意した。以

下に植物品種の保護範囲、品種登録出願の審査、農産物の偽装産地表示及び著名産地

名称の先取り登録の協力処理メカニズムについて説明していく。 

 

（一）、植物品種の保護範囲 

 

この部分の内容は主に二つに分けられる。一つ目は現在各自で公告している植

物品種の保護である。TRIPS 協定の規定に基づき、植物品種の保護に関し、メンバー

は特許法、効果的な独自立法、またはそれら二つを組みわせた方法で植物品種に保護

を付与しなければならない139。台湾の保護モデルから言えば、特許法の保護範囲が過

                                           

138 その主旨は植物品種の保護を提供・促進し、新品種の研究を奨励することにより、社会の発展に

貢献することを目的とする。中国は 1999 年 3 月 23 日に当該条約に加盟した。詳しくは以下のサイト

を参照。http://www.upov.int/upovlex/en/notifications.jsp. （最終アクセス日：2015 年 9 月 25 日） 

139 Article 27 Patentable Subject Matter 3.（b）：Members shall provide for the protection of plant varieties 
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分に広く、特許法の保護対象が工業または産業の技術と製品140であることを考慮して

独自立法モデルを採り、関連保護を植物品種及び種苗法に盛り込むこととなっている。

2015 年 9 月までに公告されている適用される植物の種類は合計 224 種で、それらは主

に観賞植物の区分に属するものである141。中国では、品種権の保護方法は、それぞれ

農業部植物新品種保護弁公室及び国家林業局が 1997 年に公布された植物新品種保護

条例に基づき処理している。2015 年 9 月までに公告された適用される植物種類は合計

307 種だが、ほとんどが林木及び食糧作物を主とした品種の保護に集中しており、観

賞植物の品種に関する保護は比較的少ない142。植物品種に関する保護の詳細な項目に

ついては、本章第四節表 3-6 をご参照いただきたい。 

 

二つ目は交渉により拡大される保護範囲である。協定内容によると、台湾は農

業委員会の下に植物品種権作業チームを立ち上げ、中国の農業部及び国家林業局の関

係者と交流を進め、両岸の植物品種権の推進を担当する143。現在、多数回にわたる交

渉を経て、すでにナツメ属及びマンゴーとビワを新品種として中国の「植物新品種保

護リスト」に盛り込むことに成功し、胡蝶蘭（コチョウラン）に関する材料の特性検

定についての交渉も合意に達した144。現在最新の交渉状況については、主務官庁（行

                                                                                                                                    

either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. 

140謝銘洋、前記注 122、p66-68、2011 年 9 月。 

141行政院農委会植物品種権公告検索システムより作成、

http://newplant.afa.gov.tw/Pages/OPEN_INFORMATION/Open_Information.aspx（最終アクセス日：2015 年

11 月 20 日）。 

142中国農業部植物新品種保護弁公室、http://www.cnpvp.cn/?id=32、及び国家林業局

http://www.cnpvp.net/root/icataview.aspx?id=24 より作成（最終アクセス日：2015 年 11 月 20 日）。 

143 その関連メカニズムは以下の事項を含む。 

1、両岸は、前年に受理した他方からの品種登録出願案件の資料を毎年提供することに同意する。 

2、双方は、毎年 1回交互に両岸の植物品種権の作業チーム会合を開催するとともに、実際のニーズに

合わせてフォーラムと技術交流を開催する。 

3、中国側の植物品種権に関する審査作業を加速し、台湾側の植物品種登録出願案件に不備がある場

合、審査の遅延を避けるため、中国側にできる限り一回で完全に説明するよう依頼する。 

4、台湾側の品種登録出願については、中国が指定する代理機関、又は中国から認可された出願代理

資格を有する機関を通じて行うことができる。 

144黄明雅・黄淑汝・陳瑞榮・李紅曦・葉瑩、「兩岸農業相關協議成效－海峽兩岸智慧財産權保護合作

（両岸農業に関する協定の成果－海峡両岸知的財産権保護協力）」、『農政と農情』、256 期、2013
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政院農業委員会農糧署）によると現在まだ交渉中であり、関連情報については即時農

糧署の公式サイト上で公布される、との回答だった。 

 

（二）、農産物の偽装産地表示及び著名産地の先取り登録についての協力処理メカニ

ズム 

 

果物農産物及びその他農産物の産地偽装表示については、従来、台湾農産物は関

連技術の研究開発のみを重視して商標又は標章の重要性を疎かにしていたことから、

台湾の多くの有名な農産地が悪意により先取り商標登録をされるという状況を招い

た。特に 2005 年に発生した 8 件の有名なお茶の産地名が中国で先取り登録された事

件は、台湾産業界を震撼させ145、台湾政府に産地標章制度を重視させることとなった。

また、台湾の果物は甘く、ジューシーで品質も良く、中国の人々から広く好まれてい

たため、市場でも台湾名義を騙る模倣果物が多くはびこっていた。数々の先取り登録

及び模倣行為が真正の台湾果物の名声に重大な損害を引き起こし、中国の消費者が台

湾果物に対してマイナスイメージを抱くようになった。特に ECFA 締結後、台湾果物

の中国市場におけるイメージの保護と積極的な中国市場の開拓のため、中国の公権力

を通した方法で、管理監督及び摘発を行い台湾農民と中国の消費者を保護する目的を

達成することが急務であったため、台湾果物がアーリーハーベストに盛り込まれた146。

よって、両岸は協定内容において、偽装産地表示の調査・処理措置及び著名産地名称

の先取り登録を協力処理メカニズムに盛り込むこととした。このほかに台湾農業委員

会は 2011 年 4 月、中国に「CAS 台湾優良農産物標章」及び「CAS 台湾有機農産物標

章」を登録出願し、無事登録された。当該 2 つの証明標章の取得は、確実に台湾から

の農産物であることを証明して中国農産物と区別することで、台湾農産物の中国での

販売、農民の重大な権益の保護に役立つものである147。なお、台湾の産地が中国で先

                                                                                                                                    

年 10 月、ウェブサイト：http://www.hdais.gov.tw/view.php?catid=2448302&print=1（最終アクセス日：

2015 年 9 月 25 日）。 

145 2005 年 11 月、台湾区製茶工業同業公会が、8 件（「杉林渓」、「日月潭」、「梨山」、「松柏長

青」、「梅山」、「阿里山」、「霧社の春」、「渓頭」）等の台湾の有名なお茶の産地名が中国で台

湾業者、台湾系中国会社又は中国業者に先取り商標登録されたことを指摘した。李紅曦・李国基・連

忠勇、「台灣農産品産地標章制度推動現況（台湾農産物の産地標章制度の推進現況）」、『農政と農

情』、210 期、2008 年 12 月、ウェブサイト：http://www.coa.gov.tw/view.php?catid=20758（最終アクセ

ス日：2015 年 9 月 25 日）。 

146頼文平、前記注 133、2011 年 11 月号。 

147農業新聞、「台灣 CAS 農產品標章在中國大陸取得註冊優質農產品進一步受保護並創造新商機（台湾
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取り登録された件については、関連の異議申立及び取消請求が提出された。例えば池

上米、西螺醤油、燕巣グアバの取消請求及び古坑コーヒーの異議申立の証拠補充、そ

して阿里山、日月潭、及び梨山の取消請求である148。 

 

また、植物品種権の協力処理メカニズムを申請できる主体について、電話で主

務官庁（農糧署）に問い合わせたところ、主務官庁は台湾の法人及び個人に限らず、

台湾で取得した植物品種権であれば申請することができる、とのことだった。その他

の協力処理メカニズムの権利の主体が、台湾の自然人又は法人に限ると要求されてい

ることとは大きな差である。協力処理メカニズムの関連手続き及び申請の要件につい

ては、主務官庁によると、現在まだ類似した個別案件がないため、関連のメカニズム

は制定されておらず、依然中国側と検討中である、とのことだった。 

 

三、 商標権の保護（第 7 条協力処理メカニズムを主とする） 

 

両岸間における商標権に関する紛争が始まってすでに久しいが、比較的よく見受

けられる紛争事例として、台湾で商標権を取得した商標が、その他の企業により中国

で先取り登録出願されるという状況がある。その時点で当該先取り登録出願された案

件がすでに商標権を取得しているか否かでやり方が異なるため、この部分については

後から詳しく紹介する。そのほか、すでに台湾で商標権を取得した企業が両岸の文化

的背景、主観要件の審査の不一致という状況により、中国商標局から顕著な特徴が欠

如しているとしてその登録出願が拒絶されることがある。これについては、台湾の関

連部署の力を借り協力処理メカニズムにより意思疎通して協調を進めていくことが

有効である149。あと一つは模倣品撲滅及び商標模倣の取締である。これについては、

                                                                                                                                    

CAS 農産品標章が中国で登録済み 良質な農産品保護の一層の推進や新しいビジネスチャンスの創出

へ）」、2011 年 1 月 11 日、ウェブサイト：

http://www.coa.gov.tw/show_news.php?cat=show_news&serial=coa_diamond_20110111145310（最終アクセ

ス日：2015 年 9 月 25 日）。 

148農業新聞、「農委會積極撤銷搶註案並輔導產地標章註冊（農業委員会が積極的に先取り登録商標の

取消や産地証明標章の登録出願指導）」、2009 年 11 月 1 日、ウェブサイト：

http://www.coa.gov.tw/show_news.php?cat=show_news&serial=coa_diamond_20091101141656（最終アクセ

ス日：2015 年 9 月 25 日）。 

149頼文平、「兩岸智慧財産權保護合作協議有關執法協處機制成效之探討（両岸知的財産権保護協力協

定における実施・協力処理に関する成果の検討）」、『台商張老師刊物』、160 期、2012 年 2 月、ウ

ェブサイト：http://www.chinabiz.org.tw/News/GetJournalShow?pid=162&cat_id=174&gid=8&id=81（最終ア
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台湾企業が、「外資優良ブランド保護委員会（QBPC）150」への加入を通して、中国国

務院と商標の事務について「模倣品撲滅」又は「商標模倣の取締」の行政執行上の連

絡をとる、ということができず、省市レベル以下の台湾企業協会により交渉を行うし

かなく、関連の商標権模倣の事件が後を絶たない状態となっていた151。これに鑑み、

本報告では以下に中国商標法の救済に関する規定を簡単に紹介した後、両岸商標権紛

争の原因と著名商標又は地理的表示の協力処理メカニズムを紹介していく。 

 

（一） 中国商標法の救済に関する規定 

 

商標法は属地主義であることから、著名（馳名）商標だとしても、ある国の国内

でその商標権を主張するには、その国で登録出願し商標権を取得しなければならない。

しかし、各国における商標法の条文の違い、認定要件の厳しさの不一致、それに関連

情報の収集が困難であることから、ある国の商標が、他国で先取り登録されるという

状況がよく見受けられる。例えば、各地で Apple 商標が先取り登録出願されている状

況である152。且つ、両岸の貿易と交流が日増しに頻繁になるにつれ、また、台湾商品

の品質が中国の消費者に認められるにつれ、台湾企業の商標が中国で先取り登録出願

される状況が大量に発生し、その結果台湾企業と現地消費者の権利に影響を及ぼすこ

ととなっている。ゆえに本報告では、先取り登録出願された企業の救済手段となるよ

う、以下に中国の関連法規を簡単に説明する。 

 

先取り登録出願された商標がまだ登録されていない場合、中国商標法第 33 条の規

                                                                                                                                    

クセス日：2015 年 9 月 25 日）。 

150中華人民共和国商務部、中国外資企業投資企業協会の優良ブランド保護委員会。

http://qbpc.caefi.mofcom.gov.cn/article/b/200705/20070504697459.shtml（最終アクセス日：2015 年 9 月 25

日）。 

151経済部知的財産局、「台灣廠商在大陸智慧財産權保護問題調査與因應研究計畫期末報告（台湾企業

の中国における知的財産権保護問題についての調査と対応の研究計画 期末報告）」、p8－9、ウェブ

サイト：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=286269&ctNode=6886&mp=1（最終アクセス日：2015 年 9

月 25 日）。 

152中時ウェブ新聞、「搶註 APPLE 商標果農也來沾光（APPLE 商標の先取り登録、果物農家も出願）」、

2014 年 9 月 22 日、ウェブサイト：

https://tw news.yahoo.com/%E6%90%B6%E8%A8%BBapple%E5%95%86%E6%A8%99-%E6%9E%9C%E8

%BE%B2%E4%B9%9F%E4%BE%86%E6%B2%BE%E5%85%89-215043257.html（最終アクセス日：2015

年 9 月 25 日）。 
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定により、何人も審査を経て予備的査定公告がされた日から 3 ヶ月以内に、それらが

商標権の対象に属さないこと（同法第 10 条、第 11 条及第 12 条）を理由として商標

局に異議を申し立てることができる。この他に先行権利者及び利害関係者も公告日か

ら 3 ヶ月以内に第 13 条第 2 項と第 3 項、第 15 条、第 16 条第 1 項、第 30 条、第 31

条、第 32 条の規定に基づき商標局へ異議を申し立てることができる。 

 

先取り登録出願された商標が登録された後の場合、関連部署又は個人は、当該商

標の登録が中国商標法第 10 条、第 11 条及び第 12 条の規定に違反し、又はそれが詐

欺的手段若しくはその他不正な手段で登録されたと主張して、同法第 44 条第 1 項後

段の規定に基づき、中国地区商標評審委員会（日本の特許庁審判部に相当）に当該登

録商標の無効宣告を請求することができる。当事者が商標評審委員会の裁定に不服で

ある場合、その通知を受領した日から 30 日以内に人民法院に訴えを提起することが

できる。人民法院は商標裁定手続きの相手側の当事者に第三者として訴訟に参加する

よう通知しなければならない。このほかに、先権利者又は利害関係者もまた中国商標

法第 45 条の規定に基づき、登録済みの商標が商標法第 13 条第 2 項と第 3 項、第 15

条、第 16 条第 1 項、第 30 条、第 31 条、第 32 条の規定に違反すると主張して、商標

評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。ただし、商標の登録

日から 5 年以内に請求しなければならないが、著名（馳名）商標の所有者は 5 年の制

限を受けない。当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、その通知を受領し

た日から 30 日以内に人民法院に訴えを提起することができる。人民法院は商標裁定

手続の相手側の当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。 

 

当該登録商標が取り消しされる前に、業者が中国での商標権者から権利侵害を訴

えられた時に取るべき対応について、関連法規を熟知せず、しかも情報が不足してい

るという状況において、台湾企業は農産物を中国へ販売し、中国の商標権者から権利

侵害に係る民事訴訟、ひいては刑事訴訟を起こされてから農産物の産地名称がすでに

先取り登録され商標となっていたことに気づく場合が多い。この時、関連業者は中国

商標法第 59 条の規定に基づき、登録商標に含まれる地名について、登録商標の専用

権者は他人の正当な使用を禁止することができないことを理由として主張し、関連す

る訴訟の抗弁事由とすることができる。 

 

（二） 両岸における商標権紛争の原因 

 

    商標権紛争に関する原因には主に以下のものが含まれる153。 

                                           

153経済部知的財産局、「台灣廠商在大陸智慧財産權保護問題調査與因應研究計畫期末報告第八章（台

湾企業の中国における知的財産権保護問題についての調査と対応の研究計画 期末報告第 8 章）」、

p8－9、ウェブサイト：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=286269&ctNode=6886&mp=1（最終アクセス
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1. 両岸における社会文化の発展の差異により、両岸主務官庁が同一商標の登録出

願について異なる審査結果（一方が登録査定、他方が拒絶査定）を出す状況。例えば

金門酒工場の「八二三」高粱酒商標の登録出願。 

2. 両岸主務官庁の商標審査官が、主観的認知における判断の上で、厳格さが異な

り、一致した見解を得ることができないという差が生じる。例えば、中国での類似性

についての要求は比較的緩いことから、中国で商標登録を取得した企業は、その他の

類似商標を使用している企業からの不当競争行為に遭う可能性がある。 

3. 両岸商標法の制度の差異が、悪意による先取り登録出願という状況をもたらす。

中国商標法第 32 条、第 33 条により、異議申立人は「すでに使用している」と「一定

の影響力がある」事実を提出して初めて異議を申し立てることができることが定めら

れているが、ほとんどの台湾企業は中国で商標登録出願をした後に関連する商業活動

に従事し始めるため、大部分の異議申立企業が十分な証拠を提出して異議理由とする

ことができなくなっている。 

4. 地名の商標について、中国商標法には抜け穴が存在する。例えば第 10 条第 2 項

の規定で、「県クラス以上の行政区画の地名」を商標としてはならないと制限されて

いるが、県クラスより低い行政単位、例えば、郷、鎮、市クラスの地名は先取り登録

出願の対象となる。比較的著名な事例として、「凍頂」、「古坑」等の通用地名がある。 

5. 両岸は、商標審査に関する専門資料を統合していないため、両岸相互で参考と

できるデータベースが欠如しており、また、中国はインターネットリソースに自主的

制限をかけていることから、参考にできる資料の不足を引き起こしている。 

 

（三） 著名商標又は地理的表示の協力処理メカニズム及び制度の欠点 

 

著名商標及び地理的表示の悪意による先取り登録事例について、両岸はいずれも

商標権の取得に登録主義を採っており、且つ両岸で同じ文化、言語及び風習及び上述

した数々の原因が存在することが、台湾の多くの著名（馳名）商標、地理的表示又は

著名な産地名称が中国で悪意による先取り登録出願されているという状況を引き起

こしている。例えば、「女人我最大（台湾の有名な美容ファッション番組の名称）」、

「CSBC（台湾国際造船株式会社）」、「曼黛瑪璉（台湾の下着商品の著名商標）」、「慈濟

（宗教団体の名称）」、「古坑咖啡（台湾のコーヒー産地）」等の事例がある。この時、

当該先取り登録出願がすでに商標権を取得したか否かにより、異なる救済制度を実施

することになるが、中国における商品区分、商品の類似、知名度の判別において、い

ずれも中国での使用証拠が要求され、加えて訴訟期間には、時間と金銭の損失が生じ
154、且つ中国人民法院の保護主義というリスクにも直面せざるを得ず、商標権の保護

                                                                                                                                    

日：2015 年 9 月 25 日）。 

154頼文平、前記注 133、2011 年 11 月号。 
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の不備を招いていた155。交渉後は、協力処理の条件を満たす個別案件については、関

連出願が拒絶されないよう、関連部署が他方に商標出願の審査を見合わせるよう請求

し、別途先取り登録商標に係る異議申立、無効宣告の審理を加速化するよう請求する

と共に、著名（馳名）商標の証拠を提供する、といった対処が可能となった。 

 

商標協力処理の要件については、両岸商標協力処理作業要点によると、その適用

対象は台湾地区の政府機関、法人、団体、個人及び中国地区の台湾資本企業に限られ、

台湾資本企業の範囲については、海峡両岸知的財産権保護協力協定の趣旨を斟酌しな

がら、台湾地区の法人、団体又は個人が中国に投資又は再投資して経営する農工商な

どの事業が台湾資本企業の範囲を満たすか否かを個別に判断すべきである。協力処理

の要件については、台湾企業の商標が中国地区で第三者に商標、企業名称、商号とし

て悪意による先取り登録出願をされたこと、又は模倣により権利侵害されたこと等を

指し、当該商標の所有者は中国地区の法令規定により登録出願又は商標権の保護・権

利行使の過程において、不合理又は不公平な扱いを受けた、若しくは中国側の対応が

中国の法令又はその商標審査及び審理基準等に違反するという事情があり、且つ案件

がなおも中国地区の国家工商行政管理総局（以下「工商総局」と略称）の管轄下にあ

る国家工商行政管理総局商標局（以下「商標局」と略称）、国家工商行政管理総局商

標評審委員会（以下「商評委」と略称）あるいは県市工商局に係属している場合、台

湾知的財産局に協力処理を請求することができ、台湾知的財産局で審査した後、工商

総局へ協力するよう通報されることとなる。請求人自身の故意又は過失により不利益

な決定を受けた場合、例えば、商標登録出願が拒絶されたが、それは引用証拠とされ

た商標が請求人自らの登録商標でありながら、商標権者の名称を変更していなかった

というミスによりもたらされた場合は、協力処理ができる事項ではない。つまり、請

求したからといって、台湾知的財産局が直ちに協力処理を進めるというものではない
156。 

 

なお、現在、台湾知的財産局の公式サイトには対応する専門コーナーはなく、被

害者は関連情報を知ることができないため、協力処理を求めることが難しい。これに

ついては、政府による関連情報の開示の強化、公式サイトの設置の改善が待たれると

ころである。 

 

                                           

155経済部知的財産局、「台灣廠商在大陸智慧財産權保護問題調査與因應研究計畫期末報告第九章（台

湾企業の中国における知的財産権保護問題についての調査と対応の研究計画 期末報告第 9 章）」、

p1－3、ウェブサイト：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=286269&ctNode=6886&mp=1（最終アクセス

日：2015 年 9 月 25 日）。 

156 「兩岸における商標協力・処理作業要点」より引用。 



 

- 116 - 

 

四、 著作権の保護（主に協定第 6、7 条） 

 

著作権に対する協力処理については、中国での海賊版の横行が深刻であることか

ら、台湾の多くの著作権、例えば中国で発行許可が登録される前の音楽、映画、図書

等の著作又は上映して間もない映画が、関連サイト上で海賊版をダウンロードできる

状況がよく発生している157。しかし、関連の海賊版サイトの URL はいずれも中国地

区に設置してあり、権利者は関連著作権の保護を主張することが極めて難しく、サイ

トが設置された所在地の政府が積極的に介入して初めて主張することができるため、

両岸は協定内容において、台湾人民の著作について、中国で侵害を受けた時、権利者

がすでに中国の関連法規により、正常な法的ルートで救済を求めたが、救済手続中に

不合理な扱いを受けた、法律適用基準に違反した、又はその他の困難等に遭遇する状

況がある場合、関連する事実や証拠を添付して、台湾知的財産局に協力処理を請求す

ることができることとした。以下にそれぞれ両岸著作権認証制度と著作権侵害に関す

る両岸協力処理メカニズムを紹介する。 

 

（一） 認証サービス 

 

協定内容第 6 条の規定により、両岸は相互に映像音楽（音楽映像）製品の著作権

認証協力メカニズムを構築する。これは、中国の規定では国外の録音製品等はいずれ

も中国版権保護センターで登録を申請した後、中国内での発行が可能となり、且つ登

記前に、まず中国国家版権局が指定する特定の海外認証機関（例えば、国際レコード

産業連盟（IFPI）、米国映画協会（MPAA））によるその範囲の認証を受けなければな

らず、また、音楽映像出版会社は認証機関が発行した権利証明書があって初めて登記

することができることに由来している。台湾は日韓と異なり、中国国家版権局がこの

登記に携わる協会を特に指定していないことから、関連する映像音楽産業が中国市場

に進出する前に、まずは香港で認証を得なければ158、中国版権保護センターに登録を

                                           

157自由時報、「刺客聶隱娘影片載點出現在網路上（『黒衣の刺客』の映画はインターネットにてダウ

ンロード可能）」、2015 年 9 月 9 日、ウェブサイト：http://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/1439696（最

終アクセス日：2015 年 9 月 25 日）。 

158 これまで国際レコード・ビデオ製作者連盟（IFPI）の会員であるか否かで区分しており、IFPI の会

員であれば直接香港 IFPI アジア総会に認証を請求し、認証書を取得した後、中国国家版権局での批准

審査に送付することができる。IFPI の会員ではない場合、自ら作成した権利証明、又は IFPI 会員では

ない台湾レコード組合・協会が 発行した宣誓書を中国国家版権局に送付し批准審査を行う。その後、

中国国家版権局が香港 IFPI アジア総会に送付して認証協力を要請し、認証を経た後、中国国家版権局

に返送し批准審査を行う。同局の批准を得た上で、やっと中国で発行されることとなる。 
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申請することができないという状況になっていた。これが時間とコストの浪費となり、

且つさらに多くの海賊版リスクを招くこととなっていた159。 

 

この紛争を解決するため、両岸は幾度にも及ぶ交渉を経て、2010 年 11 月 17 日、

社団法人台湾著作権保護協会（TACP）を認証機関と指定し、同年 12 月 16 日には中

国国家版権局から、これを台湾の関連映像音楽著作の認証機関とする許可を取得した。

申請人については、社団法人台湾著作権保護協会の公式サイトの資料によると160、台

湾における自然人又は法により設立された法人に限られ、外国人は含まれない。対象

については、音楽、テレビ、映画を含み、しかも当該製品は台湾で完成されたものに

限られず、また台湾の映像・音楽製品にも限られない。 

 

（二） 著作権侵害の協力・処理メカニズム 

 

協定本文第 7 条の規定により、双方は市場で流通している海賊版と著作権の違法

コピー製品、及びインターネットを介して著作権侵害物を頒布するウェブサイトに対

し、法執行による協力・処理メカニズムを構築することで、適切な著作権の保護を図

っている。両岸著作権協力・処理メカニズムの制度の説明によると、協力・処理の請

求条件には以下のものが含まれる161。 

 

1. 請求者がすでに中国地区の法令により救済手続を実行した。 

いわゆる救済手続の実行とは、中国の著作権行政管理部門（即ち地方版権局）に

通報、又は中国で権利侵害行為の発生した地又はインターネットサービスプロバイダ

（ISP 業者）による経営所在地のサービスセンター（知的財産権保護援助センター（知

識産權維權援助中心）又は中国不法撲滅作業チーム（中國掃黄打非工作小組））に権

利行使に関する支援申請を提出することを指す。 

 

2. 請求者が不合理、不公平な扱いを受けた又は中国法律の適用基準の違反に遭遇

した。 

いわゆる不合理、不公平な扱いとは、手続事項が公平正義原則に反するものを指

すが、不公平、不合理な扱いであるか否かは請求人が関連する立証責任を負わなけれ

ばならない。中国法律の適用基準の違反とは、中国版権局等の関連機関が下した裁定

又は決定が中国の法令に違反するという状況を指す。 

                                           

159頼文平、前記注 133、2011 年 11 月号。 

160社団法人台湾著作権保護協会（TACP）、ウェブサイト：http://tacp.org.tw/applictaion.html（最終アク

セス日：2015 年 9 月 25 日）。 

161経済部知的財産局「兩岸における著作権協力処理制度の説明」より引用。 
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著作権の協力・処理メカニズムを利用する主体については、台湾の主務官庁（台

湾知的財産局著作権作業チーム窓口）は、やはり、台湾の自然人又は法人であって初

めて主張できるとし、実務運営上でもいずれも台湾の自然人又は法人が権利を主張し

た案件であり、外国人の著作権者が台湾人民又は企業に独占的な（専用使用権）又は

非独占的な（通常使用権）使用権を付与する場合、外国人がライセンシーとなる人民

又は企業に替わって協力・処理メカニズムを利用することができるかについて、台湾

の主務官庁は現在のところ、これに類似した個別案件を処理したことがなく、この部

分の処理方式についてまだ決まっていない、と述べている。 

 

五、 業務交流、業界提携及び審査協力について（協定第 4、5、8 条） 

 

知的財産権に関する情報の急速な変化に絶えず追いついていくことができなけれ

ば、関連制度に抜け穴や欠如が生じることとなり、知的財産権を十分に保障すること

ができなくなる。また、両岸貿易と交流が日増しに頻繁になっている状況に鑑み、両

岸の業務上の交流及び業界提携といった方法を用いることによって、両岸知的財産権

の保障を十分に保障することができ、関連する権利者が更なる労力、時間、及び費用

を投じて知的財産権の研究開発又は創造に邁進することへの誘因ともなる。このこと

から、海峡両岸知的財産権保護協力協定においても、業務交流162及び業界提携163につ

いて定めている。 

 

その中で、業務交流の成果には、資料の交換が含まれ、例えば中国側からは特許

明細書の画像ファイル、英文の特許の要約、特許明細書全文のデジタル化資料、特許

                                           

162海峡両岸知的財産権保護協力協定第 8 条の規定において、 

「双方は、次の知的財産権の業務交流と協力事項の展開に同意する。  

1、主務官庁の業務担当者による作業会合・考察のための訪問・経験交流と技術交流の推進、検討会

等の開催、関連業務の訓練の展開。 

2、制度に関する規定・データベース（データの文献資料）・その他の関連情報の交換。 

3、関連文書の電子的交換に関する協力の推進。 

4、著作権集団管理組織に関する交流と協力の促進。 

5、関連企業・代理人・公衆への宣伝の強化。 

6、双方が同意したその他の協力事項。」と定める。 

163海峡両岸知的財産権保護協力協定第 5 条の規定において、 

「双方は、両岸の特許、商標等の業界の協力を推進し、効果的かつ迅速なサー ビスを提供すること

に同意する。」と定める。 
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公報等が提供される。台湾側からは、特許の要約、全文デジタル化された資料、法的

状況データ、科学技術名詞とバイオ医薬・漢方薬データベース等の資料を提供する。

また、毎年定期的に海峡両岸の商標、著作、特許フォーラムを開催し、各分野の知的

財産権の最新議題について討論を進めている。例えば 2015 年の海峡両岸商標フォー

ラムでは、知識産権法院の設置と運用、著名商標と一定の影響力を有する商標の保護、

それに両岸ブランド提携による発展戦略について議論がなされ、両岸における知的財

産権の保護に役立つものとなった164。 

 

また、注目に値するのは、両岸がかつて締結した類似協定においては、いわゆる

「業界提携」及び「著作権集中管理組織の交流と提携の促進」の概念が出ていなかっ

たことである。日進月歩の知的財産権分野において、政府の力だけでは十分な知的財

産権制度の完備を確保することができず、やはり民間の力を通して推進してこそ完備

したものになることが分かる165。このほかに、著作権集中管理組織の出現は、著作権

ライセンス契約の締結に役立ち、両岸は言語及び文化の類似性により、台湾の関連音

楽と言語著作が中国でも歓迎されていることから、著作権集中管理組織の交流を通し

て、台湾の著作権の推進・発展を増進させることができるようになるだろう166。 

 

審査協力については、特許のサーチ結果の相互利用と両岸特許審査ハイウェイ制

度構築の必要性の問題に関わるが、これは両岸における審査の専門性の度合いが同等

であるか否か、両岸法制度の違いによりもたらされる審査結果の違いをどのように解

決していくかの問題に関わる。これは両岸が更なる交流と協力を通して初めて達成可

能となることである167。 

 

第四節  海峡両岸知的財産権保護協力協定の実際の運用と検討 
 

第一項  海峡両岸知的財産権保護協力協定の実施状況と具体的成果 

 

「海峡両岸知的財産権保護協力協定」は 2010 年 6 月 29 日、重慶で開催された第

5 回「江・陳会談」において調印され、同年 9 月 12 に発効した。2015 年 7 月までの

                                           

164経済部知的財産局、兩岸特許、商標及び著作についてのフォーラム、ウェブサイト：

http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7678&CtUnit=3760&BaseDSD=7&mp=1（最終アクセス日：2015 年

9 月 25 日）。 

165頼文平、前記注 133、2011 年 11 月号。 

166頼文平、前記注 133、2011 年 11 月号。 

167陳郁庭、前記注 136、p35、2010 年 11 月。 
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る等の状況があり、且つ案件がなおも中国の行政機関に係属している場合に、台湾知

的財産局へ協力処理を請求することができる、とするもので、その関連する事実や証

拠の審査を経て確実に当該状況があると認定されてから中国へ通報して協力処理を

要請することになっている。 

 

三、 著作権認証業務 

 

台湾映像音楽産業協会による著作権認証の推進については、社団法人台湾著作権

保護協会（TACP）が 2010 年 12 月 16 日から、正式に台湾映像音楽製品が中国市場へ

進出する際の著作権認証業務を行っており、台湾業界が中国市場進出する時間を大幅

に短縮し、本来数ヶ月かかる時間を数日にまで短縮でき、台湾のクリエイティブ産業

の発展に大いに寄与するものとなった。2015 年 7 月 31 日までに、TACP が受理した

台湾映像音楽業者からの認証請求の件数は、録音製品が 681 件、映像視聴製品が 24

件であった。 

 

四、 植物品種権の保護範囲の拡大 

 

台湾が産業競争力を具える作物を保護するため、台湾側は中国に対して優先公告

を適用する植物を新たに 10 項目（ドリティス、オンシジューム、インドナツメ、グ

アバ、マンゴー、パイナップル、パパイア、スターフルーツ、枇杷、ドラゴンフルー

ツ）取り入れるよう要請した。双方による多数回にわたる相互交流を経て、中国は胡

蝶蘭検定方法（試験指南）をすでに公告し、2013 年 3 月 1 日から当該方法が実施され、

且つ台湾側のドリティスを胡蝶蘭属の名義として、品種登録出願を受理することに同

意した。 

 

このほかに、中国はナツメ属が国家林業局第 5 回植物新品種リストに取り入れら

れ、同年 4 月 1 日から実施開始されている。マンゴー及び枇杷は農業部第 9 回植物新

品種保護リストに取り入れられ、同年 4 月 15 日から実施されている。（現在台湾から

中国への品種登録出願件数は合計 37 件で、コチョウラン属 33 件、ミカン属 2 件、マ

ンゴー1 件及び紅豆杉（イチイ）1 件で、うち 3 件が優先権を主張した）。 

 

五、 作業チーム立ち上げによる順調な運営 

 

協定の発効後、双方はすでに「特許」、「商標」、「著作権」及び「品種権」の 4 つ

の作業チームを立ち上げ、毎年定期的に作業チーム会合を開催する方法で、双方の主

務官庁の関心事項と問題について議論し、共通認識を求めて、順調に運営していると

ころである。 
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六、 情報交換について 

 

    現在、双方の資料交換作業は順調であり、中国はすでに特許明細書の画像ファイ

ル、英文の特許の要約、特許明細書全文のデジタル化資料、特許公報、漢方薬に関す

る特許のデータベース、中国語の法的状況データ、漢方薬・生薬データベース、知的

財産権に関する図書等を予定どおり提供済みである。台湾側も特許の要約、全文デジ

タル化資料、法的状況データ、科学技術名詞とバイオ医薬・漢方薬データベース等の

資料を提供済みで、業務上の相互理解の促進に寄与している。 

 

第二項  海峡両岸知的財産権保護協力協定の検討 

 

海峡両岸知的財産権保護協力協定の内容では、簡単に両岸における知的財産権協

力の大筋の方向性の枠組みのみが述べられているが、具体的な運用をどのように実施

するかが本報告の重視するポイントである。このポイントに基づき、この章節では、

協定条文の順に、現在発展している重点に関する措置の運用状況、及び、実務関係者

による実際に本協定の運用の下で得た経験とアドバイスを加え、以下のようにまとめ

て紹介することで、協定全般を検討していくこととする。 

 

一、 協力目標 

 

海峡両岸知的財産権保護協力協定は、第 1 条において、主に特許、商標、著作権、

植物品種権等の保護に対する交流と協力であることを明らかに表明している。即ち、

本協定で処理できる問題のほとんどがこの 4種類の知的財産権保護の範疇を超えない

ものである。しかし、実務関係者は169、この範囲以外の知的財産権（例えば、集積回

路回路配置権、営業秘密等）の課題において、本協定では現段階では処理することが

できないと考えている。しかしながら、両岸交流が頻繁になるにつれ、また、両岸双

方各自の産業のニーズ、それにポートフォリオ戦略により、本協定でカバーされてい

ない知的財産権関連議題、即ち、今後両岸が共同で進歩を求めていく課題となるであ

ろう。例えば営業秘密法が現在多くの企業が重視する重点項目であると考えられる。 

 

二、 優先権 

 

優先権は今回調印された協定の大きな焦点である。本協定の調印前は、優先権を

主張する出願について台湾と中国が直面する最大の問題は、中国ではパリ条約に基づ

いて行う優先権の相互認証は、依然として「国と国」の関係に基づくものであるため、

台湾と中国の特殊な政治情勢により、中国は台湾の優先権を承認していなかったこと

                                           

169陳郁庭、前記注 136、p39、2010 年 11 月。 
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である。しかしながら、本協定調印後、中国側は優先権の適用において厚意をもって、

双方が WTO の TRIPS 協定の下、WTO 加盟国の身分の関係で、双方の優先権主張を

伴う出願を相互承認することに同意したのである。ただし、そうは言っても、中国は

台湾の出願人が提出した優先権主張を伴う PCT ルート出願に対しては依然として制

限を設けており170、中国に PCT 出願を提出する際に、中国政府は台湾出願を基礎と

して優先権を主張して PCT 出願をすることは承認していない。 

 

現在の実務運営上、両岸の優先権に関するもう一つの問題は、優先権証明書類で

ある171。両岸は相互に優先権を受理する時、現在は書面（紙）の優先権証明書類の交

付のみとなるため、出願人にとっては、優先権証明書類の費用が必要なことに加え、

郵送時間、郵送費用と提出手続きもかさむことになる。両岸特許庁にとって言えば、

書面（紙）を取得した後、さらにスキャンしてファイリングするという負担があり、

                                           

170邱英武、「PCT 與巴黎公約及 EPC 間之關係（PCT とパリ条約・EPC との間の関係）」、『北米智権

報』、87 期、2013 年 7 月 2 日、ウェブサイト：

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/publish-13 htm（最終アクセ

ス日：2015 年 10 月 17 日）。 

PCT 規則第 4.10 条において、「条約第 8 条（1）に規定する申立て（優先権の主張）は、産業財産の

保護に関するパリ条約の締約国において若しくは同条約の締約国について又は同条約の締約国ではな

いが世界貿易機関（WTO）の加盟国である国において若しくは同条約の締約国ではないが同機関の加

盟国である国に ついてされた先の出願に基づく優先権を主張することによって行うことができる。」

と定められていることから、PCT 出願は優先権の主張をすることができる。しかし、台湾はパリ条約、

PCT 条約の締約国ではないため、台湾政府は他の国と双方間の優先権の相互承認の協定を積極的に締

結することになり、また正式な WTO の加盟国になった後、WTO の加盟国は原則として台湾出願を優

先権主張の基礎出願とすることを承認すべきであるが、中国と台湾との間に特殊な政治関係が存在し

ているため、台湾の出願人が PCT の締結国の国籍を有する出願人を発明者として PCT の受理官庁に

PCT 出願をするほかに、PCT の締結国の中国を通じて PCT 出願をする方法もあるが、後者の場合、

PCT ルートは国対国のモデルで、中国が台湾を国として認めないという前提の下、中国知識産権局

（SIPO）が提出した PCT 国際出願において、台湾出願を優先権主張の基礎出願とすることを認めない

ことは当然である。 

171経済部知的財産局「第 7 屆兩岸專利論壇重點整理（第 7 回両岸特許フォーラム重点整理）」、国家

実験研究室科技政策研究と情報センター、2014 年 10 月 23 日、ウェブサイト：

http://iknow.stpi narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10250。（最終アクセス日：2015 年 9 月 25 日）。 
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果樹 ミカン、バナナ、クワ、モモ、

ライチ、ナシ、ブドウ、枇杷、

マンゴー、パパイア、インド

ナツメ、ドラゴンフルーツ、

グアバ、スターフルーツ、ア

ボカド、パイナップル、レン

ブ、バンレイシ、イチゴ、キ

ンカン、カニステル、スター

アップル、パラミツ、ナツメ、

ラッカセイ 

ミカン、バナナ、クワ、モモ、ライ

チ、ナシ、ブドウ、枇杷、プラム・

マンゴー、リュウガン、リンゴ、ザ

クロ属、アンズ、シナグリ、カキ、

クコ属、クルミ属、クワ属、ウメ、

ナツメ、サクランボ、 
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林木 ハシドイ属、ポプラ、トネリ

コ属、スイカズラ属、コウヨ

ウザン、ヒッポファエ属、ハ

リエンジュ属、松属、アブラ

ギリ属、キリ属、ツタ属、サ

ンショウ属、アカシア、ヤナ

ギ属、トウ属、イチイ属、マ

ダケ属、ニワウルシ属、ユー

カリ属、シイ属、クロベ属、

キヅタ属、キササゲ属、ノブ

ドウ属、レンギョウ属、ヤブ

コウジ属、インドカリン属、

サルスベリ属、トウヒ属、ワ

ンピ属、ツゲ属、キリンケツ

属、ハグマノキ属、ビャクシ

ン属、ポプラ属、オヒヨモモ、

ニレ属、ヌマスギ属、イチジ

ク属、ハシバミ属、エンジュ、

イチョウ、ニッケイ属、カエ

デ属、タブノキ属、ニシキギ

属、オオバヤダケ属、カバノ

キ属、パラクメリア属、ユリ

ノキ属、マキ属、トキワマン

サク属、ソテツ属、ケヤキ属、

モクゲンジ属、ホウライチク

属、ヤナギ、クワ、チャノキ 

ツクバネウツギ属、モミ属、ウコギ

属、イノコヅチ属、トチノキ属、ア

ケビ属、ネムノキ属、ハンノキ属、

アンモピプタンツス属、イタチハギ

属、アオキ属、メギ属、キワタ属、

ブーゲンビリア属、コウゾ属、フジ

ウツギ属、ムラサキシキブ属、サバ

クタデ、ノウゼンカズラ属、カンレ

ンボク、ムレスズメ属、ペカン属、

センナ属、クリ属、モクマオウ属、

ヒマラヤスギ属、エノキ属、イヌガ

ヤ属、ハナズオウ属、カンチク属、

ヒトツバタゴ属、チャンチンモドキ

属、センニンソウ属、クサギ属、ミ

ズキ属、コトネアスター属、サンザ

シ属、スギ属、ジンチョウゲ属、ハ

ンカチノキ属、マチク属、グミ属、

ホルトノキ属、マオウ属、トチュウ

属、ヤダケ属、サイカチ属、ハロキ

シロン属、マンサク属、フヨウ属、

ヒッポファエ属、ホペア属、アジサ

イ属、オトギリソウ属、イイギリ属、

モチノキ属、シキミ属、インドササ

属、キリモドキ属、ジャスミン属、

ナンヨウアブラギリ、ビャクシン

属、ユサン属、サルスベリ属、カラ

マツ属、ハギ属、イボタノキ属、ク

ロモジ属、フウ属、ハマビワ属、ル

クリア属、リンゴ属（果物を除く）、

ノボタン属、センダン属、メタセコ

イア属、ヤマモモ、ニトラリア属、

オルモシア属、モクセイ属、キハダ

属、タイワンイヌグス属、カナメモ

チ属、カイノキ属、ノグルミ属、コ

ノテガシワ属、メダケ属、キジムシ

ロ属、サクラ属（果物を除く）、サ

ワグルミ属 、エノキ属、コナラ属、

キイチゴ属、ニワトコ属、ムクロジ
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属、シラキ属、サッサフラス、ヒメ

ツバキ属、シノジャキア属、ホザキ

ナナカマド属、ナナカマド属、カエ

ンボク属、シモツケ属、ハイノキ属、

タイワンスギ属、ギョリュウ属、チ

ーク、ヤコウボク属、モッコク属、

ゴシュユ属、シナノキ属、チャンチ

ン属、カヤ属、スノキ属、ガマズミ

属、ハマゴウ属、タニウツギ属、フ

ジ属、 ブンカンカ、ナツメ属、ソテ

ツ属、クロベ属、マキ属、カバノキ

属、ハシバミ属、クリ属、ニレ属、

ケヤキ属、クワ属、イチジク属、ボ

タン属、モクレン属、オガタマノキ

属、パラクメリア属、ニッケイ属、 タ

ブノキ属、トキワマンサク属、イン

ドカリン属、サンショウ属、ワンピ

属、ハグマノキ属、ニシキギ属、モ

クゲンジ属、ノブドウ属、ツタ属、

ザクロ属、キヅタ属、ヤブコウジ属、

トネリコ属、クコ属、キササゲ属、

スイカズラ属、松属、トウヒ属、ヌ

マスギ属、ビャクシン属、ユリノキ

属、ボケ属、アカシア属、エンジュ、

ハリエンジュ属、ハシドイ属、レン

ギョウ属、ツゲ属、トウダイグサ属、

カエデ属、ヒッポファエ属、ニワウ

ルシ属、ホウライチク属 、オオバヤ

ダケ属、マダケ属、トウ属、キリン

ケツ属、ポプラ属、ヤナギ属、ユー

カリ属、中国クリ、クルミ属、ナツ

メ、柿、あんず、イチョウ、アブラ

ギリ属、イチイ属、ツツジ属、桃花、

サルスベリ、オヒヨモモ、ロウバイ、

ギンモクセイ、ポプラ、桐、コウヨ

ウザン、モクレン属、ボタン、梅、

バラ属、ツバキ属 
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出所：許仁弘・呉金洌「由中國推動台灣人民創業園談兩岸植物品種權保護之差異 

（中国の台湾人民創業園の推進から両岸植物品種権保護の差異を語る）」を参考に作成。 

     

上の 2 つの表から、双方の植物品種権の規範において数多くの差異があることが

分かる。主に、出願品種、権利範囲、農民の免責範囲、育成者の実質的に派生した品

種（従属品種）の育成に関する制限等が含まれる。ある学者は179、出願品種の差異は

法執行の方面に属し、しかも本協定第 3 条において明文化してあるため、協定調印後

は、継続して交渉する正当性があり、その他の差異については、中国の法改正に係る

差異で、本協定において、交渉項目として盛り込まれていないため、中国はこの差異

について交渉を展開する義務はなく、短期間の内に、この種の差異を協定を通して取

り除くことはできない、と考える。 

 

本協定には植物品種権の保護が盛り込まれており、実質上一定の保護作用が生じ

ることは言うまでもなく、両岸の権利者が完全に権利侵害の危険に暴露されることは

なく、農業も輸出の大部分を占めている台湾にとって、絶対的にプラスの利益がある

が、前述したとおり、現況では依然として両岸双方の法規及び保護のメカニズムに差

がありすぎるという問題がある。 

 

四、 審査協力 

 

両岸は本協定の調印以来、審査協力に関し、いずれも特許出願を主軸としてきた

ため、本報告では、特許出願の審査を主な検討対象とする。現在、両岸は優先権の主

張を相互に受理していることから、両岸間における累積出願件数が日増しに増加して

いくのは疑う余地もない。ゆえに双方が特許の審査方法、審査の効率面全般において

相互に協力し、十分に意思疎通することができて初めて、増え続ける出願にもプラス

の効果を発揮するはずである。 

 

現在の両岸間における特許審査の協力に関しては、実務関係者により 1 年に 1 度

の両岸知的財産交流会議で以下の意見が提出され討論が行われた180。現在、世界の各

特許庁が審査・サーチ結果の相互利用による効率向上のため、特許審査ハイウェイ制

度（PPH）の採用が普遍的になっており、台湾は現在のところ米国、日本、韓国、ス

                                           

179郭華仁、「台灣與中國育種者權利保護與合作協議的解析（台湾と中国における育成者権利保護と協

力協定の解析）」、『植物種苗』、p10-11、2010 年 12 月。 

180経済部知的財産局、「第 7 屆兩岸專利論壇重點整理（第 7 回両岸特許フォーラム重点整理）」、国

家実験研究室科技政策研究と情報センター、2014 年 10 月 23 日、ウェブサイト：

http://iknow.stpi narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10250（最終アクセス日：2015 年 11 月 24 日）。 
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ペインと相互に特許審査ハイウェイを締結している。現在、毎年台湾人から中国への

特許出願件数は約 2 万件余りで、中国から台湾へ出願される特許の比率も上昇傾向に

あり、現在すでに毎年 2,000 件近くに達している。このため、両岸間に PPH、PDX 等

の特許審査メカニズムを順調に構築することができれば、双方の滞貨案件のプレッシ

ャーも効率良く解消することができ、双方の審査作業にも寄与することとなる。現在、

両岸 PPH、PDX の構築に関する進捗状況について、台湾当局側は近々、そのうちの

一つを完成させることに自信を持っており181、両岸間における特許情報の共有、特許

ポートフォリオ展開の加速化が見込まれている。 

  

五、 業界提携 

 

近年、中国の特許出願件数は大幅に増加し、中国での特許代理人資格試験が台湾

人に対して開放されたこともあり、台湾の特許出願代理業界は、中国の専利出願市場

への進出に意気軒昂である。また、実務関係者から言えば、より新しく且つ重要な議

題は、両岸における特許出願代理人に相互協力、相互補完の可能性があるのか否かで

ある。実務関係者は両岸の米国、欧州、日本等の各地での特許出願動向182（下表 3-7、

3-8、3-9 を参照）を整理すると共に、次の点を指摘した。現在、台湾の特許代理人が

取り扱う外国特許出願の経験は相対的に比較的多いが、反対に中国の特許代理人が取

り扱う外国特許出願の経験は比較的少ないものの、今後成長の余地は大きい。このた

め、両岸はこの部分において、相互に補完し戦略的に協力することができる。このほ

かに、両岸間の経済貿易の往来の密接さ、同文同種の優位性、言語の壁がないことは、

いずれも両岸特許代理人が協力できる要素の一つである183。 

  

                                           

181謝曖竹、「兩岸專利高速路年内有望搭建（両岸特許審査ハイウェイ 年内に締結見通し）」、中時

ウェブ新聞、2015 年 2 月 10 日、ウェブサイト：

http://www.chinatimes.com/newspapers/20150210000976-260309（最終アクセス日：2015 年 9 月 21 日）。 

182李淑蓮、「大陸專利代理市場大台灣專利師寧願放棄本土市場？（巨大な中国の特許代理業の市場規

模、台湾弁理士が台湾本土市場を放棄？）」、『北米智権報』、118 期、 

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-287.htm。（最終アク

セス日：2015 年 9 月 22 日）。 

183曾智超、「從兩岸專利申請趨勢看專利發展合作（両岸における特許出願動向から見た特許の発展と

提携）」、財団法人国家政策研究基金会、2013 年 4 月 18 日、http://www.npf.org.tw/2/12159（最終アク

セス日：2015 年 9 月 22 日）。 
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ている。次に、書籍については、著作権者が版権番号を取得していない場合、当該書

籍について販売又は許諾をしてはならず、ましてや旧版権番号を記載して発行するや

り方も不可である185。一般的に、著作権は、著作権者が著作物を完成させた時点です

でに発生し、著作権の登録を通して著作権を取得する必要はない。よって、中国のこ

のようなやり方は、一般的な著作権規範とは異なるものである。実務関係者は、中国

のこのような作品版権番号登録（著作権登録）制度の規範により、台湾の著作権制度

も逆戻りすることになりはしないかと懸念している。 

 

認証メカニズムの実際の運用面については、ある学者は186、両岸著作権認証が効

率的に運用されるよう、主務機関の認知の差により両岸著作権の認証協力メカニズム

の実益に影響が生じ、さらには認証制度協力メカニズムの立法趣旨に抵触することの

ないよう、主務機関は認証事項について実体審査を行わない方がよいと提案した。 

 

七、 協力・処理メカニズム 

 

両岸は本協定に基づき、協力・処理メカニズムを構築し、各自の規定により知的

財産権保護の事項について処理することに同意している。台湾人の著作（映像視聴音

楽、出版、文化創造等を含む）が中国で権利侵害された時、例えば権利者が中国の法

律規定により、正常な法的ルートで権益を主張したが、救済手続において不合理な扱

いに遭遇した、法律適用基準に反する、又はその他困難な状況がある場合には、関連

事実及び証拠を添付し台湾知的財産局に対し協力処理を請求することができる。 

 

実務関係者は次のように指摘する187。各項目の知的財産権保護の事項についての

処理は依然として「各自の規定」によりなされるべきであるため、両岸が知的財産権

保護協力協定に調印したことで、直ちに完全に権利侵害行為が発生する可能性を撲滅

できる、あるいは、当然保護が受けられる、というものではない。例えば、本協定第

7 条第 2 項のいわゆる「悪意による先取り登録行為を共同で防止する」について言え

ば、現在双方は商標リストを相互に交換する予定であるが、それは参考資料としての

                                           

185某書籍は既に版権番号を取得していたが、その後時間が足りないため、版権番号を取得するまでに

書籍に旧版権番号を記載して発行した事件で、この行為も中国が違法行為と認めたため処罰された。 

186馮震宇・沈宗倫・李治安、「數位時代文化創意產業之發展與挑戰－從兩岸 ECFA 合作框架談起（デ

ジタル時代における文化創意産業の発展と挑戦－両岸の ECFA 協力枠組みから語る）」、『網路著作

權保護、應用及法制（インターネットにおける著作権の保護・応用・法制）』、元照、p52、2012 年

12 月。 

187陳郁庭、前記注 136、p36、2012 年 11 月。 
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効果を有するのみであり、必ずしも審査意見を拘束するものではない。このほかに、

実務関係者は協力・処理メカニズムの運用上において幾つか問題があると考えている
188。例えば次のものである。 

 

(一) 協力処理を請求する事項の過度な偏り 

 

上述した関連の協力処理メカニズムは、関連する権利の保障に一定の効果はある

が、その成果には限りがあり、2010 年 9 月の開始から 2015 年 7 月までに、通報を経

て協力処理が完了した著作権案件は 24 件のみで、特許もわずか 3 件で、商標の協力

処理案件の 421 件には遥かに及ばない。また、法的協力のみで通報なしの協力処理の

著作権案件も 3 件のみ、特許案件はわずか 12 件で、商標の協力処理案件の 127 件に

も遠く及ばないことから、協力処理を請求する事項が過度に偏っている傾向が分かる
189。 

 

(二) 統合機能が十分発揮できていない協力処理メカニズム 

 

協力処理メカニズムの組織計画は、台湾の従来のサービス及び連絡体制とは異な

り、台湾知的財産局が中国国家版権局、国家工商行政管理総局及び国家知識産権局に

対する唯一の台湾側窓口となっており、確実に問題解決、台湾企業へのサービスの最

適なパイプとなっている。しかしながら、これも台湾側が比較的苦労する部分であり、

時として同時に中国の 3 つの部門と交渉する必要があるため、意思疎通が自然と複雑

になってしまう。また、現在、台湾知的財産局に協力処理を請求する場合、いずれも

当事者が電話、書簡などにてこれを行っており、台湾の関連組織又は機関を通して台

湾知的財産局に協力処理の請求を転送することは僅かであるため、窓口としてその統

合機能を最大限に発揮することが待たれる。言い換えれば、現在実務上、まだ主動的

に当事者及び台湾知的財産局の間の連携を図る仲介組織がないため、協力を必要とす

る当事者が、このメカニズムで救済が得られることを知らないままになっている。 

 

八、 業務交流 

 

両岸における知的財産権の業務交流と協力は、本協定の取決め内容によると、以

                                           

188頼文平、前記注 149、160 期、2012 年 6 月。 

189経済部知的財産局、「海峽兩岸智慧財産權保護合作協議－執行情形與具體效益（海峡両岸知的財産

権保護協力協定－執行状況と具体的な効果）」、2015 年 7 月、ウェブサイト：

https://www.moea.gov.tw/mns/htmNotFoundPage.htm?aspxerrorpath=/MNS/subsite/content/wHandMenuFile.as

hx（最終アクセス日：2015 年 11 月 24 日）。 
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下の事項となっている。①業務主務部門スタッフによる作業会合・考察のための訪

問・経験と技術の交流・検討会の開催等を推進し、関連業務の人材育成を展開する、

②制度・規範、データベース（データ文献資料）及びその他の関連情報を交換する、

③関連文書の電子的交換についての協力を推進する、④著作権の集中管理組織による

交流と協力を推進する、⑤関連企業、代理人、公衆への宣伝活動を強化する、⑥双方

が同意したその他の協力事項。 

 

実務関係者は190、本協定は両岸の行政部門が検討・交渉を経て合意したものであ

るため、今回取り扱う処理は、行政事務を主とし、知的財産権の保護に関する司法（例

えば、訴訟書類の交換、知的財産裁判所の運用）又は試験（例えば、弁理士試験に関

する政策）についてはあまり触れられていないと考えている。 

 

第三項  おわりに 

 

上述したことをまとめると、海峡両岸知的財産権保護協力協定の調印は、両岸に

おいてずっと存在していた一部の問題を確実に改善し、中でも優先権は本協定におい

て最も注目すべき項目であり、両岸の特殊な政治的関係を突破して知的財産権分野に

おいて双方の協力関係を躍進させた。中国では近年、経済発展が目覚ましいことから、

台湾企業は先を争ってこの市場に進出を図っており、優先権の開放は、台湾企業の中

国市場展開への布石にさらなる利便性をもたらし、加えて、もともと言語の優位性が

あることから、台湾企業はその他の世界各国よりも競争の優位性を有することとなっ

た。 

 

また、特筆すべきは、知的財産権の保護の範囲において、比較的よく見受けられ

る特許、著作、商標以外に、さらに植物品種権も保障内容に盛り込まれたことである。

両岸は農業の関連法制においては、依然として大きな差異があるものの、これは農業

立国である両岸にとって、やはり大きな進歩であったと言え、且つ台湾農業が中国市

場へ進出する際にも、基本的な保障を得ることができるようになった。 

 

本協定が 2010 年に調印されてからの各項目のデータを見てみると、いずれも両岸

間における知的財産活動は日増しに頻繁になってきていることが観察でき、これは両

岸間の経済貿易の往来がさらに盛んになっていることを示している。これらから、審

査協力又は業界提携を問わず、両岸とも審査期間の短縮、より高い審査の質の向上を

望んでおり、さらには両岸特許代理人の優位性を結合させることで世界進出に向け協

力していく姿勢が観察できる。 

 

                                           

190陳郁庭、前記注 136、p39、2012 年 11 月。 
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両岸は法制度の上において WTO の TRIPs 協定のため大きな差はないが、中国の

行政、司法体系の全体の運用が台湾とはやはり異なるため、協力処理メカニズムが重

要な役割を演じることとなる。このメカニズムを通じて台湾企業が中国で遭遇する権

利侵害問題の迅速な解決に寄与することは、台湾企業の権益の保護にとって非常に大

きな意義を有する。 

 

本協定は両岸が初めて調印した知的財産権に関する重要な協定であり、各方面に

おいて多くの詳細な事項についてはまだ定められていないが、大筋において、発効さ

れてから現在までの全体の運用状況を観察してみると、両岸の知的財産権の交流への

貢献について、プラス評価が与えられるべきだと言える。また、両岸で出願される知

的財産権の案件もより多くなってきており、双方の交流する機会も徐々に増えてきて

いることから、個別案件が徐々に蓄積されてくるにつれ、将来双方の知的財産権の法

制度、体系の構造の改革に一定の影響をもたらすこととなる。このほかに、詳細な事

項についても、双方が今後さらに多くの協調と交渉により遭遇する問題の改善を図り、

双方の知的財産権体系がさらに完備されていくだろうことが予見できる。双方の知的

財産権における協力は、世界各国にとっても事実的に競争力を有するものとなり得る

と言える。 
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第四章 両岸知的財産権保護協力の活用による中国で
の知財保護の可能性 
 

第一節  日本の特許出願状況 

 

ある国の経済発展の度合いを観察しようと思う場合、知的財産権の動向がそれを

表す指標の一つであることは間違いないと言える。また、その中で、国家の経済発展

を最もよく示す一つの指標は即ち当該国の特許出願の動向を観察することである。そ

のため、本節では、科学技術発展の促進を目的とする特許権の各項目の指標を中心に

して説明を進めていく。 

 

第一項 特許出願データ 

統計によると、2014 年に JPO へ提出された特許出願件数は 325,989 件で、2013

年の 328,436 件に比べ約 4％減少しており、これは同時に 2006 年以来の最低水準とも

なった（下表 4-1 を参照。単位：件∕年）。特許出願件数は事実上、ある程度当該国の

市場の魅力度を反映している。言い換えれば、ある国の経済発展が盛んになり、企業

が競争力を有する場合、通常、グローバル企業の当該国における特許出願への意欲が

高まるのに対し、ある国の経済状況が低迷し、当地企業にイノベーション力が欠けて

いる場合、それがグローバル企業の当該国における特許出願への意欲を減退させるこ

ととなる。 

 

日本の特許出願件数の減少が続けば、当地企業の技術革新の発展を遅らせ、経済

の発展を阻害するおそれが生まれ、最終的にはコストの考慮の下、企業が研究開発費

を削減して、全体のイノベーション力が低下し、際限のない悪循環から抜け出せなく

なってしまう。そのため、特許出願件数減少というこのような現象に直面したときは、

その対策を真剣に考えなくてはならない。 
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表 4- 1 日本の特許出願件数の推移 

 

出所：JPO「特許庁ステータスレポート 2015（JPO STATUS REPORT 2015）」を参考に作成。 

 

このほかに、もう一つ注目に値する特許出願件数のデータは、PCT ルートの出願

数である。JPO の統計データによると、2014 年に JPO に出願された PCT 国際出願件

数は合計 41,292 件で、2013 年の 43,075 件に比べ 4.1%減とやや減少したが、数量の上

ではほぼ 2004 年の 2 倍近くとなっている（下表 4-2 を参照。単位：件∕年）。PCT 条

約（特許協力条約）は、各国での特許保護を効果的に取得するための国際条約である。

つまり、出願人が一つの PCT 加盟国に一つの言語で一つの出願を提出すれば、国際

調査機関によって作成された調査報告を提出し、さらに国際予備審査機関に予備審査

報告を提供するよう請求し、最終的にこの出願をもって、指定する同盟国に国内移行

を行う。企業が PCT ルートによって特許出願することは、通常、その国際市場にお

ける特許ポートフォリオ構築と密接な関係にある。従って、日本国内の PCT 出願件

数の漸増傾向から、日本企業がますます国際市場を重要視している傾向が分かる。 

 

427,078
408,674

396,291 391,002

348,596 344,598 342,610
342,796

328,436 325,989

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

- 142 - 

 

表 4- 2 日本国特許庁を受理官庁とした PCT 国際出願件数の推移 

 

出所：JPO「特許庁ステータスレポート 2015（JPO STATUS REPORT 2015）」を参考に作成。 

 

日本の状況に対し、世界各国全体の PCT 出願件数を見ると、WIPO が 2015 年 3

月 19 日に公表した191、2014 年における PCT 国際特許出願の件数は 214,500 件にも達

しており、2013 年より 4.5％増となっている。米国は依然として PCT 国際特許出願が

最も多い国で、2014 年の出願件数は 61,492 件であり、世界全体の 28.7%を占めてい

る。次いで多いのは日本で、出願件数は 42,459 件であり、出願件数全体の 19.8%を占

め、中国は 3 位であり、出願件数全体の 11.9%を占めている（下表 4-3 を参照。単位：

件∕国）。日本はランキングで 2 位ではあるが、全体で言えば 2013 年比約 3％減となっ

ている。しかしたとえ出願のデータが前年に比して微減であったとしても、日本の特

許出願件数においては、依然として国際展開推進が主な傾向であることは明らかであ

る。 

 

                                           

191 WIPO、 Telecoms Firms Lead WIPO international Patent Filings、（March, 2015） 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0004 html （最終アクセス日：2015 年 10 月 2 日）。 
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ており、世界において審査スピードが最速、且つ審査品質が最高の特許庁になること

を目指している。日本は現在すでに 2014 年 3 月に特許審査手続の迅速化の目標を達

成し、出願人による出願審査請求から一次審査通知までの期間（FA 期間：審査順番

待ち期間）を、11 ヶ月以内に短縮させた。 

 

このほかに、JPO も質・量の面からそれぞれに検討を行い、「産業構造審議会知的

財産分科会」の審議報告書を受けて、JPO は審査手続の加速化を新たな目標として設

定し、今後 10 年以内に全体の平均審査待ち期間を 14 ヶ月以内に短縮する見込みであ

る。審査スピードのほかに、JPO は審査の質の一層の向上も目指しているため、JPO

は 2014 年 8 月に審査品質管理について客観的に評価を実行する「審査品質管理小委

員会」を設立した。 

 

近年、日本の特許出願件数は漸減傾向にあるが、上述の各方面から見るところ、

勢いを盛り返すため、日本は依然として多くの構想を打ち出し、特許審査のスピード

面でも品質面でも実質的な改善策を講じており、いずれも審査の実務上好ましい効果

が得られている。  

 

第二節  日本企業が中国で直面する問題 

第一項 現在日本企業が中国市場で直面する特許、商標に関する課題 

 

一、 特許について 

 

本章第一節で述べたとおり、国内への投資と比べ、日本企業の海外への投資は漸

増傾向にあり、日本 JPO のデータによると、日本人による外国への特許出願件数（下

表 4-4 を参照。単位：万件∕年）において、最も主要な国は米国で、2013 年に 84,967
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表 4- 5 日本の中国における特許出願件数の推移 

 

出所：国家知識産権局企画発展司「特許統計報告書 2014 年第 12 期」を参考に作成。 

 

特許出願件数の量は多いが、それに付随して出てくる問題、即ち製品に関する特

許紛争事例の件数も増加してきた。日本企業が中国で権利侵害訴訟を起こした事例に

は193、例えばリチウム電池、インクジェットプリンターのインクカートリッジに関す

る事例がある。訴訟において日本企業が勝訴し賠償金を獲得した事例もあるが、全て

の訴訟が有利な判決を獲得しているわけではなく、例えば 2014 年、松下電器（パナ

ソニック）と 2007 年 10 月に設立された中国の福建賽特新材株式会社（Fujian SuperTech 

Advanced Material Co.,Ltd.）との訴訟では、最終的に福建賽特社が勝訴判決を獲得すると

いう結果となった。同社の歴史はパナソニックに遥かに及ばず、規模も小さいが、特

許無効審判によりパナソニックの特許権を無効化することに成功した。 

                                           

193蔡茜堉、「美日韓 TOP 10 專利申請企業的中國專利訴訟（中）（米日韓特許出願トップ 10 社の中国

における特許訴訟（中））」、財団法人国家実験研究院科技政策研究と情報センター、2015 年 2 月 9

日、ウェブサイト：http://iknow.stpi narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10699 （最終アクセス日：2015 年

10 月 5 日）。 
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産業界は194、上述の状況を観察すると、近年来、中国企業は知的財産分野におい

て経営の成果を見せており、「中小企業でも大企業に勝てる」事例がよく見受けられ

る、と考えている。事実上、企業にとって、訴訟で有利な結果を得ることは自主的な

中核技術の開発力を証明することになるだけでなく、クライアントとの信頼関係の一

層の強化、競争力の向上にもつながる。過去数年、米国 337 条195の調査手続きにおい

て、中国企業が抗弁を行使し又は出廷することは少なかったため、欠席判決がなされ、

さらには差止命令が下され、高額な賠償金を要求される結果となって、中国企業に莫

大な損失を与えたが、同時に中国企業に知的財産権の議題を重要視するよう促すこと

にもなり、知的財産権に対する保護意識が徐々に高まっている。 

 

また、中国市場の盛況は、企業に莫大な利益をもたらすために、特許訴訟が中国

企業の利益を追求する競争手段の一つとなり、中国で主要な外国出願人（即ち日本企

業）にとって、特許訴訟も相当重視すべき課題となった。実際、中国国家知識産権局

が公表した、2014 年第 12 期特許統計報告書における 2009 年から 2013 年の間の日本

企業の中国での特許出願件数のデータによると（下表 4-6196を参照）、出願件数上位

10 位の出願人はそれぞれ、ソニー（10,446 件）、パナソニック（9,357 件）、キヤノン

                                           

194蔡茜堉、前記注 193、2015 年 2 月 9 日。 

195 337 条調査手続きは「1930 年の米国関税法」第 337 条（Section 337 of the Tariff Act of 1930）に盛り

込まれたことから名付けられた。337 条項は主に輸入貿易においてなされる不公平競争行為に対抗す

るもので、特に米国の知的財産権者の権益が知的財産権の侵害の疑いのある貨物の輸入により侵害さ

れないよう定められた規定である。 

196蔡茜堉、「美日韓 TOP 10 專利申請企業的中國專利訴訟（上）（米日韓特許出願トップ 10 社の中国

における特許訴訟（上））」、財団法人国家実験研究院科技政策研究と情報センター、2015 年 1 月 30

日、ウェブサイト：http://iknow.stpi narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10651（最終アクセス日：2015 年

11 月 16 日）。 
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10 富士通株式会社 0 

 

出所：蔡茜堉「美日韓 TOP 10 專利申請企業的中國專利訴（米日韓トップ 10 特許出願企業の中国における 

特許訴訟）」を参考に作成。 

 

二、 商標について 

 

「世界の工場」である中国で作られた模倣品は今や全世界に浸透している。国際

商業会議所（International Chamber of Commerce）の統計データによると、2008 年、模

倣品、海賊版は、全世界に約 6,500 億米ドルの経済的損失をもたらしている。この損

失は 2015 年には 1.77 兆米ドルまで膨張すると予想される197。 

日本特許庁の公式報告書198（下表 4-7 を参照。単位：国∕％）では、主に商標登録

出願が比較的多い 8,000 社あまりの日本企業に対して調査を行い、その中の有効回答

4,314 社の企業から提供された情報について分析を行った。分析結果では、被害を受

けた企業 948 社のうち、中国で被害を受けたと回答したものが 635 社で全体に占める

割合は 66.9％以上にも達し、次いで台湾と韓国が各 187 社で、それぞれの割合は 19.7%

を超えている。 

 

  

                                           

197日経中文網、「中國仿冒品在全球的分布情況（中国製模倣品のグローバル拡散状況）」、2015 年 3

月 3 日、參考ウェブサイト：http://cn.nikkei.com/china/cpolicssociety/13327-20150303.html（最終アクセス

日：2015 年 9 月 29 日）。 

198日本特許庁、「2014年度模倣被害調査報告書 調査分析結果の概要」、2015 年 3月、ウェブサイト：

http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150311002/20150311002a.pdf（最終アクセス日：2015 年 10 月 5

日）。 
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この問題を正視し始めたものの、日本企業を含む世界各国はすでに剽窃問題により深

刻な被害を受けていることである。このため、製品の模倣品問題は依然として引き続

き日本企業が中国市場で最も解決を望む問題であると思われる。 

 

表 4- 8 知的財産権侵害物品の輸入差止実績の推移 

 

出所：日本財務省「平成 26 年の税関における知的財産侵害物品の差止状況（詳細）」を参考に作成。 
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商業的損失をもたらしていると推定されている202。また、欧州の製造業においては、

中国が模倣品製造を黙認した場合、約 20％の潜在的な収益が減少すると推計されてい

る203。しかし、グローバル企業が中国から離れて発展することは不可能であることか

ら、競争力保持のため、一定のメカニズムを発展させる必要がある。このメカニズム

により、中国においてグローバル企業がそのイノベーション力を安全に転換すること

ができるとともに、キーとなる技術知識（ノウハウ）を失わずに保つことができる204。

知的財産の漏洩は通常、国外のグローバル企業が、社員の派遣又は技術シェアという

方法で、現地産業との合弁企業を設立、又は産業サプライチェーン連盟205を設立する

際に発生するため、この時に知的財産権の保護に各種保護措置の検討・採択が必要に

なる。 

 

各分野におけるグローバル企業 57 社の研究報告206を観察すると、新興市場におけ

                                           

202 J. Parker、Indigenous Innovation Remains Key Feature of New Development Policies、The U.S. China 

Business Council、（Nov. 12, 2013）、available at: https://www.uschina.org（last visited: 2015/11/15） 

203 J. Ihrcke and K. Becker、Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-China Trade and 

Investment Relations、EU-China Trade and Investment Relations - Study 1 of 12: Machinery、31-32、

available at: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/february/tradoc_133301.pdf（last visited: 2015/11/15） 

204 R. Ong、Tackling Intellectual Property Infringement in China、China Business Review 36、no. 2、17-21 

（2009）、available at: 

http://www.chinabusinessreview.com/tackling-intellectual-property-infringement-in-china/（last visited: 

2015/11/15） 

205 H. Chesbrough、S. Ahern, M. Finn and S. Guerraz、Business Models for Technology in the Developing 

World: The Role of Non-Governmental Organizations、California Management Review 48、no. 3、48-61 

（2006）. 

206 A. Schotter and M. Teagarden、Protecting Intellectual Property in China、MITSloan Management review、

（June 17, 2014）、available at: http://sloanreview.mit.edu/article/protecting-intellectual-property-in-china/ 

（last visited: 2015/11/15） 
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る知的財産権の保護措置は、特に中国においては、9 種類の保護措置に帰納すること

ができ、その重点ポイントの違いによりそれぞれ外在防御型と内在主動型に分けられ、

この 9 種類の措置の間の各種の交錯と結合により「知的財産権保護網」（IP Protection 

web）が形成される。外在防御型の措置には、企業が特定の知的財産権の行使につい

て明確な戦略的計画を構築することが含まれる。例をあげると、十分な技術のみ移転

するが、要となる原料は中国に移転しないことである。また、中国での経営環境を理

解するため、中国市場に進出する前にビジネス情報を収集しておくことが必須である。

内在主動型の措置には、知的財産権を類別ごとに分けてそれぞれの措置を採ることで、

模倣者に彼らが複製に必要な製品又はプロセス等の「全て」に接触する機会を与えな

いことが含まれる。 

 

二、 法制面について 

 

知的財産権の保護において、先進国に比べて、新興市場では通常、提供される法

律の保護システムは、効果が低い、又はほとんど効果のないものである207。よって、

各分野の企業とも、新興市場に進出する前に、慎重にアセスメントをしておくべきで、

事前に中国の知的財産権法制度に関する特色を理解しておくことも重要である。近年

の情報拡散速度の増大に加え、ここ数年、中国政府が知的財産権の議題を徐々に重視

し、法治観念の啓蒙、関連制度の構築に積極的であることから、法的保護の面におい

てはすでに相当の改善が得られている。 

 

                                           

207 Marcus Matthisas Keupp、Angela Beckenbauer and Oliver Gassmann、How managers protect intellectual 

property rights in China using de facto strategies、R&D Managemen、volume 39、issue 2、211-244、

（2009）. 
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業であるか否かについても、表面的資料のみからは往々にして判断することができず、

外国企業の背景についての知識がなければ、判決からは訴訟に関わったのが外国企業

であると知ることが難しい。さらには、判決結果のみで、争点に対して判決理由を記

載しない判決書もあるため、これらの判決の参考価値はただ勝敗結果のみで、法院判

決の公正性についての疑問が生じることは免れない。このほかに、法院が適用する基

準も異なり、当事者がどうしたらよいか分からない状態になることももう一つの問題

である。また併せて言及すべきは208、中国において、法制面での救済はグローバル企

業にとって通常、非常に緩慢で、急場の役に立つものではなく、たとえ裁判で勝訴し

ても、裁判に時間がかかりすぎることからやはり損害を被ることになる。米製薬会社

のファイザー（Pfizer）の中国でのバイアグラ販売を例にすると、15 年間に及ぶ複雑

な裁判を経て、ファイザーは最終的に中国でのバイアグラ特許を獲得したが、当該薬

物には少量の生産価値しか残っていない。その理由は、当該薬物は大量の偽造薬品が

出回っており、加えて 12 社の中国本土企業からなる連盟が、合法的なバイアグラの

ジェネリック医薬品を製造し、市場を先取りしていたからである。結局、苦労して勝

訴を勝ち取ったファイザーは、すでに先行チャンスを逃しており、獲得できたはずの

利益を失った。 

 

近年、中国の司法全体による知的財産権保護がある程度強化されることになり209、

過去悩まされてきた法制度の問題はすでに改善が見られつつある。これはグローバル

企業にとって注目に値する動向である。以下 5 つに分けて述べていく。 

 

                                           

208 A. Schotter and M. Teagarden、supra note 206. 

209法制日報、「設立知識産權法院案件審判質效明顯提升（知的財産裁判所設立後、案件審判の質と効

率が明らかに向上）」、2015 年 9 月 21 日、ウェブサイト：

http://www.gov.cn/2015-09/21/content_2936178.htm（最終アクセス日：2015 年 10 月 20 日）。 
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1. 人民が司法による知的財産権保護の主導的役割を十分に活用し、案件の審判効

率が明らかに向上した。2012 年から 2015 年 6 月の間で、全国地方人民法院の知的財

産権に係る第一審案件は計 380,442 件を新規に受理し、すでに審理が終了したものは

352,788 件で、人民が救済により自身の権益を保護することを知っていることが明ら

かとなった。 

 

2. 専門法院の設立促進。人民法院は知識産権法院（知的財産裁判所）の設立促進

に尽力し、4 ヶ月足らずの期間で北京、上海、広州での設立作業を完成させ、中国に

おける知的財産権に係る司法保護において重大な突破となった。 

 

3. 改革イノベーションの方向を堅持し、絶えず知的財産権の審判制度を改善する

ことにより、司法審判が「三審合一210」の方向に進むことができ、改革範囲を拡大し、

徐々に司法による知的財産権保護の総合的効果が現れてきた。 

 

4. 審判公開を促進し、知的財産権の司法の透明性を高めた。例えば裁判文書の公

開については、2014 年末までに、インターネットにより公開された各級人民法院の有

効な知的財産案件の裁判文書は 110,482 件に達した。 

 

5. 最高法院が制定又は改訂した司法解釈により、知的財産権の法律適用基準と境

界がさらに統一された。 

 

（二） 法執行について 

 

                                           

210 いわゆる「三審合一」は、知識産権法院が知的財産権に係る民事、行政及び刑事事件を一括して審

理する制度である。 
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中国において、知的財産権の救済ルートは、司法と行政による調査・処分の 2 つ

がある。後者は、地方行政機関が権利者からの申立を受けて、直接知的財産権の紛争

を処理することができるというものである。行政機関は職権により証拠を調査し、さ

らには差押え等の手段を執行して権利者の権利を保全し、侵害を排除することができ

る。中国の主権区域は広大であり、権利侵害案件は膨大で防ぎきれるものではないた

め、全ての案件が司法救済を利用することは不可能であり、行政救済ルートは司法に

比べ、効率が比較的良いことから、権利者にも広く受け入れられている救済手段であ

る。 

 

しかしながら、中国が持つ知的財産権侵害に関する「司法、行政の 2 つの救済ル

ートの並立」という特有の救済ルートは、グローバル企業にとって以下の、実際に直

面する難題がある。先ず、手続き面について言えば、この 2 つの救済ルートは併用で

きることから、権利者は司法ルート以外に、同時に行政救済ルートを使うこともでき

る。表面的には、制度設計は権利者の保障について相当周到であるように見えるが、

実際には、行政と司法の並行した手続きが互いに影響し合い、複雑に入り組み、法律

に通じていない者にとって、特に言語上隔たりのあるグローバル企業にとって言えば、

このような特有の 2 つの並行救済ルートを理解し、さらに自身の権益を保護するのに

最も有効な手段を選択することは実に容易ではない。このほかに、より実質的な問題

211として、2 つのルートを並行運用することによって、各々の法執行の基準が一致せ

ず、統一的基準が欠如することになる。言い換えれば、同一の知的財産案件について、

2 つの体制の下で相互に衝突する裁決が下される可能性があり、当事者の保障にとっ

ても非常に大きな不安定さをもたらすことになる。たとえグローバル企業が、中国現

地で専門の代理人を探し、上述の問題の解決に協力を求めたとしても、なお地方保護

                                           

211呉漢東・鎖福濤、「中國知識産權司法保護的理念與政策（中国における知的財産権に係る司法保護

の理念と政策）」、『当代法学』、第 6 期、p43-44。2013 年 
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主義に直面する可能性がある。即ち、中国の一部の都市においては法治が必ずしも徹

底されていない場合もあり、地方保護主義のために、法執行時において、権利侵害紛

争の公平性が保たれず、下された決定に対する当事者の納得感が低くなることもある。 

 

第三節  日本企業による中国における知財問題への対応策及び

海峡両岸知的財産権保護協力協定が果たす役割 

前述したとおり、日本企業は中国で多くの異なる苦境に直面しており、本報告で

は各種の直面するであろう問題について、日本企業は、いかにすれば台湾を通して関

連する保護を獲得することができるのかを紹介する。また、海峡両岸知的財産権保護

協力協定の調印により、確実に両岸知的財産権の交流が促進され、台湾の権利者が中

国市場進出の際に更なる保障を得ることができるようになった。日本企業の角度から

言えば、両岸協定の位置付けとはどのようなものになるだろうか。日本企業が台湾企

業と提携し、台湾で知的財産権活動を進める場合、台湾をパートナーと見なして中国

市場進出を目標とするはずで、両岸協定の存在はまさに最適な架け橋となるものであ

る。 

 

第一項  特許出願について 

 

先ず、両岸協定において、最も注目されるのは優先権の相互承認、協力処理メカ

ニズム及び審査協力であり、これらについては日本企業が活用できる可能性がある。

両岸協定の調印により、過去数年の両岸双方の知的財産権の交流は日増しに増加して

いる。双方が優先権を相互承認していることから、両岸間でより多くの出願が提出さ

れるようになり、双方の主務官庁は出願の審査の上で互いの業務について徐々に熟知

してきた。また、それだけでなく、頻繁な業務協力と交流、及び協力処理メカニズム

の運用により、両岸における案件審理の相互学習に寄与することにもなっている。こ
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のほか、さらに大きな優位性は、両岸間の公用語が互いに通じるため、外国企業と比

べ、障害がほとんどないと言ってよく、翻訳に必要な時間とコストを節約することが

できるという点である。また、台湾と中国が今後特許審査ハイウェイを構築した場合、

将来両岸間における特許出願の審査期間は大幅に短縮され、台湾出願人の時間とコス

トも大幅に低減することができると予想される。 

 

また、統計によると212、2010 年から 2013 年の間、中国で受理された台湾からの

専利（特許、実用新案及び意匠の 3 種類を含む。以下同じ。）出願件数は合計 6.7 万件

で、特許∕登録査定件数は 5 万件となり、特許∕登録査定率は約 75%となった。また、

統計によると213、中国で受理された日本からの専利出願件数は合計 155,524 件で、特

許∕登録査定件数は 100,733 件となり、その特許∕登録査定率は約 65％となった。この

データから、台湾人の中国での専利出願の特許∕登録査定率が相当高いことが分かる。

多くの原因が考えられるが、日本企業が台湾を通して中国に特許出願した場合、比較

的高い特許∕登録査定率を得られる可能性があることも否定できない。 

 

台湾の出願人は他国の出願人に比べ、中国市場進出において極めて優位であり、

これらは日本企業が両岸の協定を活用して特許出願する際に利益を獲得できるとこ

ろである。しかし、注意を要するのは、主務官庁に電話で確認したところ、優先権主

張を伴う出願が可能な主体については、台湾の自然人又は法人に限って主張できると

いうのが主務官庁の考えであることから、単純な日台提携形態の場合、日本企業は台

湾の提携先企業に主張してもらうよう要求できるのみで、自ら主張することはできな

い。 

                                           

212湯志明、「大陸專利審査情況介紹（中国特許審査状況の紹介）」、国家知識産権局審査業務管理部、

プレゼンテーション p24、2014 年 9 月。 

213五大特許庁公式サイト、ウェブサイト：http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports.html（最終

アクセス日：2015 年 12 月 1 日）。 
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このほかに、両岸協定における業務交流に関する部分については、ここ数年の実

践を経て、台湾側は中国側の知的財産権に関する書類を把握し、すでにデータベース

の構築と関連データの分析を行っている。日本企業は中国進出前の調査作業にあたり、

台湾でこれらの資源を利用し必要な情報を収集して、最も初歩的な知的財産権ポート

フォリオに関する決定を下すことができる。  

 

第二項  知的財産権の漏洩防止について 

 

次に、現在中国における模倣品と海賊版の横行により、全世界がこのために喪失

した経済的利益は巨大であることについてである。しかし、中国経済はますます発展

しており、世界でもすでにリーダの地位を築いている。言い換えれば、世界各国はす

でに中国を避けて経済貿易活動を行うことは不可能ということである。一方で製品が

中国の模倣品による権利侵害を被るという問題も避けることはできない。日本企業に

とって、台湾企業との提携は、両岸協定の協力処理メカニズムを通し、自社の知的財

産の権利侵害リスクの低減を達成できるもので、それは製品が権利侵害されるという

問題を解決する方法の一つである。本報告でも、これは両岸協定のうち、日本企業に

とって最も役立つものであると考えている。また、世界の他の国に比べ、日本企業に

は台湾企業と提携する多くの理由があるが、本報告では前半部分ですでに述べたため、

ここで改めて述べることはしない。 

 

協力処理メカニズムの請求の主体については、主務官庁は特許、商標及び著作権

であれば、いずれも台湾の自然人又は法人の主張に限られるが、植物品種権の協力処

理については、台湾で植物品種権を取得していればよいとしており、台湾の自然人及

び法人に限るものではないとしている。 
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第三項  法制面について 

一、 法規・制度について 

 

法規範において、台湾の法規範は中国と比べより明確であり、司法裁判において、

営業秘密に関する事例を除き、何人も随時司法サイトにおいてすべての関連事例に関

する情報を簡単に照会することができ、判決書から裁判官の事実認定・法の適用から

判決結果に至るまでの心証過程を知ることもできる。中国と日本は、特許用語におい

て台湾と中国ほどは近くなく、また言語上の障壁のため、文献のサーチについては台

湾の迅速さには敵わない。日本企業が先ず法規が比較的明確な台湾で特許を出願及び

取得した後で、中国の特許代理人の資格を取得した台湾の特許代理人を通して法規が

比較的不明確な中国へ特許出願すれば、これらの人材の中国法令への理解を活用でき、

また、台湾名義での中国特許出願により、日本名義で行うよりも高い特許∕登録査定

率を獲得できる可能性もある。 

     

二、 法執行面について 

 

中国の知的財産権分野において、行政による法執行は現在の法制体系における最

大の問題で、世界各国が中国でビジネスを展開する際に直面する問題でもある。日本

企業が中国で遭遇する最大の問題は剽窃であるが、これについては本報告の前半部分

ですでに簡単に説明しておいた。剽窃の問題は、まさに両岸協定における協力処理メ

カニズムが最も効果を発揮できる部分である。製品の権利侵害問題について、最も早

く権利を保全することができる救済ルートは中国の地方機関への行政調査・処理の請

求であるが、権利侵害案件数が膨大であることに加え、地方保護主義的な傾向が見ら

れることから、自身の権益が不公平な扱いを受けることとなる。 
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協力処理メカニズムの最大の目的は、中国地区における台湾企業が不公平な扱い

に直面した時に、自身の権益を勝ち取ることができ、このメカニズムにより、台湾知

的財産局へ通報し、中国の主務官庁と交渉させることで、中国側の紛争案件に対する

注目度を高め、悪意による先取り登録、権利侵害の紛争が効率よく解決できるように

することにある。例えば、中国政府の公権力の介入により、地方の法執行機関が公正

な証拠調査をできるよう督促し、迅速に案件を終結させる等のメリットがある。協力

処理メカニズムの運用成果については、本報告の前半部分ですでに論述したが、台湾

企業にとって、これは両岸協定の存在で最も実益のある部分であり、日台提携により

設立される会社も自然と協力処理メカニズムの適用対象となる。 

 

さらに、資料によると、近年、中国の人民最高法院はすでに台湾法院の民事判決と仲

裁裁決を承認していることが示されている214。特許案件も民事判決に属することから、

日本企業が台湾法院を知的財産権関係訴訟事件の管轄法院として選択した場合、台湾

法院の案件審理における裁判手続に係る公開性と透明性又は裁判官自身の専門性と

いう優位性があり、加えて判決の結果が中国の法院を拘束することができれば、日本

企業はより自身の権益を保護することができる考えられる 

  

                                           

214 「最高人民法院による台湾地区における法院の民事判決に関する承認及び執行規定」は、2015 年 6

月 2 日に中国最高人民法院審判委員会第 1653 回会議にて可決された。ここに公布し、2015 年 7 月 1

日に施行する。 
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第五章 台湾における知財保護の現状と活用 

 

第一節  日本企業の台湾における訴訟関与状況 

第一項 民事事件のタイプ 

 

知的財産法院組織法第 3 条第 1 号、第 4 号、及び知的財産案件審理法第 7 条の

規定により、台湾知的財産裁判所が管轄する知的財産に係る民事訴訟事件の範囲には、

以下のものが含まれる。（一）知的財産権の権利帰属又はその出願権の帰属、及びそ

の報酬に関する紛争事件。（二）契約紛争事件：（1）知的財産権の許諾契約事件。（2）

知的財産権の譲渡、質権設定、信託、登録同意、出願権の譲渡及びその他の契約に関

する紛争事件。（三）権利侵害紛争事件：（1）知的財産権の財産権侵害に関する紛争

事件。（2）知的財産権の人格権侵害に関する紛争事件。（四）知的財産権の使用によ

り生じた補償金、ロイヤリティーに関する紛争事件。（五）公平交易法の知的財産権

保護に関する事件。（六）知的財産権の証拠保全及び保全手続事件。（七）その他、法

律の規定又は司法院の指定により台湾知的財産裁判所が管轄する事件。範囲が広すぎ

ることから、本報告では、損害賠償事件を重点として討論していき、その他の事件タ

イプについては、重要事例のタイプの数をサーチするのみとする。 

 

本報告で収集した裁判のタイプには、原告による訴訟費用の担保、証拠保全、

権利侵害事件、再審事件、及び訴訟記録の閲覧請求が含まれる。統計によると、台湾

知的財産裁判所が設立してから 2015 年 9 月 30 日までに、これらの事件タイプに関わ

るものは合計 44 件あった。うち、権利侵害事件の総数が最も多く合計 30 件となり、

第一審判決が 16 件、第二審判決が 13 件、及び再審判決 1 件が含まれる（表 5-1 を参

照）。 
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に再審請求の棄却決定が下された（台湾知的財産裁判所民事判決 98 年度（2009 年）

民専上再易字第 2 号）。また、注意すべきは、日本企業が原告である勝訴事例におい

て、それで得られた賠償金額の割合が依然として低すぎることであり、これについて

は後続する判決結果を引き続き観察していく必要がある（表 5-3 を参照）。 

 

表 5- 2 日本企業の権利侵害訴訟事件における勝訴の分析（日本企業の角度から） 

 第一審 第二審 

 合計 勝訴 敗訴 

一部

勝

訴・一

部敗

訴 

合計 
控訴

棄却 

原判

決廃

棄（全

部） 

原判

決廃

棄

（一

部） 

日本企

業原告

∕控訴

人 

14 - 10 4 7 7 - - 

日本企

業被告

∕控訴

人 

2 2 0 - 6 2 2 2 
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表 5- 3 権利侵害事件において原告が得た賠償額と当初の請求額の分析 

 

事件番号 当初の請求額 得た賠償額 

日本企業

が原告側 

第一

審 

98 年度（2009

年）民専訴字

第 21 号 

2,500,000 台湾元 2,500,000 台湾元 

99 年度（2010

年）民専訴字

第 173 号 

930,000 台湾元 420,000 台湾元 

100年度（2011

年）民専訴字

第 47 号 

181,467,000 日本

円 
1,854,078 台湾元 

102年度（2013

年）民専訴字

第 97 号 

20,000,000 台湾

元 

13,000,000 台湾

元 

第二

審 

100年度（2011

年）民專上字

第 23 号 

930,000 台湾元 269,600 台湾元 

日本企業

が被告側 

第二

審 

99 年度（2010

年）民專上字

第 21 号 

2,000,000 台湾元 995 台湾元 

  

 

2 番目に多い事件のタイプは、訴訟費用の担保で合計 7 件である。この事件のタ

イプは民事訴訟法第 96 条の制限によるもので、同規定によると、原告が台湾に住所、

事務所や営業所がない場合、裁判所は被告の申立てにより、裁定で、訴訟費用の担保
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を立てるよう原告に命じなければならない。ただし、原告が台湾において訴訟費用を

賠償するに足る資産がある場合、これは適用されない。立法理由の説明によると、そ

の立法の趣旨は、原告が台湾に住所、事務所や営業所がない場合、将来的に訴訟が終

了し、その訴訟費用の負担を命じられた時に執行困難になることを免れないことにな

り、被告の利益の保全のために、あらかじめ訴訟費用の担保を提供する規定が設けら

れたものである。しかしながら、実際の運用の結果、往々にして被告が外資企業から

の提訴を防ぐために用いられており、これは検討の必要があると考えられている。も

う一つ注目に値すべきは、証拠保全の申立てについてであるが、統計資料によると、

日本企業が関与した証拠保全申立事件は合計 5 件あり、3 番目に多い事件タイプとな

っている。うち 4 件は日本企業による申立てで、1 件は相手方から申し立てられたも

ので、日本企業が行った 4 件の証拠保全の申立ては、全て認容されており、相手方に

より行われた証拠保全の申立ては、却下の裁定が下された（台湾知的財産裁判所民事

裁定 97 年度（2008 年）民専抗字第 2 号）。刑事事件は公権力を通じて関連の証拠を調

べることができることに対し、民事訴訟事件は当事者主義を重視するため、当事者に

関連する証拠調べや収集を委ねることとなっている。しかし、特許権侵害の有無及び

損害賠償金額の算定については、被告の内部情報に頼らざるを得ないのが常であり、

これについて当事者は往々にして自ら調べることができないが、2001 年 10 月 24 日の

専利法改正により刑事罰が廃止されているため、現在では、証拠保全の制度を救済手

段として頼る必要がある。 

 

第二項  行政事件のタイプ 

 

日本企業の台湾における行政事件については、行政法院の組織構造の幾度にわた

る改革、及び特許行政争訟制度の改正により、日本企業の台湾における特許に関する

行政事件については収集が比較的困難であり、本報告ではこの部分について、先に台
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湾の行政法院の組織構造の改革と特許行政争訟制度の改正について紹介し、それから

日本企業の台湾における行政判決について統計と分析を進めていくこととする。 

 

一、 台湾行政法院の組織構造 

 

台湾行政法院組織法は、最も早く制定されたのは 1932 年 11 月 17 日で、その後、

幾度も改正を経てきたが、最も重要な改正は 1999 年 2 月 3 日と 2011 年 11 月 23 日の

改正であった。早期には、全体主義的統治時代にあったことから、公法に属する法規

の発展は厳重な制限を受けており215、関連する公法事件も多くない状況にあり、全台

湾において一級行政法院のみで台湾全土の公法事件を一括して取り扱っていた216。

1999 年 2 月 3 日に行政法院組織法の全面改正を経て、ようやく高等行政法院と最高行

政法院が増設され217、さらに改正理由の中で、「一級一審制」が当事者の権益保護に

対し周到でないため、行政訴訟の審理制度を「二級二審と一級一審の並行制」に改め

ることを明確に指摘した。また、行政訴訟法の 1998 年 10 月 28 日の改正後、再訴願

手続きを経た後に行政法院に取消訴訟を提起できるという規定を削除し、全面的に

「二級二審制」を採用することに改めた。また、訴願法も 1998 年 10 月 28 日の改正

で、行政訴訟法の二級二審制の全面採用に改められたことに合わせ、行政救済手続き

に時間がかかり過ぎて、訴訟不経済が生じることのないよう、さらに再訴願手続きを

                                           

215 これは、国民党が 1949年に台湾に撤退してから 1987 年に戒厳が解かれるまでに、行政組織法の改

正が 1 回、行政訴訟法も 2 回しか行われなかったことから明らかである。 

216 1975 年 11 月 28 日付で改正された行政法院組織法第 1 条において、「行政法院は全国の行政訴訟に

係る審判の事務を掌理する。」と規定されている。 

217 1999 年 2 月 3 日付で公布された行政法院組織法改正案により、 

行政法院は以下の二級に分けられる。 

一、高等行政法院。 

二、最高行政法院。 
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廃止するとともに、再審手続きを新設した。最後に行政訴訟法の 2011 年 11 月 23 日

の改正時に、訴訟の利便性を考量し、並びに道路交通管理処罰条例違反による裁決の

救済事件が、普通法院から行政法院への審理に回帰されたことで案件数増加のプレッ

シャーを解決するため、行政訴訟法第 3 条の 1 を改正し、行政訴訟を取り扱う地方法

院の行政訴訟法廷も、行政訴訟法でいう行政法院と見なすこととし、また、2011 年

11 月 23 日に行政法院組織法第 7 条についても同時に改正を行ったため、現在台湾の

行政救済制度は「三級二審制」を採っている。 

 

二、 特許制度の変革 

 

過去において、特許の取消制度は、特許査定後、証書受領前の異議申立制度、及

び証書受領後の無効審判制度に分けられていた。いわゆる異議申立制度とは、特許が

特許査定の公告がなされた後、異議申立期間に誰からも異議を申立てられず、又は異

議申立てが不成立（維持決定）となってから、特許証書を取得できることを指す218。

しかし、異議申立手続には時間がかかり、特許権の有無をめぐる紛争が遅々として確

定することができない、又は異議申立手続により特許権者の証書受領を妨害しようと

する者がいることから、特許権者に対する保護が実に周到でないことが明らかであっ

た。また、台湾の現行の無効審判手続における法定の無効審判請求の理由は、異議申

立ての理由とほぼ同様となっており、両者の手続は殆ど差がなく、これらを不服とす

る場合に提起することができる行政救済手続きも完全に同じであるため、実に並存す

る必要がないものであった219。ゆえに、特許法の異議申立制度に関する規定は削除さ

れ、さらに 2004 年 7 月 1 日の施行後、無効審判制度が全面的に採用されることとな

った（台湾の現行特許法第 71 条、第 119 条、第 141 条）。しかし、無効審判の審理は

                                           

218謝銘洋、前記注 122、p171、2011 年 9 月。 

219 2003 年 2 月 6 日付で改正公布された台湾特許法の改正総説明。 
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当事者対立構造を採用することに改められるべきであり、行政救済とすべきではない

220、と考える学者もいる。これは、無効審判の審決取消訴訟において、被告側の訴訟

参加者の数が多い理由である。 

 

また、2011 年 12 月 21 日の特許法改正後、産業界及び国際間の意匠に対する保護

の通常の概念に合わせ、また意匠法による保護対象を明確に表徴するため、保護対象

の名称を、従来の「新式様」から「設計」に改正した。ゆえに、2013 年 1 月 1 日の施

行後の「新式様」に関する判決においては、名称が全て「設計」に変更されることと

なった。本報告の判決サーチの範囲には、法改正の前後が含まれることから、本報告

の統計については、名称として一律「設計」用いることをあらかじめ説明しておく。 

 

三、 事件タイプの統計 

 

   統計によると、台湾知的財産裁判所の設立（2008 年 7 月 1 日）から 2015 年 9

月 30 日まで、日本企業が原告又は参加人である全ての行政事件は合計 37 件ある。37

件の知的財産裁判所の行政事件のうち、27 件は日本企業が原告として提訴したもので、

10 件は日本企業が訴訟において被告側に独立当事者参加したものである。27 件の日

本企業が原告として提訴した事件において、7 件が勝訴し、その他の 20 件は敗訴とな

った。事件タイプは特許の無効審判がほとんどを占め、合計 11 件となり、2 番目に多

かったのは、特許出願の合計 5 件であった。勝訴事件について言えば、特許の無効審

判事件では 4 件が勝訴し、実用新案登録出願、訴訟記録の閲覧請求及び実用新案の無

効審判がそれぞれ 1 件勝訴した。10 件の訴訟における被告側への独立当事者参加事件

のうち、特許の無効審判事件が大部分を占め、合計 7 件となり、実用新案の異議申立

                                           

220謝銘洋、「智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進（知的財産法院の設置と特許・商標

の行政救済制度の改善）」、『月旦法学雑誌』、第 139 期、p5-17、2006 年 12 月。 
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表 5- 6 知的財産法院における民事事件第一審の終了状況 

年度 

 終了状況 

合計 

取 

下 

げ 

判決 和解 

却

下

裁

定 

管

轄

移

送 

調

停

成

立 

そ

の

他 
計 

勝

訴 

敗

訴 

一

部

勝

訴

・

一

部

敗

訴 

勝訴率（一部勝

訴含む）は小数

点第4位を四捨

五入したもの 

件数 

2008 11 1 9 1 8 - 11.1% 1 - - - - 

2009 131 28 69 3 58 8 15.9% 25 6 3 - - 

2010 211 63 103 4 89 10 13.6% 27 18 - - - 

2011 168 42 108 7 85 16 21.3% 15 3 - - - 

2012 133 28 100 4 76 20 24% 5 - - - - 

2013 153 27 116 8 90 18 22.4% 7 3 - - - 

2014 111 25 74 5 56 13 24.3% 11 - 1 - - 
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表 5- 7 知的財産法院における民事渉外事件第一審の終了状況 

年度 

 終了状況 

合

計 

取

下

げ 

判決 
和

解 

却

下

裁

定 

管

轄

移

送 

調

停

成

立 

そ

の

他 

 

計 
勝

訴 

敗

訴 

一部

勝

訴・

一部

敗訴 

勝訴率（一

部勝訴含

む）は小数

点第 4 位

を四捨五

入したも

の 

件

数 
 

2008 1 - 1 - 1 - 0% - - - - -  

2009 19 1 9 - 7 2 22.2% 6 2 1 - -  

2010 23 3 17 1 14 2 17.6% 3 - - - -  

2011 22 6 12 2 6 4 50% 2 2 - - -  

2012 21 6 15 1 8 6 47% - - - - -  

2013 24 8 15 1 13 1 13% - 1 - - -  

2014 15 2 11 2 8 1 27.2% 2 - - - -  
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表 5- 8 知的財産法院における民事事件第二審の終了状況 

年度 合計 

控訴

取下

げ 

第一

審の

訴え

の取

下げ 

控訴の却

下・棄却 
原判決廃棄 

和解 
調停

成立 

その

他 不適

法 

理由

なし 
全部 一部 廃棄率 

2008 14 2 - - 7 1 1 14.3% 3 - - 

2009 59 7 - 1 32 2 4 10.2% 12 - 1 

2010 92 11 - - 45 7 10 18.5% 17 1 1 

2011 133 14 - - 79 5 12 12.8% 23 - - 

2012 85 11 - - 49 2 18 23.5% 5 - - 

2013 92 11 - - 55 10 11 22.8% 4 - 1 

2014 65 6 - - 38 4 11 23% 5 - 1 

 

 

表 5- 9 知的財産法院における民事渉外事件第二審の終了状況 

年度 合計 

控訴

取下

げ 

第一

審の

訴え

の取

下げ 

控訴の却

下・棄却 
原判決廃棄 

和解 
調停

成立 

その

他 不適

法 

理由

なし 
全部 一部 廃棄率 

2008            

2009            

2010            

2011            

2012            

2013 19 3 - - 7 4 4 42.1% 1 - - 

2014 13 3 - - 5 - 2 15.4% 3 - - 
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上述した資料から、権利者（即ち原告）の台湾知的財産裁判所第一審判決におけ

る勝訴率は、大体 2 割前後を維持しているが、渉外訴訟事件のみを判断すると、デー

タが少なすぎる 2008 年と 2013 年以外では、原告の勝訴率は明らかに上昇しているこ

とが分かる。第二審については、上述した資料から、台湾知的財産裁判所第二審全体

の破棄率は 2012 年以前はわずか 1 割前後であったが、2012 年以降の破棄率は 2 割前

後に達し始めたことが分かり、この部分については、「審級の利益」の概念が確実に

反映されているものと理解されるが、今後の観察が引き続き必要である。渉外事件に

ついては、司法統計資料が 2013 年以降の渉外事件しかないため、本報告では現在の

ところ情報が不十分であり、更なる多くの判決情報を待ってから初めて関連する動向

について観察することができると考える。 

 

第四項  個別案件の紹介 

 

ここでは、日本企業が台湾の訴訟制度の運用を理解できるよう、サーチ結果から

幾つかの判決を選択して紹介する。 

 

一、 日本企業・日亜化学と億光電子（エバーライト）の事例 

 

本報告では先ず、日本企業の日亜化学とエバーライトの民事事件について紹介す

る。本事例の原告は日本企業・日亜化学で、被告（エバーライト）が生産する

99-215UWC/TR8 型 、 115UWC/XXX/TR8 （「 系 爭 115UWC 製 品 」） 及 び

99-115UTC/710/TR8 （「系爭 115UTC 製品」）の発光ダイオード製品が、原告が取得し

ている第 D089036 号（図 5-1 を参照）意匠権（権利存続期間は 2004 年 2 月 1 日から

2014 年 4 月 29 日まで）を侵害しているとして、台湾板橋地方法院へ訴訟を提起し、

損害賠償金 1,000 万台湾元を主張し、後に 8,000 万台湾元に拡大したものである。第

一審（台湾板橋地方法院民事判決 95 年度（2006 年）重智字第 3 号）及び第二審（台

湾高等法院民事判決 96 年度（2007 年）智上字第 45 号）はいずれもエバーライトに日

亜化学へ 8,000 万台湾元の賠償を命じる判決であったが、エバーライトはこれを不服
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として最高法院へ上告し、最高法院は本件に適用すべき準拠法に依然として疑義があ

り、また、日亜化学の第 D089036 号意匠権の有効性を先に審理していないとして、原

判決を破棄し台湾知的財産裁判所へ差し戻し、審理のやり直しを命じた（最高法院民

事判決 98 年度（2009 年）台上字第 2333 号）。その後、台湾知的財産裁判所は日亜化

学の係争意匠は創作性に欠けるとの理由で、日亜化学敗訴の判決を下し（台湾知的財

産裁判所民事判決 99 年度（2010 年）民専上更（一）字第 1 号）、これを不服とした日

亜化学は最高法院へ上告し、最高法院は最高法院判決 100 年度（2011 年）台上字第

1843 号にて、係争意匠は取り消すべき理由がある（創作性の欠如）として、日亜化学

の上告を棄却して判決が確定した。 

 

無効審判については、原告（エバーライト）は先ず、台湾知的財産局に無効審判

請求を提起したが、台湾知的財産局が 2009 年 10 月 27 日に「無効審判の請求不成立」

処分（維持審決）（(98)2009 年智専三(一)03027 字第 09820681450 号意匠無効審判審決

書）を下した。その後すぐに、原告は経済部に訴願を提起したが、経済部は中華民国

2010 年 5 月 19 日経訴字第 09906056580 号で、原処分維持とする訴願決定を下したた

め、行政訴訟を提起した。台湾知的財産裁判所は 2011 年 3 月 3 日、創作性の欠如を

理由として、無効審判成立（無効審決）とし、訴願決定及び原処分を共に取消す判決

（台湾知的財産裁判所行政判決 99 年度（2010 年）行専訴字第 76 号）を下した。台湾

知的財産裁判所の判決を不服とした日亜化学は最高行政法院に上告し、最高行政法院

は当該意匠は創作性に欠けるとして最高行政法院判決 100 年度（2011 年）判字第 1769

号にて上告棄却とした。日亜化学は別途、法官（裁判官）は忌避すべきなのに忌避し

ていないとして再審を提起したが、最高行政法院は 101 年（2012 年）度裁字第 25 号

にて、再審の訴えは不適法であるとしてこれを却下する旨の裁定を下し、本件は確定

した。 
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双方の主な争点は、準拠法の適用とは何か、無効審判請求の結果が出る前に訴訟

手続き中止（停止）の裁定をすべきか否か、被告に故意又は過失はあったか否か、係

争意匠（D089036）は創作性を具備するか否か、及び当該意匠の属する技芸分野にお

ける通常の知識とデザイン力を有する者の判断基準となった。また、エバーライトは、

第一審の際に鑑定人及び裁判官を忌避する旨を申し立てたが、いずれも法院に却下さ

れた（詳しくは台湾板橋地方法院民事裁定 96 年度（2007 年）声字第 1946 号、台湾板

橋地方法院民事裁定 96 年度（2007 年）声字第 2589 号及び台湾高等法院民事裁定 96

年度（2007 年）抗字第 1532 号を参照）。 

 

上述の紛争について、法院は知的財産法院民事判決 99 年度（2010 年）民専上更

（一）字第 1 号において、以下のように考えている。管轄権と準拠法については、本

件は客観的に損害の事実が発生し、当該事実の発生地点はいずれも台湾で生じたこと

がすでに証明されており、権利侵害行為により生じた債権債務関係に属することから、

台湾法院が管轄権を有することは当然である。準拠法については、裁判当時の旧渉外

民事法律適用法第 9 条（現渉外民事法律適用法第 25 条）に基づき、渉外的権利侵害

行為に関する準拠法は、「権利侵害行為地の法律」及び「法廷地法」を累積適用すべ

きであるため、どのような法律の適用であっても、準拠法はいずれも台湾法となる。

訴訟中止を裁定すべきかについては、第一審法院では訴訟中止を裁定すべきか否かの

決定はその正当性を考慮すべきとしたが、本件被告は 2004 年 6 月 4 日に経済部が発

行した（93）2004 年智専一（三）03019 字第 09320517610 号の意匠出願拒絶理由先

行通知書を受取っていたが、当時、意匠登録の無効審判を請求しておらず、訴訟の手

続きに入ってからその有効性を争うことは正当性がないと判断した。しかし、台湾知

的財産裁判所は、知的財産案件審理法第 16 条221の、同一の民事訴訟手続における専

                                           

221台湾知的財産案件審理法第 16 条：「当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又

は抗弁する場合、法院はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず、民事訴訟
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利権の有効性と権利侵害の事実を一回的に解決することで、迅速に権利保護の実現を

図るという立法目的を貫徹するために、前述した台湾知的財産裁判所による「無効審

判不成立」の審決（維持審決）及び経済部による原処分の維持と訴願決定をもって、

係争意匠が新規性及び創作性を具備すると判断する根拠としてはならないと考え、訴

訟中止の裁定をすることなく、台湾知的財産裁判所自ら審理すればよいとした。 

 

係争意匠（D089036）の創作性の有無及びそれが属する技芸分野における通常の

知識及びデザイン力を有する者の判断基準について、以下に説明する。それが属する

技芸分野における通常の知識及びデザイン力を有する者の判断基準について、法院は

「消費者」の角度から判断すべきとしているが、その理由は詳しく述べられておらず、

また、創作性の有無は、外界からの適切な刺激により引き起こされる視覚に訴えるも

のであるが、機器に表示され又は拡大表示された画面で視覚を通じて起こさせる感覚、

観点も排除できないため、本件が属する技芸分野における通常の知識及びデザイン力

を有する者とは、機器に表示され又は拡大表示された画面で視覚を通じて観察する消

費者のことを指すべきである。創作性については、それが属する技芸分野における通

常の知識及びデザイン力を有する者が引用証拠 1 の本体と引用証拠 2 の図 4 に表れて

いる「L 型側面部」を参考にして、自ら容易に係争意匠のデザインを思いつくもので、

且つ、係争意匠は引用証拠 1 と引用証拠 2 の組み合わせと比べ、そのデザイン形状は

目立たせるための簡単な変化にすぎず、発光ダイオード全体のデザインには特異な視

覚的効果を生じていないため、係争意匠は創作性に欠けると判断した。 

 

                                                                                                                                    

法、行政訴訟法、商標法、特許法、植物品種及び種苗法、又はその他の法律における訴訟手続の停止

に関する規定を適用しない。  

前項の状況につき、法院が取消し、廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権者は、当該民事

訴訟において、相手方に権利を主張することができない。」 
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故意又は過失について、原告は第一、二審において主張しただけであるが、法院

は、経済部からの回答書面を受け取った際に、すでに権利侵害の可能性を知っていた

にも関わらず、なお係争製品に関する販売意欲を持っていたため、被告の故意による

侵害であったと判断することができると認めた。また、被告は第一審の反訴において、

原告が公平交易法第 19 条第 1 項第 3 号及び同法第 22 条の規定に違反するとして、民

法第 184 条、第 195 条及び公平交易法第 30 条、第 31 条の規定に基づき 1,000 万台湾

元の損害賠償を主張したが、第一審法院は、反訴原告（本訴被告）の係争 3 型番製品

は確実に反訴被告（本訴原告）の権利請求の範囲内に含まれており、反訴被告の係争

意匠を侵害していると認めたため、反訴原告による関連の主張には理由がないとした。 

 

二、 鴻海と日本企業・クエイザー株式会社の事例 

 

本報告でこの事例を選択した理由は、本報告でサーチした民事権利侵害事件にお

いて本事例が日本企業を被告とする唯一の事例であり、且つ、それぞれ第一審判決（台

湾台北地方法院 97 年（2008 年）智字 30 号）及び第二審判決（知的財産法院民事判

決 99 年度（2010 年）民専上字第 21 号）のいずれにおいても一部勝訴したものである

からである。第二審判決において、日本企業は鴻海の特許権を侵害する製品を使用・

販売してはならない旨の判決が下されたが、第一審の判決によって支払を命じられた

9,954 台湾元の賠償金は、第二審の判決においてはわずか 995 台湾元に改められたた

め、本件の民事事件の損害賠償金額の算定については、一定の啓発効果があるため、

以下、本報告では本件の各審級における判決について簡単に紹介していくこととする。 

 

本件の原告は鴻海精密工業株式会社 (Hon Hai Precision Industry Company Ltd)で、

被告は日本企業のクエイザー株式会社(QUASAR SYSTEM INC)である。原告の係争特

許は経済部知的財産局が 1990 年 3 月 11 日に特許登録査定を公告したもので、その公
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告番号は 384557 号、証書番号は第 127442 号（図 5-2 を参照）（特許権の存続期間は

2000 年 3 月 11 日から 2018 年 5 月 7 日まで。優先権日は 1997 年 5 月 10 日）である。

原告は、被告の「1.8V DDR SCKT 5.2H 200pos STD TYPE」及び「1.8V DDR SCKT 5.2H 

200pos RVS TYPE」の 2 製品が係争特許を侵害しているとして、200 万台湾元の損害

賠償金額を請求した。第一審法院は、台湾台北地方法院民事判決 97 年度（2008 年）

智字第 30 号にて、被告がかつて 2008 年 7 月 17 日の口頭弁論期日において「原告が

被告の係争製品を購入し、しかも当該係争製品は係争特許の特許請求の範囲に含まれ

る」と自認していたことから、被告が生産・販売した製品は原告の特許を侵害してい

ると認めた。その後被告は、旧特許法第 79 条（現特許法第 98 条）222を主張したが、

法院は、原告はすでに 2006 年 9 月 28 日に権利侵害警告書を被告のクエイザー株式会

社に発送し、その係争製品が係争特許を侵害している旨を告知済みで、被告クエイザ

ー株式会社が翌日にその警告書を受領した。これについて、原告はその警告書と郵便

配達証明書を持っており、ゆえに、被告は少なくとも 2006 年 9 月 29 日以降は係争特

許の存在を知っていたと認定するに足りる、と判断した。損害賠償金額の算定につい

て、原告は、被告が係争製品を安価にダンピング販売したことで、原告もまた値下げ

販売せざるを得なかった（差額説）として 200万台湾元の賠償金の請求を主張したが、

法院は製品の値下げ販売は、製品の市場の供給と需要、その他同業との競争、市場景

気、流行の動向、販促手法等の原因により引き起こされた可能性もあり、全てを被告

が係争製品を製造販売したことによりもたらされたとする必要はなく、且つ、原告も

その因果関係を証明することができないとして、民事訴訟法第 222 条第 2 項の規定に

基づき、権利侵害者が権利侵害行為により取得した利益（販売総額説）を損害賠償金

                                           

222旧台湾特許法第 79 条：「特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなけ

ればならず、並びに、実施権者又は強制実施権者にも当該番号の表示を要求することができる。表示

しなかった場合、損害賠償を請求することができない。ただし、特許権侵害者が、当該物品が特許を

受けたものであることを明らかに知っていた場合、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実

がある場合は、この限りでない。」 
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額の賠償金とするとした。（即ち単価 1.5 米ドルで係争製品（即ち型番「1.8V DDR SCKT 

5.2H 200pos RVS TYPE」）200 個を訴外人の京華社に販売し、9,954 台湾元の所得を得

た。） 

 

原告は原判決を不服として控訴を提起したが、第二審法院は知的財産法院民事判

決 99 年度（2010 年）民専上字第 21 号にて、原告が新しく主張した「クエイザー株式

会社が仁宝グループへの係争製品の販売によって得た 482,884,452 台湾元の利益額に

基づく損害賠償金額の算定方式」に反対しただけでなく223、さらに、賠償請求金額は

そのコストを差し引かなければならないという被告の主張を採用し、クエイザー株式

会社が京華社に販売した販売額 9,954台湾元に同業の利潤基準の 10％の純利益率を乗

じて、鴻海株式会社の損害は 995 台湾元のみと計算した。また、注意すべきは、2011

年 12 月 21 日の特許法改正（2013 年 1 月 1 日施行）前の旧特許法第 85 条の規定では、

損害賠償金額は侵害者が侵害行為により得た利益で計算するが、侵害者がそのコスト

又は必要な経費を立証できない時は、当該物品の販売によって得た全ての収入をその

所得利益とする、とされていたが、現行特許法第 97 条では旧法ただし書きの規定は

削除された。その理由は、係争特許製品が市場を独占したと認定すべきではなく、且

つ、権利侵害者が権利侵害商品を販売した努力を全て特許権者が得るべき金額とする

ことはできないとすることにある。よって、現行法で言えば、被告はもはやコスト又

は必要な経費について立証する必要はない。 

                                           

223裁判所は、これは日本企業のクエイザー株式会社（Quasar System Inc. ）が中国で製造、販売した行

為で、同社は台湾で製造して仁宝会社に販売した行為がなかったため、係争特許権の排他的効力が及

ぶ範囲ではなく、鴻海会社はこれに基づきクエイザー株式会社の中国での行為が係争特許権を侵害し

たことを主張することができないと判断した。 
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第 4 図 

第 5 図 
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第 7 図 

第 8、9 図 

図 5-2 特許図面  

 

 

第二節  日本出願人の期待 

 

日本企業が台湾で特許出願することは、両岸知的財産権協力保護協定により間接

的に中国市場における特許ポートフォリオ戦略展開という目的を達成したい、又は、
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将来的に台湾を特許訴訟の法廷地に選択することを通して、特許権保護の目的を達成

したいという希望があるためで、台湾の特許制度の設計も自ずと日本企業が決定を下

す際の考慮要素となる。特許ポートフォリオの中継基地としての台湾が、さらに完備

された特許制度環境を構築することができれば、台湾で特許出願する日本出願人はさ

らに飛躍的に増え、台湾経済の発展にも有利となると考えられる。このため、本章で

は以下に、先ず台湾の特許制度の現状を説明し、さらに台湾の特許制度が直面してい

る問題を挙げ、最後に関連する紛争問題の解決の道について説明していく。 

 

第一項  台湾の特許制度の現状 

 

台湾の現在の特許制度は、公法、私法の二元体系を採っており、即ち、行政法院、

民事法院が特許事件に対しいずれも審判権を有するが、両者の担当分野は異なる。前

者は主に、特許権付与の決定の正確性に関する紛争事件を取扱うもので、双方の当事

者は通常、特許主務官庁（経済部知的財産局）及び権利者又は無効審判請求人である。

一方後者では、通常特許の権利侵害事件を取扱うもので、双方の当事者は通常、権利

者と権利侵害被疑者である。二元制を採用しているものの、両者の体系は完全に 1 つ

を 2 つに分けるものではなく、同じ特許出願案件から生じる争いであるため、ある程

度公法と私法の間には交互に影響力が存在すると言える。 

 

一、 公法体系 

 

現在台湾の専利出願は、特許、実用新案、意匠の 3 種類に分けることができる。3

つの異なるタイプの専利出願はそれぞれ異なる出願、審査、及び救済ルートが適用さ

れる224（下図 5-3、5-4、5-5 を参照）。どのタイプの専利であれ、専利権の付与、行政

                                           

224経済部知的財産局、特許出願審査及び行政救済の手続きフロー図、実用新案登録出願審査及び行政
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救済の面については、三者の全体フローはいずれも一致している。権利者が先ず専利

主務官庁に専利出願を提出し、当該出願が手続要件（例えば、出願書類が欠如してい

るか否か、法定手続の要件を満たしているか否か）、実体要件（即ち、専利性225：産

業利用性、新規性、進歩性）を満たしているか否かを主務官庁が審査した後、専利権

を付与するか否かを決定する。 

 

注意すべきは、実用新案について、台湾主務官庁は形式審査のみを行い、実体審

査は行わないことであり、その目的は審査時間を短縮して権利者が早く実用新案権を

取得できるようにするためであり、主に、長引く審査時間が製品のライフサイクルが

比較的短い技術に不利になるとの考えである。しかしながら、実体審査をしないため、

実用新案の権利内容には相当の不安定性と不確定性が存在することとなる。実用新案

権者がこの不確定な権利を利用してこれを不当に行使した場合、権利の濫用という事

態が生じる可能性があり、第三者による技術利用及び研究開発に相当大きな危害がも

たらされることとなる。このため、専利法の設計では、実用新案の「技術評価書制度」

が併せて導入されている。何人も主務官庁に実用新案技術評価書を請求することがで

                                                                                                                                    

救済の手続フロー図、意匠登録出願審査及び行政救済の手続フロー図、ウェブサイト: 

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6659&CtUnit=3198&BaseDSD=7&mp=1（最終アクセス日: 2015 年

12 月 1 日）。 

225台湾特許法第 22 条（特許要件に関する規定）： 

「第 1 項 産業上利用することのできる発明は、次の各号のいずれかに該当しなければ、本法により

出願し、特許を受けることができる。  

1. 出願前に既に刊行物に記載されたもの。 

2. 出願前に既に公然実施されたもの。 

3. 出願前に既に公然知られたもの。  

第 2 項 発明が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術の分野における通常知識を有す

る者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できる場合は、特許を受けることができない。」。同

法第 120 条実用新案においては、第 22 条を準用する。 
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きるというもので、当該実用新案が実体要件を満たしているか否かの疑義を明らかに

することができる。しかし、当該実用新案技術評価書の性質は、主務官庁が拘束力の

ない評価をするものに属し、行政処分でもないため、権利行使又は技術利用の参考に

すぎない。 

 

出願が主務官庁により特許∕登録査定された後、権利者が証書料と年金を納付すれ

ば、主務官庁はこれを公告し、証書を発行する。反対に、出願が主務官庁により拒絶

査定され、権利者がその拒絶査定の決定を不服とした場合、又は、何人も主務官庁の

係争出願に対する専利権付与の決定を不服として無効審判を請求した場合、その救済

手続はいずれも先ずは主務官庁に訴願を提起し、それでも不服である場合には、さら

に行政訴訟手続に入る。加えて言えば、三種類の専利権はやはり本質的には違いがあ

るため、付与された専利権の排他性の強度もまた異なり、出願手続の上においてもや

はり複雑なものから簡易なものまで差がある。 
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図 5-3 特許出願審査及び行政救済フロー図  

 

1、特許出願は、審査を経て方式的要件につき不備がなく、且つ、公

開すべきではない事情がないと認められた場合、出願日（優先権が

主張された場合は、最初の優先日の翌日）から 18 ヵ月後に公開され

なければならない。 

2、特許出願について、何人も出願から 3 年以内に実体審査を請求す

ることができ、審査請求後、実体審査の段階に入る。 
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図 5-4 実用新案登録出願審査及び行政救済フロー図  

 

 

 

 

1、実用新案公告後、何人も実用新案技術評価書を請求することがで

きる。 
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図 5-5 意匠登録出願審査及び行政救済フロー図  

 

専利権の付与が、行政機関がなした行政行為（即ち、行政処分）であると認定さ

れる以上、専利案件が行政手続法の適用対象から除外される前に、専利法の規定を満

たさなければならないだけでなく、台湾の行政手続法の要求も満たす必要がある。専

利法と行政手続法の適用の優先順位について、ある学者は226、行政手続法第 3 条でい

う「法律で別途規定がある場合を除き...」とはその他の法律に「別途本法より厳格な

手続規定がある」ことを指し、簡単に言えば、専利権付与の行政処分において、専利

法のある一部の規定が行政手続法よりさらに厳格であれば、専利法が優先して適用さ

                                           

226湯德宗、「論行政程序法的適用（行政手続法の適用について）」、『行政程序法論』、元照、初版

一刷、p146、2000 年 10 月。 



 

- 195 - 

 

れ、反対であれば行政手続法が優先して適用される、と考えている。 

 

二、 私法体系 

 

知的財産法制の中に刑事法の規定があるが、専利法の範疇にこれはないため、専

利分野においては単純に民事訴訟に係る私法体系を論じることができる。台湾の専利

訴訟の私法体系において、通常処理されるのは専利権侵害事件である。知的財産権に

関する民事事件の審理フローでは、台湾の司法院が一定の審理モデルを有しており227

（下図 5-6、5-7 を参照）、以下の順序で審理が進められる228。 

 

（一） 訴状受理後、審査廷に送付 

 

先ず、係争事件に対して手続き審査を行い、手続要件に不備がある場合、法院は

補正を命じる裁定を下さなければならない。不備を補正しない場合、訴状を却下する

が、補正した場合、第 1 回の書面による先行手続きに入る。 

 

（二） 第 1 回の書面先行（被告に答弁状の提出を命ずる） 

 

この段階において、被告が先に訴訟手続上の抗弁を提出し、法院は手続き争点に

                                           

227台湾知的財産法院、知的財産民事訴訟事件の審理モデル、2011 年 1 月 27 日、ウェブサイ

ト:http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=429（最

終アクセス日:2015 年 11 月 17 日）。 

228台湾知的財産法院、知的財産民事訴訟事件の審理モデル（専利権利侵害事件を例として）フロー図

の説明、2011 年 1 月 27 日、ウェブサイト: 

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=429&limits

tart=1（最終アクセス日:2015 年 11 月 17 日）。 
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ついて双方に書状の交換を命じ又は準備手続きを行い、その後に法院が中間裁判を下

す。もしこの時、原告の手続き要件に不備がなく又は既に補正を行った場合、被告か

ら実体法上の抗弁が提出される。反対に、この手続きにおいて、法院は形式に不備が

あるとして原告の訴えを却下し又は管轄移送を下すことができる。 

 

注意すべきは、被告が実体法上の抗弁を行う前後、準備手続で審理計画を定める

ことができるよう、当事者双方は第 1 回口頭弁論期日前に、民事訴訟法第 266 条の規

定により全ての事実上及び法律上の争点、理由及び証拠を提出するとともに、証拠調

べの申立て又は当事者若しくは第三者に文書、物件の提出を命じる申立てを提出しな

ければならない。このほかに、当事者は、提出すべき文書が営業秘密に関わると認め

た場合、知的財産案件審理法第 11 条及び第 12 条の規定により秘密保持命令を発す

るよう申し立てることができる。また、必要に応じて、法院は技術審査官を指定する

こともできる。 

 

（三） 第 2 回の書面先行（原告による争点整理状提出） 

 

（四） 第 3 回の書面先行（被告による争点整理状提出） 

 

（五） 手続審査終了、審判廷の割当を決定 

 

（六） 準備手続 

 

この段階において、主な目的は争点整理と審理計画の策定である。第 1 回口頭弁

論で弁論を行おうとする争点、使用しようとする証拠方法をすべて法院へ提出すると

ともにその謄本を相手方に送達しなければならない。注意すべき事項は以下の通り。 
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1. 民事訴訟法第 268 条の 1 により争点（例えば特許請求の範囲の解釈、権利の有

効性、権利侵害の有無又は損害賠償額の算定をめぐる争いなど）を整理し、且つ、

協議の上争点を簡素化する。 

2. 簡素化した争点に対し、証拠調べの方法及び順序（例えば、鑑定・検証・訴訟記

録の取寄せ・調査嘱託の必要の有無）を確立し、審理期日を定める。 

3. 当事者又は第三者に一定期間内に文書又は物件を提出するよう命じる。 

4. 当事者が特許に取り消すべき理由（権利の有効性をめぐる争い）があると主張又

は抗弁する場合、必要時に、裁定を以って知的財産の主務官庁に訴訟に参加する

よう命じることができる。 

5. 特許の有効性と権利侵害の有無に関する審理の順序は具体的な個別案件により

定める。 

6. 裁判官は、審理計画の期限に従い主張、答弁、証拠が提出されない場合、当事者

に対し、法により「失権効」が生じるという説諭をする。 

 

（七） 口頭弁論 

 

この段階において、専利の有効性の審理（専利請求の範囲の解釈を含む）に入る。

法院は、専利が無効とされるべきものと認定した場合、終局判決を下すことができる。

専利が有効とされるべきと認定した場合、係争事件の権利侵害有無の判断に入り、権

利侵害の事実がないと認定した場合、法院は終局判決を下すことができる。権利侵害

の事実があると認定した場合、法院は損害の賠償額の算定に関する審理段階に入り、

最終的に終局判決を下す。本段階において、法院は本案判決に必要な心証を得る前に、

必要に応じた第 2 回、第 3 回の口頭弁論を行うこともできる。 
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（八） 判決言渡し（本案訴訟終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 知的財産民事訴訟事件の審理モデル—専利権利侵害事件を例として（一） 
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図 5-7 知的財産民事訴訟事件の審理モデル—専利権利侵害事件を例として（二） 
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二、 台湾知的財産裁判所の位置付け 

 

（一）台湾知的財産裁判所の管轄範囲 

 

台湾は、2002 年 1 月 1 日に世界貿易機関（WTO）の加盟国・地域となったこと

から、TRIPs に関する規範を遵守する必要があったため、知的財産に関する法律を

さらに改正するとともに、2007 年には「知的財産案件審理法（智慧財産案件審理法）」、

「知的財産法院組織法（智慧財産法院組織法）」を可決し、この 2 つの法律は 2008

年 7 月 1 日より施行された。 

 

従来、台湾は専利訴訟制度において絶対的な公・私法二元体系を採っており、民

事法院、行政法院が専利権侵害、権利の有効性の判断をめぐる事件をそれぞれ審理し、

双方の担当分野ははっきり分かれていた。よって、一旦同一の権利侵害事件が権利の

有効性の問題に関わる場合には、訴訟事件の審理には往々にして時間がかかりすぎて

いた。また、台湾の司法は裁判官の人事異動制度を採用していることから、裁判官は

十分な専門知識を蓄積して専利事件を審理することができなかった。上述した問題を

解決し、国家経済の発展を促進し、国際趨勢に追いつく等の目的のため、台湾は 2008

年に台湾知的財産裁判所を設立した。台湾知的財産裁判所の管轄する事件の範囲は、

台湾知的財産法院組織法第 3 条の規定に照らし、知的財産権法に関して生じた民事訴

訟事件、刑事訴訟事件、行政訴訟事件、及びその他指定された管轄事件が含まれ、換

言すれば、台湾知的財産裁判所は「三審合一」審理モデルを採って知的財産事件を一

括して審理している（表 5-10 を参照）。 
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表 5- 10 知的財産法院の扱う事件一覧表 

最高法院 最高行政法院 

 

知的財産法院 

 

民事訴訟 刑事訴訟 行政訴訟 

第二審  

知的財産権法に関して生

じた民事訴訟事件 

第二審  

各地方法院が刑法、商標

法、著作権法又は公平交易

法の知的財産権益保護に

関する刑事訴訟事件に対

して下した判断を不服と

して控訴した案件を受理 

第一審  

知的財産権法に関して生

じた第一審の行政訴訟事

件及び強制執行事件 

 

第一審  

知的財産権法に関して生

じた民事訴訟事件 

各地方法院 訴願 

第一審  

各地方法院の刑事法廷が

刑法、商標法、著作権法又

は公平交易法の知的財産

権益保護に関する刑事訴

訟事件を審理 

経済部訴願審議委員会に

よる知的財産権関連の行

政処分に対する訴願請求

の審議 

経済部智慧財産局による

知的財産権関連の行政処

分 

資料出所：知的財産法院のサイトを参考に自作。 
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（二）台湾知的財産裁判所における公法と私法の調和 

 

台湾は専利訴訟事件において、公・私法二元体系の裁判制度に分けられることか

ら、それぞれ民事法院と行政法院の管轄となる。台湾知的財産裁判所の設立後、事件

の審理の速度を加速するため、公法体系と私法体系両者をここで融合させることとな

った。即ち、たとえ法院による私法体系に属する専利権侵害事件の審理においても、

係争事件が同時に専利権の有効性の問題にも関わる可能性があり、これは行政体系に

おける認定事項（例えば、当事者が民事訴訟手続の進行中において、専利権無効の抗

弁を提出した場合）に属する問題である。 

 

この問題について、一般的な裁判手続で処理する場合、民事訴訟事件の審理の途

中に、権利の有効性に関わる判断問題に当たる時、台湾行政訴訟法第 12 条229の規定

によると、普通の民事法院は訴訟手続の中止を裁定すべきであり、行政訴訟の判決結

果が確定するのを待ってから、訴訟審理を再開する。ただし、この規定に従う場合、

民事訴訟の審理期間が長引くこととなり、即ち権利者は民事法院の「三級三審」の訴

訟手続を経た後、また行政法院の「二級二審」の手続きを経る必要があり、さらにい

つでも提起される可能性のある再審の訴えにも直面する必要があるため230、最終的に

権利者に有利な認定が出されても、その権利に対して有効な保護を与えることはでき

なかった。 

                                           

229台湾行政訴訟法第 12 条： 

「第１項 民事又は刑事訴訟の裁判が、行政処分が無効又は違法か否かによる場合、行政争訴の手続

により確定しなければならない。 

第２項 前項行政争訟の手続が既に開始した場合、その手続の確定する前に、民事又は刑事裁判所は

その審判手続を停止しなければならない。」 

230熊誦梅、「當公法遇上私法—從智慧財産案件審理法草案第十六条談起」、『月旦法学雑誌』139 期、

p23、2006 年 12 月。 
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これに基づき、立法者は法律制定当時、知的財産案件審理法第 16 条231の規定を定

め、これにより民事裁判もまた係争事件における専利の有効性に直接認定できるよう

になり、即ち、民事法院も専利権に取消し又は廃止すべき理由の有無について判断す

る権利を有することとなり、訴訟手続を中止する裁定をして、行政法院の認定結果を

待つ必要はなくなった。しかし、注意すべきは、民事法院は、裁判において専利に取

消し又は廃止すべき理由があると認定した場合、第 16 条第 2 項の規定により、直接

専利権の無効を宣告することはできない。即ち、当該判断は民事裁判においてのみ効

力を生じ、真正な権利の有効性の判断については、依然として行政法院による最終的

な認定に委ねる必要がある。 

 

第二項  台湾の現行専利制度が直面する課題 

 

台湾の専利の救済制度は公・私法二元体系を採っており、同時に裁判官の専門能

力の育成のため、台湾知的財産裁判所を設け、「三審合一」の専利事件の集中審理モ

デルを採用している。この制度の下、法院は専利訴訟事件を審理する時に、直面する

手続、組織、実体上の問題について、以下にそれぞれ説明していく。 

一、 手続問題 

 

                                           

231台湾知的財産案件審理法第 16 条： 

「第 1 項 当事者が、知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、法院は

その主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、

特許法、植物品種及び種苗法、又はその他の法律における訴訟手続の停止に関する規定を適用しな

い。  

第 2 項 前項の状況につき、法院が取消し、廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権者は、

当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない。」 
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いわゆる専属管轄とは、公益的要求又は証拠調べの利便性に基づき、法律で、あ

る特定のタイプの訴訟事件は、特定の法院が専属管轄すると規定していることを指す。

即ち、原告はその他の法院に訴訟を提起することはできず、双方の当事者もまた合意

によって専属管轄の効力を排除することができないことを先に説明しておく。 

 

先ず、上述したとおり、台湾知的財産裁判所組織法第 3 条で台湾知的財産裁判所

の管轄する事件が規定されているが、その条文内容及び立法理由を見ても、いずれも

「専属管轄」の文字は見当たらない。換言すれば、台湾知的財産裁判所が知的財産事

件の専属管轄を有しているか否かは、法律には明文化されていないのである。このた

め、当事者は知的財産事件をめぐる争いについて、合意によって管轄法院を選択する

ことができ、地方法院は当事者からの訴えがあった場合、依然として審理する義務が

ある。 

 

しかしながら、法律では台湾知的財産裁判所の管轄権の設計は専属管轄であると

はされておらず、立法者は恐らく大量の知的財産事件が台湾知的財産裁判所に流れ込

み、司法資源が負荷に耐えられず裁判官の審理の品質に影響することを避ける狙いも

あったのかもしれない。ただし、反対から見れば、このような設計は台湾知的財産裁

判所設立当時の目的、即ち、裁判官の専門知識の蓄積、司法資源の有効利用による知

的財産権紛争の一括解決とは反しており、裁判官が事件数の負担に耐えきれないこと

を懸念するだけである場合、そもそも台湾知的財産裁判所を設立する実益があるか否

かについて討論すべきであると思われる。このほかに、当事者は提訴する法院の選択

についてもどのようにすればよいか分からず、このような制度設計は当事者の救済手

続についてより有利となるか否か、当事者が台湾知的財産裁判所を選択して提訴すれ

ば、審理がより迅速に行われ、裁判官の審理の質が向上するか、等については疑いの

余地が残る。 
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二、 組織問題 

 

台湾知的財産裁判所の設立目的の一つは、即ち裁判官の事件審理の専門能力を蓄

積するためである。これに基づき台湾知的財産裁判所では、裁判官の人事異動制度を

導入しないよう設計されている。裁判官の人事異動制度の目的は、裁判官の視野を広

げることにより裁判官の心証の新陳代謝を促進することにある。裁判官が台湾知的財

産裁判所に常駐する設計は、審理の専門性を備える裁判官人材の育成に役立ち、司法

資源を有効運用できるかもしれないが、このやり方が直接関わる問題は、当事者の審

級利益に影響を及ぼすことである。簡単に言えば、台湾知的財産裁判所の内部は第一

審、第二審がに分かれているものの、複数の裁判官が民事訴訟、行政訴訟において同

時に審理を取扱う事件が存在する可能性があり、さらに裁判官が同一オフィスで仕事

することに対し、裁判官同士で相互の心証に影響する状況が生じることは否めず、裁

判官の独立に影響があるのではないかという見解も生じうる。 

 

司法体系における審級制度の機能は、主に下級審の裁判が上級審の裁判官のレビ

ューを受ける機会を有し、裁判の誤り又は不適切さを適時に是正できることにある232。

ある学者は、台湾知的財産裁判所の上下審級の裁判官、技術審査官が長期的に同じオ

フィスで、通常相互に討論することは、類似した法的・技術的見解を形成する傾向に

繋がることは免れず、制度・組織上の外部監督メカニズムがない現状では、第二審の

審級の救済機能を十分に発揮させることは難しいと認識している233。このことから、

第一審の裁判官が権利者敗訴の判決をした時、たとえ権利者が控訴しても控訴審で裁

                                           

232沈冠伶、「智慧財産民事訴訟當事人之程序利益保護（知的財産民事訴訟事件における当事者の手続

上の利益の保護）」、『知的財産訴訟制度関連論文彙編第 1 輯』、司法院行政訴訟と懲戒庁、p156-157、

2010 年 11 月。 

233前記注、p159、2010 年 11 月。 
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判結果が翻る可能性は非常に低く、故に台湾知的財産裁判所が裁判官の人事異動制度

を採っていないことは、権利者が台湾で専利訴訟を進める際に、勝訴率が低い原因の

一つになっていると、解釈することも可能であると言える。 

 

このほかに、台湾は北部にのみ知的財産裁判所が設立されていることから、その

他の地区の住民は、訴訟時には北部まで審理に赴く必要があり、手続き上不便を伴う。 

 

 

三、 実体問題 

 

台湾知的財産裁判所の設立後に、直面する最も重要な実体問題とは、即ち公法、

私法が台湾知的財産裁判所において衝突する現象の出現である。前述したとおり、法

制上では、知的財産案件審理法第 16 条が定められ対応しているが、真正に問題解決

できるか否かについては今なお疑問が残る。 

 

普通法院が権利の有効性を審理する能力があるか否かの問題は、言い換えれば、

即ち普通法院が行政機関による権利者への専利権付与、つまりこの「行政処分」の適

法性を審理する能力があるか否かの問題である。一般的には、行政処分が備えるいわ

ゆる「構成要件の効力」とは、行政処分はその他の行政機関又は行政法院を除いた法

院234いずれに対しても拘束力を有することを指す。換言すれば、権力分立の原則に基

づき、民事・刑事法院が、行政処分の有効性判断に関わる事件を取扱う時、行政処分

                                           

234台湾行政訴訟法第 2 条において、「公法上の紛争は、法律で別途規定がある場合を除き、本法によ

り行政争訟を提起することができる。」と規定している。また、行政処分は行政機関が公権力の行使

に基づき人民に対して法効果が生じる一方的な行政行為であるため、行政法院が行政処分に関する紛

争を審理・斟酌できるのは当然のことであり、構成要件の効力は生じない。 
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の有効性判断についての問題に直面した場合、通常尊重する選択しかないのである。 

 

しかしながら、専利事件の特殊な性質に基づき、現在の台湾では知的財産案件審

理法第 16 条で、初歩的な回答が得られ、即ち民事法院は権利の有効性について、つ

まりこの行政処分の適法性を判断することができるとしている。知的財産案件審理法

第 16 条の立法理由では、「……知的財産権は私権に属するため、その権利の有効性の

争点は、自ずと私権に関する争いであり、民事法院が民事訴訟手続において判断を下

すことは理論上不適切ではない。特に台湾知的財産裁判所の民事裁判官は、すでに知

的財産権の有効性を判断する専門能力を備えている。それゆえ、終結訴訟で認定が必

須とされる権利の有効性の争点については、自ずと別途行政訴訟の結果を待つ必要は

ない。」とされている。このことから、民事法院の裁判官は、専利権侵害事件の審理

と同時に権利の有効性の判断もしなければならない場合、自ら判断することができる。

しかし、第 16 条第 2 項によると、この判断の効力は当該民事事件の当事者を拘束す

るのみで、対世効はない。また、このような条文構成の結果、最も直接的な問題は、

その後の行政訴訟の判決において民事法院と全く正反対の判断が下された場合、権利

者はこの判決結果をもって、民事法院へ再度訴えを提起することができるのかという

問題である。もしできるのであれば、台湾知的財産裁判所が審理し直した後に、第一

審の審理結果と全く正反対の判断を下した場合には、どのように処理するのか。これ

らの問題については、第 16 条の立法理由ではいずれも言及されておらず、条文構成

上も、これらの議論を解決することはできず、裁判で一旦異なる判断が出れば、人民

の法的安定性に対する疑念が生じることとなり、影響は大きくないとは言えない。ま

た、知的財産案件審理法第 17 条235の規定に、台湾知的財産裁判所が権利の有効性を

                                           

235台湾知的財産法院案件審理法第 17 条： 

「第１項 法院は、当事者の前条第 1 項による主張又は抗弁を判断するため、必要なときには、知的

財産主務官庁に対し、訴訟参加を命ずる裁定を下すことができる。 
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判断する際に、台湾知的財産局に訴訟参加を命じることができるとされている。本条

の規範の目的に関しては、実務上236、「......知的財産権に取消し、又は廃止すべき理由

があるか否かの争点は、知的財産主務官庁の職権に関係するもので、法院がさらに十

分な訴訟資料を取得し、正確な判断を下すことができるよう、並びにできるだけ主務

官庁の判断と差が生じることを避けるため、主務官庁に手続参加、並びに意見表明の

機会を付与する必要があり、技術審査官が訴訟手続に参加するからといって、おろそ

かにできるものではない......」という見解がある。このような見解では、法院が有効

性の判断をする際にも、台湾知的財産局の訴訟参加も必要であることが明らかに分か

る。 

 

これ以外に、台湾知的財産裁判所には技術審査官が配置され237、裁判官が事件を

審理する際の重要な内部諮問人員とされており、裁判官による権利の有効性の判断に

ついて、技術審査官の意見は非常に重要な参考資料となっている。しかし、今の問題

は、現在台湾知的財産裁判所に技術審査官は合計 13 名が配置されているだけで、台

湾知的財産局に配置されている審査官の数に比べると、明らかに人員不足であり、こ

れにより権利の有効性の判断の的確さや、裁判の品質についての問題が生じる可能性

があることにある。 

                                                                                                                                    

第 2 項 知的財産主務官庁が前項の規定により訴訟に参加するとき、前条第 1 項の主張又は抗弁につ

いての理由の有無に限り、民事訴訟法第 61 条の規定を適用する。  

第 3項 民事訴訟法第 63条第 1項前段、第 64条の規定は、知的財産主務官庁が訴訟に参加するとき、

これを適用しない。  

第 4 項 知的財産主務官庁の訴訟参加後、当事者が前条第 1 項の主張又は抗弁について争わないとき、

法院は参加を命じる裁定を取り消すことができる。」 

236台湾 98 年（2009 年）台上字 2373 号民事判決。 

237台湾知的財産法院組織法第 15 条第 4 項：「技術審査官は法官の命令を受け、審理する案件の技術判

断、技術資料の収集・分析及び技術に関わる意見を提供し、法により訴訟手続きに参与する。」 
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第三項  関連する紛争問題の解決の道 

 

一、 手続問題について 

 

台湾知的財産裁判所の位置付けの問題に関し、司法院は、台湾知的財産裁判所は

知的財産紛争事件の民事訴訟と行政訴訟について、「優先管轄」を有し、「専属管轄」

を有していない、との見解を示している238。この解釈の理由は、実は異なる管轄法院

が同一事実又は同一事件に異なる認定をした時、生じる可能性のある判決無効の状態

を回避するためである239。換言すれば、台湾知的財産裁判所は民事訴訟について専属

                                           

238 2006 年 5 月 22 日の立法院（国会）法制委員会による第 1 回「知的財産法院組織法草案」の審議時、

李永萍・立法委員（議員）が問いかけた知的財産法院が知的財産訴訟につき専属管轄を有するか否か

という質問に対して、范光群・司法院秘書長は民事訴訟と行政訴訟につき優先管轄を有し、専属管轄

を有せず、一方、刑事はその専属管轄に属すると説明した。「優先管轄」と「専属管轄」の区別につ

いては、黃文圝・司法院副秘書長の説明によると、「優先管轄」とは、知的財産権案件は原則上知的

財産法院によって審理しなければならないが、普通の法院が認定を間違って審理に至った場合、その

判決も効力を有することを指す。立法院公報第 95 巻第 33 期、立法院第 6 期第 3 会期法制委員会第 15

回全体委員会議議事録を参照のこと。 

239 2007年 1月 9 日の立法院第 6期第 4会期第 15回会議において、范光群・司法院秘書長の書面によ

る補充説明からさらに明らかとなった。范秘書長は、「知的財産民事事件は知的財産裁判所が優先管

轄し」、その理由は「民事訴訟事件における当事者の請求は多様な法律関係に関わるのが常であるた

め、知的財産事件に属するか否かは明確ではない」からである。そのため、「優先管轄」をとるメリ

ットは、「当事者が普通の法院に民事訴訟を提起し、且つ、当該法院の審理を経た場合、この裁判は

法院の管轄権が欠如しているため無効になるということでなく、しかも当事者が第一審の普通の法院

の判決を不服とする場合、依然として知的財産法院に控訴することもできる。当事者が普通の法院に

民事訴訟を提起したとしても、同法院は当事者双方の合意に基づきその訴えを知的財産法院の管轄に

移送する裁定を下すことができる。」ことにある。立法院公報第 96 巻第 10 期、立法院第 6 期第 4 会

期法制委員会第 15 回全体委員会議議事録を参照のこと。 
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管轄ではなく優先管轄であることから、人民が一般民事法院へ専利権侵害訴訟を提起

した場合、台湾知的財産裁判所に提起しなかったからといって、専属管轄の規定に違

反し裁判無効となるわけではない。 

 

台湾知的財産裁判所の管轄権を優先管轄とするという位置付けは、台湾知的財産

裁判所の設立当時の目的に違反しているように見える。このため、台湾知的財産裁判

所の設立が既定の政策である以上、当然ながら知的財産事件については知的財産裁判

所の管轄に専属させるべきであり、専属管轄によって生じる可能性のある問題につい

ては、ほかの専属管轄の状況においても生じるもので、回避できるものではなく、立

法政策上逃れることはできず、将来的に法律で明白に規範しなければ、無意味な論争

がもたらされることとなる、と考える学者もいる240。司法院が懸念する問題が、事件

数が多すぎて、台湾知的財産裁判所が負担しきれないことにある場合、別途解決の道

を探すべきであり、法院の管轄権により問題解決するべきではないとも考えられる。

このようなやり方は、人民の訴訟権を侵犯する恐れがあるばかりか、ひいては人民の

司法制度に対する不信感を生じることになる可能性がある。 

 

二、 組織問題について 

 

司法資源の集中、事件審理の迅速化、及び法官の専門能力の蓄積という目標達成

のため、台湾は台湾知的財産裁判所を創設し、知的財産事件を一括して解決させ、並

びに裁判官の人事異動制度は採らない設計となっている。しかしながら、かえって人

民に審級利益の喪失をもたらし、人民の訴訟権に影響を与えている。 

 

                                           

240章忠信、「智慧財産法院的建立與未來（知的財産法院の設置と今後の展望）」、『全国律師』月刊

雑誌社 4 期、p8、2007 年。 
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裁判官の人事異動制度を採らない問題について、ある学者は241、裁判官の人事異

動制度は台湾知的財産裁判所の専門性を危ぶませるものではなく、さらには知的財産

事件の審理の孤立化を避けることができ、人事異動制度は専門法院の運用が一般訴訟

手続と法理の適用に違反しないようにさせるものである。また、国際立法例において

242、EU は現在、欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court）の設立を検討しており、

その議論において、専門法院の運用は一般法院の制度から外れ乖離してはならず、さ

もなければ専門法院の視野は狭窄し（tunnel vision）、特許法は孤立化（“isolation”patent 

law）してしまう、と特に強調している。このため、欧州統一特許裁判所の制度設計

は、それと他の法院の法官が相互に人事異動させるものとなっている。また、実務界

243も裁判官の人事異動制度を採るべきことに賛成しており、裁判官は知的財産訴訟に

面する時、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法等の基本的な法律にも熟知していて

初めて完全なる審理ができるもので、さもなければ、孤立・単独化して他の法分野と

交流することができなくなり、それは専門ではなくむしろ一種の偏見である、と考え

ている。このため、現在の法官の人事異動なし制度の設計については、改善の余地が

あると思われる。 

 

審級利益の問題に関する解決の道について、ある学者244は以下のように主張して

いる。第一審と第二審とに分けて審理を行うようにすべきで、民事訴訟事件について

                                           

241李素華・張哲倫、「專利審査品質與專利訴訟的實證考察—臺灣智慧財産法院成立五年的數據回顧

（特許審査の品質と特許訴訟の実証的考察－台湾知的財産法院成立後 5 年間のデータの回顧）」、『月

旦裁判時報』24 期、p109、2013 年 12 月。 

242 Esther van Zimmeren、Burgeoning Specialized IP Courts: Lessons from the US and Japan、Hokkaido 

University.（August 12, 2013） 

243 98 年（2009 年）知的財産案件審理法規座談会第 2 回会議議事録、熊誦梅裁判官の発言部分、

p19-20。 

244 98 年（2009 年）知的財産案件審理法規座談会第 2 回会議議事録、謝銘洋教授の発言部分、p5。 
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は地方法院での審理に改めるべきであり、台北又は高雄の地方法院に集中するか、あ

るいは、北部、中部、南部の 3 つの地方の法院に専門法廷を設けるかに関わらず、台

湾知的財産裁判所の訴訟事件数を減らし、裁判官の負担を軽減する助けとなることが

でき、当事者の懸念も軽減することができる。反対に、実務関係者245の間には異なる

考えがある。その理由は、審級の利益は憲法による訴訟権の保障を受けており、重要

なものであるが、司法院大法官会議（司法院における憲法解釈、法解釈の統一の権限

を持つ機関）による多くの解釈によると、立法者がどのように審級制度を設計するか

は、事件タイプと性質に基づき、自由に形成される余地がある、ことにある。台湾知

的財産裁判所の審級の利益の曖昧さは、審級の利益が必ず侵害されることを示すもの

ではなく、最高法院でも審理することができる。よって、ポイントは、台湾知的財産

裁判所が同時に第一審、第二審を審理できるよう、設計される審級制にあるのではな

く、人数の多寡と人材の質の問題にあるはずである。 

 

三、 実体問題について 

 

台湾の専利権の付与は、行政処分と位置付けられていることから、この部分に関

する争いについては、専利権侵害の争いとは分けて審理され、行政争訟処理手続に分

類されるが、これも台湾の専利制度が公・私法二元体系を採っている原因の一つであ

る。このため、現在の専利制度の公・私法二元体系がもたらす衝突について討論しよ

うとする場合、この観点から討論すべきである。 

 

現在、世界の趨勢は専利訴訟事件が迅速且つ有効に審理され、当事者が迅速に権

利の保護を受けることができるようにすることにあり、この目的達成のために、公・

                                           

245 98 年（2009 年）知的財産案件審理法規座談会第 2 回会議議事録、熊誦梅裁判官の発言部分、

p19-20。 
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私法二元体系の専利制度は、対応して調整する必要がある。理論と実務の角度から見

れば、知的財産権に関する訴訟の戦場は権利侵害訴訟であり、専門性を有する単一法

院が同時に権利侵害訴訟、及び、権利の有効性の訴訟を審理する決定権限を有するこ

とは、すでに国際的な傾向となっている246。このため、民事事件を職掌する普通法院

もまた権利の有効性を審理することができることは、より合理的である。 

 

前述したとおり、台湾の知的財産案件審理法第 16 条で、民事法院は権利の有効性

を審理する能力を有し、自ら判断することができると説明されており、第 16 条第 2

項によると、当該判断の効力は当事者にしか及ばない（対人効）とされている。考え

るべきことは、この判断の効力は拡張される可能性があるのかということである。知

的財産案件審理法第 17 条によると、民事法院が権利の有効性を判断する時、専利主

務官庁に訴訟参加を命じることができるとされているが、第 17 条の立法理由247にお

いては、民事訴訟が弁論主義を採ることに基づき、主務官庁の参加の効力を否認して

いる。換言すれば、もし民事権利侵害訴訟の当事者の一方が専利権の存在の是非を問

                                           

246熊誦梅、『設立智慧財産法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度（知的財産法院設

置の評価・研究－ドイツ、韓国及び日本の特許訴訟制度についても併せて説明）』、司法院、2004 年

8 月。 

247台湾知的財産案件審理法第 17 条の立法理由：「知的財産を担当する専門的な機関は知的財産権登

録の審査を担当する主務官庁であり、知的財産の訴訟の結果は知的財産の主務官庁の職権と関係があ

るため、それに適時に知的財産の訴訟に対して専門意見を表明してもらうほうが好ましい。そこで、

裁判所が必要と認めたとき、訴訟参加を命じることができると定めた。知的財産の専門担当機関が訴

訟に参加した後、当事者が主張する知的財産権の有効性の争点について、当事者の訴訟行為と抵触し

ない範囲で攻撃と防御方法を提出することを許可すべきである。ただし、知的財産権の民事訴訟は結

局のところ、私権に関する争いであり、しかも弁論主義によって、その認定は常に当事者の訴訟行為

に制約される。したがって、裁判所がこれらの民事訴訟について下す判断に、当然ながら、訴訟参加

の拘束力が生じるのは望ましくない。しかも、知的財産の専門担当機関は訴訟を承継する必要がない

ので、民事訴訟法第 63 条第 1 項前段と第 64 条は準用すべき規定としないのは当然である。」 
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う無効審判請求人となった場合、この無効審判請求人と専利主務官庁の専利権の有効

性をめぐる後訴（行政訴訟）において、前訴（民事訴訟）ですでに討論された争点は、

後訴に対して拘束力を持たないが、このような仕組みは、最初の私権をめぐる争いの

開始時に審理手続を中止し、行政法院の判断を待ってから再度審理する仕組みと比べ、

当事者の労力、時間、費用をさらに浪費することになる。なぜなら、審理手続の中止

の過程において、同一の争点について法院は一度だけ審理すればよいからである。し

かしながら、現在の制度の仕組みによると、同一の争点が民事法院、行政法院でそれ

ぞれ１度ずつ審理されてやっと判断することができ、このほかにさらに矛盾した判決

が下されるリスクを生じることとなる。 

 

同法第 17 条の立法理由について、ある学者248は以下のように考えている。台湾の

現行の民事訴訟法では厳格な意味での弁論主義が採られておらず、公法上の関係に関

わる先決問題（例えば、公益の保護に関する問題）について、民事法院もまた職権に

より証拠調べをすることができ、並びに証拠調べにより知り得た事実を参酌すること

ができ、又は第三者の利益を害する自認に拘束されない。また、知的財産案件審理細

則第 30 条第 3 項249には、民事法院が必要に応じて職権によりその他の機関から証拠

資料を取り寄せることができるとさらに明文化されている。また、技術性に関わる事

項についても、訴訟審理に協力するよう技術審査官を指定できると定めてある。この

ため、立法理由において、弁論主義を理由として、参加的効力の拘束力を生じさせな

いことには疑義がある。 

                                           

248沈冠伶、「智慧財産民事訴訟事件與行政爭訟事件之統合處理（知的財産民事訴訟事件と行政争訟事

件との統合処理）」、『法学新論 8 期』、p12、2009 年 3 月。 

249台湾知的財産案件審理細則第 30 条第 3 項：「第 1 項の民事訴訟について、法院は、当事者の提出

する証拠に基づき当該知的財産権に取消し又は廃止すべき理由の有無を判断することはできず、必要

があるときは、職権により知的財産主務官庁及びその上級訴願機関（訳注：経済部訴願審議委員会）

から証拠資料を取り寄せることができる。」 
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なお、言及に値するのは、権利無効と宣告した判決が確定した場合、遡及効及び

対世効を有するが、確定した棄却判決の効力は当事者間のみに及び、且つ主張された

無効理由に限って、確定の効果を有することから、同一の専利にその他の無効理由が

あり、且つ前訴の口頭弁論終結時まで提出されなかった場合、別途無効訴訟を提起す

ることができることである。 

 

台湾の現在の状況において、行政法学者側が強力に主張していることから、行政

法院は専利事件の管轄権について放棄する意向はなく、台湾がたとえ台湾知的財産裁

判所を設立しても、あるいは、裁判官、技術審査官の増員等の施策を実施しても、た

だの急場凌ぎであり根本的な解決には繋がらないものであり、真の根本的な改革のた

めには、やはり完全に公・私法二元体系の問題を解決する必要がありと考えられるた

め、この部分については、実務界、学術界、産業界の関係者による継続した意思疎通

に頼ることとなる。 

 

第四項  いかにして日本企業の権利侵害事件での勝訴率を高めるか 

 

専利要件には、産業利用性、新規性、進歩性の 3 つがある。本報告の第五章で調

査した専利権侵害事件に基づき、並びに権利者が敗訴した判決内容を観察したところ、

ほとんどの事件が進歩性の審理の段階で、裁判官により、係争専利が専利要件を備え

ておらず、権利侵害は成立しないと認定されていることが分かった。 

    故に日本企業の台湾における専利訴訟事件の勝訴率を向上させるためには、裁判

官の「後知恵（hindsight）」をできるだけ排除するという政策方針だけでなく、当事者

がどのようにして具体的に訴訟行為を行うべきかも重要である。本報告では実体法及

び訴訟法の角度から考えてみることとする。 

 

一、 実体法 
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（一）、1996 年米国のグラハム（Graham）事例において確立された進歩性の判断基準

（一般的準則）は、次の 4 つの要素を考量しなければならないとされている。 

 

1. 通常の知識を有する者（当業者）の技術レベル 

2. 従来技術の範囲と内容 

3. 発明と従来技術との差異 

4. 進歩性の判断のその他の客観的要素 

 

この見解では、現在の米国における実務は依然として揺るぎないもので、且つ、

大陸法系において、ドイツの実務も徐々にこの見解を採る傾向にある250。台湾の専利

事件の判決においては、本基準を進歩性の判断基準とすることは明文化されていない

が、その内容を見れば、大部分において法官は上述の要件 1 から要件 3 を個別案件の

事実に当てはめて、進歩性を備えないという結論を出すことができる。 

 

本報告では、要件 1 について、いわゆる通常の知識を有する者の程度、技術レベ

ルの大半が法官の自由心証主義の下での判断に委ねられることから、当事者による影

響力の発揮には限りがあり、現有の実務見解251では、通常の知識を有する者に関する

認定程度を当事者に対し適切に開示し、弁論の機会を与えなければならない、又は適

時適度にその法律上の見解を表明し（即ち、心証開示）、双方が口頭弁論において十

分な攻撃防御の方法を提出した後に、弁論により得た心証により判決を下さなければ

ならないとされている。しかし、この見解が広く適用されるか否かは、やはり観察が

待たれる。要件 3 は往々にして要件 1 と強く連動しており、当事者もまた口出しを許

されないため、当事者が訴訟において影響力を発揮できるのは、要件 2 及び要件 4 の

みである。以下にそれぞれ説明する。 

 

1、要件 2 

 

                                           

250 Busse/Keukenschrijver、a.a.O.（Fn.1）、§4 Rdnr. 21。 

251台湾最高法院 100 年（2011 年）台上字第 1804 号判決 
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従来技術の範囲と内容とは、従来技術の権利請求の範囲（クレーム）によって決

めるものである。換言すれば、日本企業は製品開発の前に、権利侵害事件に巻き込ま

れることを避けるため、コストを投入して徹底的に専利を分析しなければならないこ

とは必然である。 

 

このほかに、製品の権利請求の範囲（クレーム）を記載する時にも、自身の製品

が他人から設計回避（design-around）されることを避けるため、実務上、往々にして

クレームの記載を比較的曖昧にしてより大きな権利請求の範囲をカバーし、均等論の

主張に都合がよいようにしていることも注意すべきである。しかしながら、日本企業

が台湾で専利を出願する場合、専利訴訟事件において権利者の勝訴率が低い傾向にあ

ることを考慮すれば、この時、クレーム記載時の目標は、専利の有効性をいかに維持

するかを第一の要務とすべきである。故に、相手方が訴訟過程において専利の無効を

主張することを避けるため、用語の上でやや明確さを示して明確度を高め、専利の請

求範囲を縮減することができる。 

 

2、要件 4 

 

権利者ができるもう一つのことは、即ち裁判官の心証にできるだけ影響を与える

ことである。通常の知識を有する者のレベルを引き下げるにしろ、製品と先行技術の

違いを際立たせるにしろ、この時、客観的事実を補助的な証明資料として提出するこ

とが方法の一つである。米国の実務運用を見てみると、よく用いられる客観的事実に

は以下のものがあり、権利者はこれを参考にすることができる。 

 

（1）商業的成功252： 

商業的成功とは、ある程度、当該発明が自明のものではなく、進歩性を備えているこ

とを説明できることをいう。しかし、注意すべきは253、これによって進歩性を証明す

                                           

252 Merck & Co. v. Teva Pharms, USA, Inc.、 395 F.3d 1364、（Fed.Cir. 2005） 

253李素華・張哲倫、「專利進步性判斷之法学方法論－美、德之借鏡及台湾實務之檢討（特許進歩性判

断の法学方法論－米独の経験参考及び台湾実務の検討）」、『月旦法学雑誌』、242 期、p239、2015
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る場合、それらの成功と発明の技術的優位性の間に合理的な相当因果関係（a logic, 

cause-and-effect relationship）がなければならないことである。商業的成功が、広告、

販促、営業秘密、製造技術、品質管理、価格、製品の特性又はその他発明とは関係の

ない要素によるものである場合、これをもって進歩性を備えることを証明することは

できない。実務上254のやり方としては、通常、市場調査、代替製品の比較、又は専門

家証人による発明の関連優位性についての陳述がある。 

（2）長期的ニーズの解決255： 

長期的な問題又はニーズを解決できた場合、ある程度進歩性を備えると認定すること

ができる。 

（3）同業の失敗256： 

同一産業のその他のライバルは失敗したが、権利者の製品のみが成功した場合も、進

歩性を備えると認定できる。 

（4）業界の公認 

（5）通常の知識を有する者からの疑い又は不信任257： 

通常の知識を有する者が権利者の製品に対して疑いを持ち、問題を解決できることを

信じていないが、発明者が事実上本当に問題解決することができた場合には、ある程

度、当該発明が通常の知識を有する者にとって自明ではないことを示すことができる。 

（6）予期せぬ効果を備える258： 

発明が従来技術に比べ意外なプラス効果を有する場合、進歩性を備えると認めること

ができる。 

（7）他人による模倣259： 

発明が民間に広く広まり、大量に模倣された場合、ある程度は当該発明の優位性を示

                                                                                                                                    

年 7 月。 

254 Alan. Durham、『Patent Law Essential: A Concise Guide』、153-154（4th ed. 2013） 

255 Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc.、587 F.3d 1324、1332（Fed. Cir. 2009） 

256 Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State University、212 F.3d 1281、1285（Fed. Cir. 2000） 

257 Rolls-Royce, PLC v. United Technologies Corp.、603 F.3d 1325、1339-40（Fed. Cir. 2010） 

258 In re Peterson、315 F.3d 1325、1330-1331（Fed. Cir. 2003） 

259 Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs., Inc.、520 F.3d 1358、1356（Fed.Cir.2008） 
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すことができ、進歩性を有することを示すことができる。しかし注意すべきは、この

現象をもたらす原因は、依然として当該発明の機能を主とすべきで、その他関係のな

い客観的要素の有無、例えば販促、流行等を考慮する必要がある。 

（8）並行する発明の数260： 

その他客観的事実と比べ、この項目の事実は進歩性の否定に用いられる。学者261が近

い時間内に相当数の並行する発明及び特許出願があると認め、且つ、異なる発明者が

完成させたものである場合、発明の技術内容は通常の知識を有する者にとって容易に

完成できるもの又は自明であると推定できる。 

 

本報告でも、客観的基準を進歩性の参考判断基準とすることで、法院による後知

恵による判断をいくらかでも減少させることができ、判断結果の合理性が増すものと

言えると考える。しかし、台湾の実務において見解が変わるか否かは、絶えず実務上

の衝突、学者と実務界の対話を経て初めて達成することができると言える。 

 

（二）、専利法第 67 条による専利請求の範囲の訂正： 

 

智慧財産法院審理法第 16 条の規定によると、民事法院は審理の過程において、自

ら専利の有効性を認定することができ、この目的は専利権侵害事件の審理を加速して

専利権者の権利を保障することにある。しかし、法院が認定する専利請求の範囲に寛

厳の差がある状況においては、専利権者の権利が、法院により、範囲が広く解釈され

るため、進歩性又は新規性に違反するおそれがあると容易に認定されやすい。よって、

訴訟過程において、専利権が法院により無効と認定されるおそれがあることに気づい

た場合、専利法第 67 条の規定を利用して、民事法院に専利請求の範囲の訂正を請求

してもよい。専利請求の範囲の訂正は、台湾知的財産局の業務範囲であるとする見解

もあるが、智慧財産法院審理法第 16 条を参酌すると、法院は自ら判断する権利を有

すると認めることができ、実務上でも同一の見解を探すことができる（台湾知的財産

裁判所 98（2009）民専訴 28 号）。 

                                           

260 GeoM. Martin Co v. Alliances Machine Sys. Inc’l LLC、618 F.3d 1294、1305（Fed. Cir. 2010） 

261李素華・張哲倫、前記注 253、p239-240、2015 年 7 月。 
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二、訴訟法 

 

専利訴訟を台湾で進める中で、当事者はどのように訴訟行為を進めていけばよい

のか、本報告では、実行可能な方法をいくつか簡単に紹介する。 

 

（一）訴訟参加 

 

先ず、本報告第五章で論述したとおり、現在台湾の専利制度の設計は、公・私法

の二元体系となっている。もし、専利権侵害訴訟が発生し、係争専利の有効性を認定

しなければならない場合、台湾知的財産案件審理法第 16 条の規定に基づき、民事法

院は自らこれを判断することができる。 

 

また、同法第 17 条の規定により、裁判官は専利主務官庁と共同で本件訴訟におけ

る専利の有効性を認定するため、主務官庁に訴訟参加を命じるか否かについての裁量

権を有する。同法第 17 条では、裁判官は専利主務官庁に訴訟参加を命じるべきとは

強制していないことから、権利者は上述した状況が生じることのないよう、裁判官に

対し、訴訟参加の裁定を下し、専利主務官庁が本件訴訟において一緒に専利の有効性

の有無を判断するよう申し立てるべきである。このほかに、たとえその判断が権利者

に不利であっても、少なくとも長期にわたり権利が未決の状態に置かれることは解決

できる。 

 

（二）証拠契約（証拠に関する様々な合意） 

 

台湾知的財産裁判所には通常、技術審査官が配置されており、その職責は裁判官

が知的財産案件審理法第 16 条により自ら判断する際に、裁判官に判断の根拠を提供

することである。経費の問題のために、技術審査官の数及びその精通する範囲は当事

者の要求を満たすことができておらず、忌避の申立て又は専門性への強い懸念をもた

らしている。技術審査官による有効性の認定について論争が生じることを避けるため、

ある程度技術審査官の訴訟上での役割を減縮すれば、法官の後知恵による判断の可能
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性を少なくできることとなる。 

 

本報告では、証拠契約の方法をもって上述した効果を達成できる可能性について

検討する。民事訴訟法の処分権主義の精神に基づき、当事者はその処分できる事項に

ついて、鑑定人の人選、鑑定結果、及び事実認定の効力に対し、本来起訴前に証拠契

約の形式をもって約定することができ、証拠保全手続きにおいて、台湾民事訴訟法第

376 条の 1 第 1 項により協議を成立させることができ、又は訴訟進行中において同法

第 326 条第 2 項前段、第 270 条の 1 第 1 項第 3 号により、合意による鑑定人の選定又

は争点の簡素化の協議を達成することができる。 

 

実務上、専利事件にも、証拠鑑定契約の成立が認められる262。これにより、専利

権侵害事件において、権利者は専利の有効性の判断に関する幾つかの証拠判断につい

て、できるだけ権利侵害被疑者と証拠鑑定契約を交わすことにより、双方が合意によ

って選定した外部の専門鑑定人の証拠判断の結果について協議することができる。こ

のため、裁判官は事件に関する証拠の判断について、鑑定人の判断結果の影響を受け

るため、技術審査官の地位を退かせる可能性があり、裁判官の後知恵を防止する効果

も期待できる。このほかに、合意による鑑定人の選任は、本件訴訟に遅延をもたらさ

ず、たとえ自己に不利であったとしても、迅速に私権に係る紛争を解決することがで

きる。 

 

第五項  終わりに 

 

日本出願人は、台湾での専利出願について、専利出願手続きの明確化をほかでも

なく望んでおり、表面的には、台湾知的財産局はすでにはっきりした出願手続きを公

表しており、それに従い出願を進めれば問題が起こることはない。しかし、真に重要

な問題は、専利権侵害と有効性の判断の争いが生じた時の救済ルートの問題にある。 

 

台湾知的財産裁判所内部の組織構造、人事配置に鑑み、出された判決が人を納得

                                           

262台湾知的財産法院 99 年（2010 年）民専上字第 31 号民事判決 
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させられるものとは限らない。さらに重要なのは、訴訟進行中に権利の有効性の判断

にも関わる場合、台湾の現在の制度には、完全に懸念のない適切な処理方法がまだな

いため、一旦権利侵害が生じると、権利者の権益に完全なる保護が与えられるとは言

い難い。これ以外に、海峡両岸知的財産権保護協力協定の調印後、両岸間の知的財産

権の相互交流は徐々に頻繁になっていることから、今後両岸間の出願数が大幅に増加

し、それに伴い専利訴訟数も増加することが予想でき、両岸の法院における専利事件

に対する判決効力の相互承認において、また双方の行政機関による権利の有効性に対

する認定と関わってくることとなる。言い換えれば、1 つの専利事件が同時に台湾、

中国の司法機関、行政機関に関わる可能性があるため、審理の状況はさらに複雑化し、

審理スピードの遅延も免れないこととなる可能性がある。日本出願人は、台湾での専

利出願による中国市場での専利ポートフォリオ構築において、中国における自社の専

利をめぐる訴訟の際に、台湾の専利又は救済制度の設計によりかえって救済が妨げら

れることは望んでおらず、台湾側が完備された合理的な制度を構築することができれ

ば、たとえ中国市場において紛争が生じても、台湾の救済体系により救済を求め、す

ばやく公正な裁判結果が出されることとなり、適時に権益を保護することができ、日

本出願人にとって大きな助力となる可能性に繋がる。 
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第六章 海峡両岸知的財産権保護協定に関する応用
Q&A 

 

一、 総論 

 

Q1、ECFA において 3 年の制限を経て初めて主張できる権利は何か。  

 

ECFA の関連する添付書類の規定により、年限に関する要求は 2 つあり、一つは

原産地関連の証明書類の保存要求であり、もう一つはサービス提供者の定義を満たす

か否かを認定する際の、一定のサービス提供年限の要求である。 

 

ECFA の添付 3 の「物品貿易のアーリーハーベスト製品に適用される臨時原産地

規則の行政手順」の第 3 条により、原産地関連の証明書類の保存につき、両岸におけ

る双方の製造業者、輸出業者は原産地証明書類を少なくとも 3 年間保存しなければな

らず、この規定により証明書類を保存しなかった場合、係争物品の原産地が両岸から

のものであると主張してはならず、つまり、係争物品が ECFA の物品貿易アーリーハ

ーベストのリストの範囲内にあっても、そのアーリーハーベスト計画による優遇関税

待遇の享有も主張してはならない。そのため、この 3 年間の要求は ECFA の権利を主

張する制限に属すると言える。 

 

このほかに、ECFA サービス貿易の部分に関して、ECFA の付属書 5 の「サービス

提供者の定義」の規定により、いわゆるサービス提供者である「一方の法人」は以下

の特定の条件を満たさなければならない。（一）当該側における提供するサービスの

性質と範囲には、他方に提供しようとするサービスの性質と範囲が含まれていなけれ

ばならない。（二）当該側において、他方に提供しようとするサービスの性質並びに

範囲と同じ商業経営を 3 年以上継続して従事している。（三）当該側で所得税を納付
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している。（四）当該側で経営拠点を所持或いは借受けている。言い換えれば、いわ

ゆる 3 年以上の期間制限は、一方の法人が確実にこの項目のサービスを営業目的とし

て提供していることを確定するためであり、上述の年限規定を満たせば、サービス提

供者と称することができ、ECFA 付属文書 4 の「サービス貿易のアーリーハーベスト

部門及び開放措置」を適用することができる。 

 

また、当該貨物が両岸の原産品であるか否かの認定をする時、台湾の主務官庁（経

済部）は、ECFA の添付 1「物品貿易アーリーハーベスト産品の産品特定原産地規則」

（Product Specific Rules；PSR）により、ECFA 物品貿易アーリーハーベスト産品で原

産以外の材料を使用して生産したものは、その加工又は製造の過程で実質的変更の程

度に達して初めて両岸を原産地とする貨物と認定することができる。PSR は個別のア

ーリーハーベスト産品に対してその異なる特性に基づき、項目ごとに実質的な変更基

準を定めている。それには域内原産割合基準（40%～50%）、加工工程基準等が含まれ

る。 

 

Q2、上述したとおり、ECFA の 2 つの年限に関する制限があるが、外国企業が両岸

知的財産権保護協力協定における協力処理メカニズム又は優先権に関する権利を主

張しようとする際にこの制限が適用されるのか。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の協力処理メカニズムの連絡窓口、総合窓口）

の説明によると、3 年又はその他の年限のいかなる制限もなく、ポイントは案件タイ

プの協力・処理の必要性の考慮である。また、主体部分について、海峡両岸知的財産

協力保護協定は台湾の保護を目的とするため、権利主張の主体が台湾法人又は自然人

を保護することができるか否かにより決めるべきと考える。 

 

Q3、優先権書類上に国名として「中華民国」と記されるのか。 
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台湾主務官庁（経済部知的財産局の特許権作業チーム窓口）の説明によると、権

利者は優先権主張の基礎となる出願により他国で優先権を主張でき，優先権書類上に

は国名として「中華民国」と記されるが，優先権を主張する国が中国であるからと言

って際が生じることはない。 

 

Q4、関連する紛争が発生した場合、台湾政府による協力処理メカニズムか、それと

も一般事務所に救済を求めるべきか。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の協力処理メカニズムの連絡窓口、総合窓口）

の説明によると、案件のタイプにより決めるべきであり、協力処理メカニズムと一般

事務所による紛争解決の方法は異なり、協力・処理メカニズムは中国政府を通すもの

で、即ち行政部門による関連紛争の解決であるのに対し、一般事務所は司法手続によ

る紛争解決である。 

 

Q5、協力処理メカニズムにおいて、その他の知的財産権（知識産権）の保護に関す

る主なタイプは何か。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の協力処理メカニズムの連絡窓口、総合窓口）

は、数が多く広く分散しているため、列挙しきれるものではなく、その中には行政に

よる法執行の措置と関連手続事項が含まれる、としている。 

 

二、 特許 

 

Q1、両岸協定における特許の協力処理メカニズム又は優先権に関する権利を主張す

る権利者は、会社の国籍の制限はあるのか。 
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台湾主務官庁（経済部知的財産局の特許権作業チーム窓口）の説明によると、台

湾特許法第 7 条により、法人は特許権の権利者になることが可能なため、法人も両岸

協定における権利を主張することができる。外国法人も台湾の主務官庁で設立の登記

をして、台湾法人の名義を取得していれば、両岸協定における権利を直接主張するこ

とができ、又は台湾企業の権利者と特許を共有する場合も、主張することができる。

言い換えれば、グローバル企業と台湾本土の企業との提携形態がどのようなものであ

るか（例えば合弁、持ち株比率の多寡、戦略的アライアンスの構築等）は、いずれも

両岸協定における権利を主張できるか否かとは関係はなく、特許の権利者のうちの一

人の国籍が台湾の自然人又は法人の名義であれば、両岸協定が適用される主体となる。 

 

Q2、両岸協定における特許の協力処理メカニズム又は優先権に関する権利を主張す

る権利者は、発明者の国籍又は発明の完成地による制限を受けるのか。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の特許権作業チーム窓口）の説明によると、ポ

イントは特許の権利者が台湾人籍を有するか否か又は台湾の法人であるか否かであ

り、もしそうであれば、両岸協定の権利を主張することができ、さもなければ主張す

ることはできず、発明者の籍及び発明の完成地は何の関係もない。 

 

Q3、特許権の協力処理メカニズムは、協力処理で結論が出ない、又は台湾側に不利

な認定結果であった時にはどのように処理するのか。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の特許権作業チーム窓口）の説明によると、協

力処理メカニズムは台湾の権利者に紛争解決ルートを提供しているため、問題のタイ

プを問わず、実務上、原則として、いずれも協力処理メカニズムによって支援を受け

ることができる。しかしながら、注意すべきことは、協力処理メカニズムを運用した
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からといって、結果が必ずしも台湾の権利者に有利になるわけではないことである。

しかし、台湾の主務官庁は、紛争問題は必ず処理し、且つ、一定の結果が出ることを

保証する。ただし、結果が必ず有利であるとは保証しない。 

 

例をあげると、台湾の特許権者が中国で特許を出願する時、中国側の主務官庁の

処理が遅々としてなかなか進まず、権利が未決定のままである場合、この時協力処理

メカニズムを通して、中国主務官庁に迅速な処理を促す通報をするよう台湾主務官庁

に請求することにより、できるだけ権利状態を早く確定させることができる。しかし、

中国主務官庁が必ず特許を付与する旨の決定を下すかは保証できない。 

 

Q4、特許権者が協力処理メカニズムを申請する際に、行うべき各種手続きは何か。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の特許権作業チーム窓口）の説明によると、現

在個別案件数が少なく、且つ、案件のタイプも比較的繁雑であるため、関連手続はま

だ制定されておらず、今もなお中国側と検討中である。 

 

【保護協定の適用事例（特許）】 

ある日本の親会社 A が、両岸協定における特許に関する権利を主張しようとする

場合、A 会社は以下の選択肢がある。 

1. 台湾で子会社 B を成立する。子会社 B は台湾の法律により成立され且つ設立登

記された会社であるため、台湾法人の資格を有するのは当然のことである。会社

A は会社 B の名義で、中国で特許出願して優先権を主張し、又は台湾主務官庁を

通して協力処理メカニズムを発動することができる。 

 

2. 直接台湾当地の法人 C 又は自然人 D と提携して契約を結ぶ。契約には、A、C(又

は D)が特許権を共有したり、元々A 所有の特許権を C(又は D)に譲渡したり、又
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は C(又は D)が、C(又は D)が所有する特許権（実際の契約の方式により、A に対

して実施許諾することを約束する）に関する協力処理メカニズムの申請、優先権

の主張をすることを約束する。（A、C(又は D)が共同で特許出願し、A 自身がす

でに特許を有し、又は C(又は D)自身がすでに特許を有する） 

 

三、 商標 

 

Q1、台湾知的財産局が中国に著名（馳名）商標の協力処理の通報を行う際に、使用

証拠における規定に関し、企業はどのような資料を提供すれば有利となるのか。 

 

「中国地区における著名（馳名）商標の認定及び保護に関する規定」第 9 条を参

考にできる。同条は以下の内容を含む。（一）関連する公衆の当該商標に対する認知

度を証明する資料。（二)当該商標の継続使用期間を証明する資料。例えば、当該商標

の使用、登録されるまでの経緯及び範囲に関する資料。（三）当該商標のあらゆる宣

伝作業にかかった継続期間、程度及び地域範囲を証明する資料。（四)当該商標が中国

又はその他の国・地区において馳名商標として保護されたことを証明する資料。（五)

当該商標が名を馳せるものであることを証明するその他の証拠資料。例えば、当該商

標を使用した主要商品の直近 3 年間の販売収入、市場占有率、純利益、納税額、販売

地域などの資料。 

 

Q2、商標権者が協力処理メカニズムを主張するには国籍の制限はあるのか。それと

も台湾で商標権を取得していればよいのか。 

 

両岸商標協力処理作業要点によると、その適用対象は台湾地区の政府機関、法人、

団体、個人及び中国地区の台湾資本企業に限られ、台湾資本企業の範囲については、
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台湾地区の政府機関、法人、団体、個人及び中国地区の台湾資本企業一般を広く指す

が、海峡両岸知的財産権保護協力協定の趣旨を斟酌しながら、台湾地区の法人、団体

又は個人が中国に投資又は再投資して経営する農工商などの事業が台湾資本企業の

範囲を満たすか否かを個別に判断すべきである。故に原則上台湾の法人又は個人が商

標を取得していればよく、当然日本企業と台湾企業が１つの商標権を共有している状

況も含まれる。 

 

Q3、商標権者による優先権の主張には国籍の制限があるのか。それとも台湾で商標

権を取得していればよいのか。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の商標権作業チーム窓口）の説明によると、両

岸知的財産権保護協定の目的は台湾人の保護にあるため、台湾の自然人又は法人に限

られる。 

 

【保護協定の適用事例（商標）】 

ある日本の親会社Aが両岸協定における商標に関する権利を主張しようとする場

合、会社 A には以下の選択肢がある。 

1. 台湾で子会社 B を成立する。子会社 B は台湾の法律により成立され且つ設立登

記された会社であるため、台湾法人の資格を有するのは当然のことである。会社

A は会社 B の名義で、中国で商標登録出願して優先権を主張し、又は台湾主務官

庁を通して協力処理メカニズムを発動することができる。 

 

2. 直接台湾当地の法人 C 又は自然人 D と提携して契約を結ぶ。契約には、A、C(又

は D)が商標権を共有したり、元々A 所有の商標権を C(又は D)に譲渡したり、又

は C(又は D)が、C(又は D)が所有の商標権（実際の契約の方式により、A に対し

て使用許諾することを約束する）に関する協力処理メカニズムの申請、優先権の
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主張をすることを約束する。（A、C(又は D)が共同で商標登録出願し、A 自身が

すでに商標を有し、又は C(又は D)自身がすでに商標を有する） 

 

四、 著作 

 

Q1、著作権協力処理メカニズムには主体についての制限はあるのか。 

 

両岸の協定において、協力処理メカニズムにおける著作権を主張する資格制限は

同メカニズムにおける特許権、商標権の主張と同じである。台湾主務官庁（経済部智

慧財産局の著作権作業チーム窓口）は、やはり台湾の自然人又は法人であって初めて

主張することができるとし、実務運用上でも、いずれも台湾の自然人又は法人が権利

を主張した案件であり、外国人の著作権者が台湾人民に著作物の独占的利用、非独占

的な利用を許諾する場合、外国人は被許諾者である人民又は企業に代わって協力処理

メカニズムにおける権利を主張することができるかの問題については、台湾の主務官

庁は現在のところ、これに類似した個別案件を処理したことがなく、この部分の処理

方式についてはまだ結論が出ていない、と述べている。 

 

Q2、両岸協定における著作権の域外認証の客体についての疑義。 

 

両岸における著作権の域外認証について、現在実務運用の上で、認証を受ける客

体は映像音楽著作物に限られている。その他の著作物に対しては、今後中国側と突破

的進展を遂げるか否かとの問題について、両岸で現在協議中である可能性があるため、

著作権保護協会（TACP）は、今はコメントできないと示した。 

 

Q3、著作権の域外認証機関は誰が指定するのか。台湾が機関名簿を決め、その後中
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国が同意して初めて当該機関が域外認証機関となるのか。 

 

台湾主務官庁（経済部知的財産局の著作権作業チーム窓口）は、両岸が共同で指

定すべきで、それから中国国家版権局の認可を経て初めて域外認証機関となることが

できると示した。 

 

【保護協定の適用事例（著作権）】 

ある日本の親会社Aは両岸協定における著作に関する権利を主張しようとする場

合、A 会社は以下の選択肢がある。 

1. 台湾で子会社 B を成立する。子会社 B は台湾の法律により成立され且つ設立登

記された会社であるため、台湾法人の資格を有するのは当然のことである。会社

A は会社 B を著作権者として、台湾主務官庁を通して協力処理メカニズムを発動

することができる。 

 

2. 直接台湾当地の法人 C（又は自然人 D）と提携して契約を結ぶ。契約には、A、

C(又は D)が著作権を共有したり、元々A 所有の著作権を C(又は D)に譲渡したり、

又は C(又は D)が、C(又は D)が所有の著作権（実際の契約の方式により、A に対

して利用許諾することを約束する）に関する協力処理メカニズムの申請をするこ

とを約束する。(A、C(又は D)が著作権を共有し、A 自身がすでに著作権を有し、

C(又は D)自身がすでに著作権を有する) 

 

五、 植物品種 

 

Q1、植物品種の育成者権者による協力処理メカニズムの主張には国籍制限があるか、

それとも台湾で植物品種権を取得していればよいのか。 
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台湾主務官庁（行政院農業委員会農糧署）の説明によると、台湾で植物品種権を

取得していれば十分であり、台湾の自然人及び法人に限らない。他の権利に関わる協

力処理メカニズムと比べ、権利主体に対する要求の差が極めて大きい。台湾の農糧署

と中国の農業部・林業局等の部門の法律体系、全ての法律、命令、行政規則にはいず

れも類似する規定がないため、本報告では、これは台湾の政府部門の実務上の方法で

ある、と推測している。 

 

Q2、植物品種の育成者権者による優先権の主張には国籍制限があるか、それとも台

湾で植物品種権を取得していれば十分であるか。 

 

中国側の「台湾地区の出願人による中国での植物品種権の出願に関する暫定規定」

第 2 条に従い、台湾地区の自然人、法人に限られる。 

 

Q3、現在、品種の保護範囲に関する交渉の進捗状況はどうなっているか。 

 

台湾主務官庁（行政院農業委員会農糧署）の説明によると、現在、中国側が開放

する品種の保護範囲は食糧作物を主としているが、今後、中国に開放を希望する植物

品種は園芸作物を主とし、関連する交渉の進捗状況は定期的に農糧署のホームページ

に掲載される。 

 

Q4、植物品種の育成者権者が協力処理メカニズムを申請する際に、行うべき各種手

続は何か。 

 

台湾主務官庁（行政院農業委員会農糧署）の説明によると、現在、類似するケー

スはまだないため、関連する手続きがまだ定められておらず、今もなお中国側と検討
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中である。 

 

 

【保護協定の適用事例（植物品種）】 

ある日本の親会社Aが両岸協定における植物品種に関する権利を主張しようとす

る場合、権利内容の違いにより、A 会社は以下の選択肢がある。 

 

A、 協力処理メカニズム 

台湾の主務官庁の意見により、台湾で植物品種を登録出願し、且つ、台湾の主務

官庁によって品種登録された場合、当然ながら両岸協定における植物品種に関す

る協力処理メカニズムの適用を主張することができる。ここから分かるように、

他の権利と比べ、この時、日本会社 A の選択方法は制限が少ない。そのため、会

社 A は自ら台湾で品種登録を受けた後、直接会社 A の名義で協力処理メカニズム

を申請することができる。 

 

B、 優先権 

1. 台湾で子会社 B を成立する。子会社 B は台湾の法律により成立され、且つ、設

立登記された会社であるため、台湾法人の資格を有するのは当然のことである。

会社 A は会社 B の名義で、中国で植物品種を登録出願して植物品種の優先権を

主張することができる。 

 

2. 直接台湾当地の法人 C（又は自然人 D）と提携して契約を結ぶ。契約には、A、

C(又は D)が品種権を共有したり、元々A 所有の品種権を C(又は D)に譲渡したり、

又は C(又は D)が、C(又は D)が所有の品種権（実際の契約の方式により、A に対

して利用権を許諾することを約束する）に関する優先権を主張することを約束す

る。（A、C(又は D)が品種権を共有し、A 自身がすでに品種権を有し、C(又は D)
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自身がすでに品種権を有する） 

 

六、 その他 

 

Q1、日本企業の中国における権利と台湾子会社の権利の間に運用上の相違点がある

のか。 

 

本報告書で前に述べたものをまとめると、日本企業が直接中国市場で知的財産に

関する活動を行うことと比べ、仮に日本企業が先に台湾で子会社を成立した場合、そ

の子会社は台湾の主務官庁によって認定される法人になり、即ち両岸協定の適用主体

になれば、日本企業は両岸協定における優先権保障と協力メカニズムの活用を通して、

その知的財産権は中国市場でより一層の発展と保護が実現されることになる。反対に、

日本企業が直接中国市場で特許活動を行えば、両岸協定の権利を主張することができ

ず、つまり両岸協定の優遇措置を享受することができない。詳細は以下に述べる。 

 

1. 特許出願について 

両岸協定において、最も重要なのは優先権の相互承認の制度で、この制度に関わ

る最も主要な知的財産権は即ち特許である。仮に日本企業が台湾で子会社を成立した

場合、両岸協定における権利を主張できる主体になれるため、先に台湾で特許出願し、

その後同一発明について中国で特許出願する時、台湾で提出した特許出願を基礎とし

て優先権を主張することができる。このような出願ルートを採る場合、日本で提出し

た特許出願を基礎として優先権を主張し、それから中国において特許出願することよ

りも、手続全体の一層の迅速化・正確化が期待されるだろう。その理由は、日本企業

が台湾の子会社を通して台湾で特許出願してから中国で優先権を主張する場合、両岸

間の言語はお互いに通じるため、出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成時間とコ

ストを節約することができるだけではなく、台湾人が直接出願内容の意味を理解でき
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ることから、翻訳時に発生するであろう誤解を引き起こすこともなくなることにある。

要するに、特許審査の期間が効果的に短縮されれば、日本企業の海外展開に対して大

いに寄与することになり、この部分について、両岸協定における優先権の相互承認は

相当重要な役割を果たしていると考えられる。 

 

このほかに、両岸間における業務交流がますます盛んになるにつれ、台湾主務官

庁が把握している中国の関連特許文献と情報も徐々に増えてきている。もし日本企業

が台湾で子会社を成立することができれば、これらの資料も直接手に入れることがで

きる。資料入手後、すぐ中国市場に対して特許分析と調査を行うことができ、企業の

特許ポートフォリオ構築にも寄与することができる。 

 

2. 知的財産権保護について 

両岸協定調印後、双方間の知的財産に関する交流活動がより頻繁に行われるよう

になっている。時間が経つにつれ、協力処理メカニズムの通報件数が増えてきており、

台湾側が処理した案件数が多くなり、そのデータも徐々に蓄積されている。日本企業

にとって、協力処理メカニズムを通して知的財産権出願についての意思疎通が促進さ

れることが期待される。このほかに、これらの案件の処理によって蓄積された関連す

る経験を活かせば、中国が知的財産案件を処理する基準及び態度を分析することがで

き、日本企業の中国市場における知的財産権への保護の一助ともなる。 

 

以上をまとめると、日本企業が直接中国市場で特許出願及び知的財産権の保護を

行うよりも、日本企業が台湾で子会社を成立することを選択した場合、両岸協定にお

ける権利を主張することができ、日本企業の特許ポートフォリオ戦略に一層寄与する

可能性がある。 

 

Q2、中国における日台企業間の提携に関する最新情報 
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中国における日台企業間の提携の最新情報について、台湾と日本の間における「日

台産業提携架け橋プロジェクト（台日産業合作搭橋方案）」の実行により、双方の中

小企業がさまざまな方法で密接な提携を行い、共同で中国市場に進出できることとな

り、多くの日台企業も戦略的アライアンスを通じて多分野にわたりアジアでの事業を

展開している（前述の第二章第二節第二項を参照）。 

 

近年、日台双方はほかの分野にも続々と業務提携に関する覚書（MOU）を締結し、

バイオ医療技術はその中の一つであり、その内容には免疫細胞治療の保存技術263、製

薬メーカーのバイオ新薬の販売264、外用製剤の調剤デザインと製造の提携265等が含ま

れる。このほかに、日台双方は 2013 年に「日台薬事規制協力枠組協定266」を調印し、

双方は製薬工場の製造許可審査の相互承認に合意したため、医薬品又は医療機器が他

方市場へ進出する時に、市場に出回るまでの時間を半年に短縮することができる。言

                                           

263経済日報、「免疫細胞療法、國内儲存業者搭橋日本（免疫細胞治療法、台湾保存業者による日本と

の業務提携）」、2013 年 5 月 29 日、ウェブサイト：

http://edn.udn.com/article/view.jsp?aid=628199&cid=13# （最終アクセス日：2015 年 11 月 2 日）。 

264精実新聞、「生技展拼媒合、日本六大製藥廠來台尋商機（バイオテク見本市でビジネスマッチング、

日本六大製薬会社が台湾でビジネスチャンスの拡大）」、2013 年 7 月 9 日、ウェブサイト：

http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=c4fe0b0e-d310-4311-8904-fd19ae9cbc88#ixzz2Y

bXlbaXN。（最終アクセス日：2015 年 11 月 3 日）。 

265自立夕刊台日論壇、「中小企業醫藥合作開新頁（中小企業による医薬事業提携 新しい局面の展

開）」、2015 年 7 月 21 日、ウェブサイト：
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い換えれば、バイオ医薬分野の発展において、台湾と日本が徐々に一体となり、今後、

両岸が薬事に関する協力取決めに合意した場合、台湾は、日本の製薬業界が中国市場

に進出する際の架け橋となることが期待できる。この動きは、今後の注目に値する。 

 

Q3、日本では特許を持っていないが、台湾企業の特許をいかに活用できるのか。 

 

特許ポートフォリオ構築の前提は企業が特許を保有することである。しかし、全

ての特許は必ずしも企業が自ら開発、出願しなければならないということはなく、言

い換えれば、たとえ企業は特許の実施許諾、譲渡、ひいては企業の合併・買収、複数

企業による戦略的アライアンス構築などその他の方式を通しても、他の企業から特許

の実施権を取得することができる。そのため、台湾企業の特許を取得することを通し

て、両岸協定に基づく権利を主張する優位性を活用し、特許ポートフォリオを構築し、

中国で市場を展開することもできる。 
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